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阿見町告示第１６８号 

 平成２９年第２回阿見町議会定例会を次のとおり招集する。 

   平成２９年５月１８日 

                    阿見町長  天 田 富司男 

 

 

 

１ 期 日  平成２９年６月６日 

２ 場 所  阿見町議会議場 
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平成２９年第２回阿見町議会定例会会期日程 

 

日 次 月 日 曜 日 開議時刻 種 別 内     容 

第１日 ６月６日 （火） 午前10時 本会議 

・開会 

・議案上程 

・提案理由の説明 

・質疑 

・委員会付託 

第２日 ６月７日 （水） 午前10時 本会議 ・一般質問（６名） 

第３日 ６月８日 （木） 午前10時 本会議 ・一般質問（６名） 

第４日 ６月９日 （金） 

午前10時 委員会 ・総  務（議案審査） 

午後２時 委員会 ・民生教育（議案審査） 

第５日 ６月10日 （土） 休    会 ・議案調査 

第６日 ６月11日 （日） 休    会 ・議案調査 

第７日 ６月12日 （月） 午前10時 委員会 ・産業建設（議案審査） 

第８日 ６月13日 （火） 休    会 ・議案調査 

第９日 ６月14日 （水） 休    会 ・議案調査 

第10日 ６月15日 （木） 休    会 ・議案調査 



－3－ 

日 次 月 日 曜 日 開議時刻 種 別 内     容 

第11日 ６月16日 （金） 休    会 ・議案調査 

第12日 ６月17日 （土） 休    会 ・議案調査 

第13日 ６月18日 （日） 休    会 ・議案調査 

第14日 ６月19日 （月） 休    会 ・議案調査 

第15日 ６月20日 （火） 午前10時 本会議 

・委員長報告 

・討論 

・採決 

・閉会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  １  号 

〔 ６ 月 ６ 日 〕 
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平成２９年第２回阿見町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２９年６月６日（第１日） 

 

○出席議員 

              １番  紙 井 和 美 君 

              ２番  石 引 大 介 君 

              ３番  井 田 真 一 君 

              ４番  高 野 好 央 君 

              ５番  樋 口 達 哉 君 

              ６番  栗 原 宜 行 君 

              ７番  野 口 雅 弘 君 

              ８番  永 井 義 一 君 

              ９番  海 野   隆 君 

             １０番  平 岡   博 君 

             １１番  久保谷   充 君 

             １２番  川 畑 秀 慈 君 

             １３番  難 波 千香子 君 

             １４番  柴 原 成 一 君 

             １５番  久保谷   実 君 

             １６番  吉 田 憲 市 君 

             １７番  倉 持 松 雄 君 

             １８番  佐 藤 幸 明 君 

 

○欠席議員 

             なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため会議に出席した者 

       町       長  天 田 富司男 君 

       教   育   長  菅 谷 道 生 君 

       町 長 公 室 長           篠 﨑 慎 一 君 

       総 務 部 長           小 口 勝 美 君 
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       町 民 生 活 部 長           大 塚 芳 夫 君 

       保 健 福 祉 部 長           飯 野 利 明 君 

       産 業 建 設 部 長           湯 原 幸 徳 君 

       教育委員会教育次長           朝 日 良 一 君 

       会 計 管 理 者 兼          
                  佐 藤 吉 一 君 
       会 計 課 長          

       政 策 秘 書 課 長           佐 藤 哲 朗 君 

       総 務 課 長           青 山 公 雄 君 

       財 政 課 長           青 山 広 美 君 

       税 務 課 長           菊 池   彰 君 

       収 納 課 長           村 田 敦 志 君 

       高 齢 福 祉 課 長 兼          
                  湯 原 勝 行 君 
       福祉センター所長          
 

       子ども家庭課長兼          
                  山 﨑 洋 明 君 
       児 童 館 長          

       国 保 年 金 課 長           小 林 俊 英 君 

       都 市 計 画 課 長           林 田 克 己 君 

       道 路 公 園 課 長           井 上   稔 君 

       上 下 水 道 課 長           坪 田   博 君 

       学 校 教 育 課 長 兼          
                  柴 山 義 一 君 
       新小学校準備室長          

 

○議会事務局出席者 

       事 務 局 長           吉 田   衛 

       書       記  野 口 和 之 
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平成２９年第２回阿見町議会定例会 

 

議事日程第１号 

 平成２９年６月６日 午前１０時開会・開議 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町税条例の一部改正

について） 

     議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町都市計画税条例の

一部改正について） 

     議案第４５号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町国民健康保険税条

例の一部改正について） 

     議案第４６号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町地域包括支援セン

ターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一

部改正について） 

     議案第４７号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正について） 

日程第５ 議案第４８号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定めるこ

とについて） 

日程第６ 議案第４９号 阿見町附属機関の設置に関する条例の一部改正について 

     議案第５０号 阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について 

     議案第５１号 阿見町予科練平和記念館条例の一部改正について 

日程第７ 議案第５２号 平成２９年度阿見町一般会計補正予算（第１号） 

     議案第５３号 平成２９年度阿見町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     議案第５４号 平成２９年度阿見町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     議案第５５号 平成２９年度阿見町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号） 

     議案第５６号 平成２９年度阿見町介護保険特別会計補正予算（第１号） 
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     議案第５７号 平成２９年度阿見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     議案第５８号 平成２９年度阿見町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第８ 議案第５９号 阿見町政治倫理審査会委員の委嘱につき同意を求めることについ

て 

     議案第６０号 阿見町政治倫理審査会委員の委嘱につき同意を求めることについ

て 

日程第９ 議案第６１号 阿見町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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午前１０時００分開会 

○議長（紙井和美君） おはようございます。定刻になりましたので，ただいまから平成29年

第２回阿見町議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18名で定足数に達しておりますので，会議は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事については，お手元に配付いたしました日程表によって進めたいと思いますので，

御了承願います。 

 これより議事に入ります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    会議録署名議員の指名について 

 

○議長（紙井和美君） 日程第１，会議録署名議員の指名について，本定例会の会議録署名議

員は，会議規則第120条の規定によって， 

      ７番  野 口 雅 弘 君 

      ８番  永 井 義 一 君 

を指名いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    会期の決定について 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第２，会期の決定についてを議題にいたします。 

 本件については，去る５月30日，議会運営委員会が開かれ協議されましたので，その結果に

ついて議会運営委員会委員長より報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長佐藤幸明君，登壇願います。 

〔議会運営委員会委員長佐藤幸明君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（佐藤幸明君） 皆さん，おはようございます。 

 私も，この議場に入室を許されて，早いもので30年になりました。今日のように，行動しや

すい，動きやすいスタイルで入場できたのは初めてでございます。そういう中で，国体が，そ

してまた，セーリング競技が大成功をおさめますように，皆様方もこのポロシャツを着てです

ね，町内の多くの方々にＰＲをしていただき，そしてまた，それと同時に，町民の声をも多く

吸い上げていただければありがたいなと思うところでございます。また，天田町長におかれま

しては，来年３月には選挙でございます。自身のＰＲも含めていただくと，我々は一石二鳥か

もしれませんが，町長にとりましては一石三鳥になることかと思います。 
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 では，会期の決定の件について御報告を申し上げます。 

 平成29年第２回定例会につきまして，去る５月30日，議会運営委員会を開催いたしました。

出席委員は６名で，執行部から総務課長補佐の出席を得て審議をいたしました。 

 会期は本日から６月20日までの15日間で，日程につきましては，本日，本会議，議案上程，

提案理由の説明，質疑，委員会付託。 

 ２日目，６月７日は午前10時から本会議で一般質問，６名。 

 ３日目，６月８日は午前10時から本会議で一般質問，６名。 

 ４日目，６月９日は午前10時から総務常任委員会，午後２時から民生教育常任委員会。 

 ５日目から６日目までは休会で議案調査。 

 ７日目，６月12日は委員会で，午前10時から産業建設常任委員会。 

 ８日目から14日目までは休会で議案調査。 

 15日目，６月20日は最終日となりますが，午前10時から本会議で委員長報告，討論，採決，

閉会。 

 議会運営委員会といたしましては，以上のような会期日程を作成いたしました。 

 各議員の御協力をよろしくお願い申し上げまして，報告といたします。 

○議長（紙井和美君） お諮りいたします。本定例会の会期は，ただいまの議会運営委員会委

員長の報告どおり，本日から６月20日までの15日間といたしたいと思います。 

 御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認めます。よって，会期は本日から６月20日までの15日

間と決定いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    諸般の報告 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第３，諸般の報告を行います。 

 町長より報告事項の申し入れがありましたので，これを許します。 

 町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） 皆さん，おはようございます。 

 本日は平成29年度の第２回定例会，議員各位にはお忙しい中を御出席いただきまして，まこ

とにありがとうございます。 

 また，先ほど議運委員長からも言われたとおり，今日は傍聴者の皆さん，今日は何の服装な
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んだと思ってびっくりしたんではないかなと，そう思っております。24色をそろえているとい

うことで，色とりどりという，自分に合ったシャツをという，そういう形であります。 

 2019年の９月29日から10月２日まで４日間が，セーリング競技の会場である阿見町で催され

ます。そういう中で，やはり全町一丸となって，この２年ちょっとの間ですけど，やはり国体

に向けて，町民の皆さんと一緒になって国体を成功裏におさめるために努力をしていきたい，

そう思っておりますので，どうか，議員の皆様方にも御協力のほどよろしくお願いを申し上げ

ます。 

 それでは，報告事項を申し上げます。 

 初めに，平成28年度繰越明許について，地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき報

告いたします。 

 平成28年度の事業施行に当たり，諸般の事情により年度内に事業完成並びに支出が困難とな

ったため，予算の定めるところにより平成29年度に繰り越した事業は，お手元に配付いたしま

した平成28年度繰越明許費，繰越計算書のとおりであります。 

 次に，平成28年度事故繰越について，地方自治法施行令第150条第３項の規定に基づき御報

告いたします。 

 平成28年度の事業施行に当たり，避けがたい事故により年度内に事業完成並びに支出が困難

となったため平成29年度に事故繰り越しした事業は，お手元に配付いたしました平成28年度事

故繰越し繰越計算書のとおりであります。 

 その内容としましては，道路新設改良費で補償物件の移転等に不測の日数を要したため年度

内の完了が困難となったことから繰り越すものであります。 

 次に，平成28年度水道事業会計予算の繰越について，地方公営企業法第26条第３項の規定に

基づき御報告いたします。 

 平成28年度の水道事業執行に当たり，諸般の事情により，年度内での事業完成並びに支出が

困難となったため，平成29年度に繰り越した事業は，お手元に配付いたしました平成28年度水

道事業予算繰越計算書のとおりであります。 

 以上，御報告申し上げます。 

○議長（紙井和美君） 議長より報告いたします。 

 今定例会に提出された案件は，町長提出議案第43号から議案第61号，以上19件であります。 

 次に，監査委員から平成29年２月分から平成29年４月分に関する例月出納検査結果について

報告がありましたので，報告いたします。 

 次に，本定例会に説明員として地方自治法第121条第１項の規定により出席を求めた者は，

お手元に配付いたしました名簿のとおりであります。 
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 次に，閉会中における委員会，協議会等の活動状況は，お手元に配付いたしました参考資料

のとおりであります。 

 次に，平成29年度普通建設等事業進捗状況，契約状況報告について，６月２日付で町長から

報告がありました。内容は，お手元に配付いたしました参考資料のとおりであります。 

 次に，平成28年度阿見町土地開発公社決算書及び平成29年度阿見町土地開発公社事業計画書

の提出がありましたので報告いたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町税条例の一部改正

について） 

    議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町都市計画税条例の

一部改正について） 

    議案第４５号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町国民健康保険税条

例の一部改正について） 

    議案第４６号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町地域包括支援セン

ターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一

部改正について） 

    議案第４７号 専決処分の承認を求めることについて（阿見町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正について） 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第４，議案第43号，専決処分の承認を求めることについて

（阿見町税条例の一部改正について），議案第44号，専決処分の承認を求めることについて

（阿見町都市計画税条例の一部改正について），議案第45号，専決処分の承認を求めることに

ついて（阿見町国民健康保険税条例の一部改正について），議案第46号，専決処分の承認を求

めることについて（阿見町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に

関する条例の一部改正について），議案第47号，専決処分の承認を求めることについて（阿見

町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて），以上５件を一括議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 
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○町長（天田富司男君） それでは，議案43号から議案第48号までの専決処分の承認を求める

ことについて，提案理由を申し上げます。 

 議案第43号から議案第45号について，関連しますので一括して提案理由を申し上げます。 

 本案は，我が国経済の成長力の底上げ等を目的に，地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部

を改正する法律が公布されたことに伴い，阿見町税条例，阿見町都市計画税条例，阿見町国民

健康保険税条例を一部改正し，早急に施行する必要が生じたため，３月31日をもって地方自治

法第179条第１項の規定により専決処分を行ったもので，同条第３項の規定に基づき報告する

ものであります。 

 議案第43号の阿見町税条例の一部改正の主な内容としましては，町民税関係では，配当所得

等で所得税と異なる課税方式が選択できることを明確化し，固定資産税関係では，震災等によ

り滅失等した償却資産にかわる償却資産等に対する課税標準の特例規定を整備し，軽自動車税

では，軽自動車税のグリーン化特例について軽減対象の重点化を行った上で，適用期間を２年

延長するなど所要の改正を行うものであります。 

 議案第44号の阿見町都市計画税条例の一部改正の主な内容としましては，市町村で定めるこ

ととされている課税標準の特例の割合を定めるなど所要の改正を行うものであります。 

 議案第45号の阿見町国民健康保険税条例の一部改正の主な内容としましては，低所得に対す

る国民健康保険税の軽減措置について，５割軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定におけ

る被保険者の数に乗ずべき金額を27万円に引き上げ，２割軽減対象となる世帯の軽減所得の算

定における被保険者の数に乗ずべき金額を49万円に引き上げるものであります。 

 議案第46号の阿見町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関す

る条例の一部改正について申し上げます。 

 本案は，介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い，阿見町地域包括支援センター

における包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例を一部改正し，早急に施行する必要が

生じたため，３月31日をもって地方自治法第179条第１項の規定により専決処分を行ったもの

で，同条第３項の規定に基づき報告するものであります。 

 改正の主な内容としましては，主任介護支援専門員の要件を明確にするなど所要の改正を行

うものであります。 

 議案第47号の阿見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について申し上げます。 

 本案は，子ども・子育て支援法に基づく国基準の一部が改正されたことに伴い，阿見町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を一部改正し，早急

に施行する必要が生じたため，３月31日をもって地方自治法第179条第１項の規定により専決
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処分を行ったもので，同条第３項の規定に基づき報告するものであります。 

 改正の主な内容としましては，町が発行する支給認定証の取り扱いについて，施設と保護者

双方の負担の軽減と事務の簡略化を図るため，所要の改正を行うものであります。 

 議案第48号の損害賠償の額を定めることについて申し上げます。 

○議長（紙井和美君） 済みません，それは日程第５なので，48は。47号まで。 

○町長（天田富司男君） どうも失礼しました。 

○議長（紙井和美君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑を許します。 

 ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） おはようございます。 

 議案第45号の部分なんですけども，この国民健康保険条例の一部改正ですね，これについて

ちょっとお伺いしたいんですけども，この中で，今，５割軽減のところが26万5,000円が27万，

２割軽減が48万から49万というような形で書いてあるんですけども，今年の３月の私の一般質

問の中で，国民健康保険税の引き下げについてという質問をしたのがあるんですけども，この

回答の中でですね，５割軽減の算定基準が26万5,000円から27万1,000円に，２割軽減の算定基

準が48万から49万になることが書かれてるんですけども，今回の27万1,000円が，今回この専

決処分の中で27万ちょうどになったその辺の背景をちょっと教えてください。 

○議長（紙井和美君） 保健福祉部長飯野利明君。 

○保健福祉部長（飯野利明君） お答え申し上げます。 

 ３月の一般質問の答弁書に27万1,000円となっておりましたか。 

○８番（永井義一君） なってます。 

○保健福祉部長（飯野利明君） ちょっと今，答弁書がないんで確認とってないんですけども，

26万5,000円から27万円に引き上げということが正しいんで，もし答弁書が27万1,000円である

とすればですね，答弁書のほうが誤りだったのかなと思います。ちょっと確認をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（紙井和美君） 国保年金課長小林俊英君。 

○国保年金課長（小林俊英君） それでは，補足させて説明させていただきます。 

 今，部長がおっしゃられましたように，答弁書のほうの1,000円というのが，ミスプリとい

うか，申しわけないんですが27万円ちょうどが正しい金額であります。よろしくお願いします。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 今ね，担当課長のほうからミスプリという話でしたけども，この答弁
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書を書いたのはね，担当……。そうか，もしかしたら，かわる前，異動の前なのかな。まあい

いや。 

 ミスプリという話でしたけども，答弁書にしっかり書かれてるんですけども。じゃあ，再度

確認しますけども，これ，改めてもう一回，この答弁書を書いたこと自体は覚えてないのか，

または気がついてちゃんと計算をし直したら27万だったという感じなんですかね。 

 私のほうのね，一般質問の中で，1,700億円がどういうふうな形で町民の皆さんに還元され

たかというようなね，観点からも聞いてるわけなんですけども，その辺，いつ気がついて，い

つ，これ間違っちゃったなというふうに直したのか。 

 できれば，電話でもいいから，私のほうにね，一般質問こうだったけど，計算したらこうだ

ったよというのはね，これはやっぱり連絡いただくべきじゃないかと思うんですよ。私のほう

としては，この27万1,000円で，やはり町民の人に聞かれたときは答えるわけなんで。ですか

ら，その辺が，どういういきさつでどうなったかというのをちょっと教えてください。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。保健福祉部長飯野利明君。 

○保健福祉部長（飯野利明君） お答え申し上げます。 

 途中で変わったということではなくて，あくまでも，これはですね，本当に大変申しわけあ

りません，答弁書の，先ほど課長が申し上げましたように，本来であれば26万5,000円である

ものが，26万5,000円から27万円に，それから２割軽減の算定基準が48万円から49万円という

ことでございます。答弁書の誤りということで，こちらのほうでチェックが甘かったというこ

とで，大変申しわけございませんでした。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 部長のほうではという言い方でいいのかな，これ，いつぐらいに気が

つきましたか。それとも完全に見てなかったか。どっちですかね。 

○議長（紙井和美君） 国保年金課長小林俊英君。 

○国保年金課長（小林俊英君） お答えします。 

 答弁書の作成の段階では，私のほうでも気づいてませんので。ただ，もととしては，前年度

の答弁書というか，毎年5,000円ずつアップしてますので，それに上書きしていったんで，

1,000円というのが残ってるのがわからないんですが，ちょっと１という数字が入っていた理

由はちょっとわかりません。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 今，ちょっと質問と答弁が食い違っていて。 

 ちなみに，5,000円のアップって今，話がありましたよね。26万から26万5,000円，その前が。

今回が26万5,000円から27万1,000円。だから，ここは6,000円のアップになってるんですよ。
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ですから，単純に5,000円アップだからという関係じゃないんですよね。ですから，もうちょ

っと確実な，確認できる答弁をお願いします。 

○議長（紙井和美君） 国保年金課長小林俊英君。 

○国保年金課長（小林俊英君） お答えいたします。 

 先ほども申しましたように，アップ自体が5,000円ずつだったので，1,000円という感覚が，

私のほうでもちょっと認識しておりません。答弁書の段階では常々切りのいい数字で上がって

ると思ってましたので。その辺は，先ほど申しましたように，ちょっとチェックが甘かったの

かなとは思ってますが。 

 ちょっと，気づいたというか，今現在も，ちょっと答弁書の内容を，ちょっと私のほうもち

ょっと気づきませんでしたというのが本来のところでございます。 

○議長（紙井和美君） 保健福祉部長飯野利明君。 

○保健福祉部長（飯野利明君） 済みません，記憶が余り定かではないんで正確には申し上げ

られないんですけども，後で３月の議事録のほうを正式に確認をしたいと思います。そのとき

に，27万1,000円って渡した原稿に書いてあったんですけども，町長の答弁の中では27万円と

いうふうに答弁を差し上げたような記憶もちょっと残ってるんですけども。ちょっとそこら辺，

議事録を再度確認をさせていただけたらと思います。 

 いずれにしましても，お配りした答弁書に誤りがあったということで，深くお詫びを申し上

げます。どうも申しわけございませんでした。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 一般質問のやり取りの中で，この金額，金額の変更というのは，これ

はこちらのほうも確実に聞いてるわけですよね。ですから，そこでもし27万って，私も議事録

を全部が全部ね，見たわけじゃないし，100％は無理なんですけども，27万1,000円って書いた

けど27万ですよってもし答弁があれば，普通ここは直すと思います。ですから，私も議事録を

確認してないから，そんなことは言ってないよとは100％言えませんけども，一応感覚として

はそういうものじゃないかなと，ひとつ思います。 

 最後にもう一回聞くんですけども，答弁書を書かれた方がもちろんいるわけなんで，その答

弁書を書かれた方が27万1,000円と書いた背景があるでしょう，それは。5,000円ずつアップだ

としたら27万だけど，わざわざ27万1,000円ということが書かれてるんで，それだけちょっと

確認したいんですけども，答弁できる方おられますか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。国保年金課長小林俊英君。 

○国保年金課長（小林俊英君） お答えいたします。 

 申しわけないんですが，うちのほうの答弁書の原案ですね，そちらのほうと，実際に議員様
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のほうにお配りした原案，そちらの答弁書のほうと，ちょっと時間をいただきまして確認させ

ていただきたいと思うんですが，よろしいでしょうか。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） ここには答弁書がありますので。ですから，これは明確に1,000円と

書かれてるんで。もし原稿，これを書く前の原稿でね，そうなったら，それは多分，打ち間違

え……。というのも変な話ですけどもね。６を７に間違えたとか，４を５に間違えたというの

はあり得ると思うんですけどね，わざわざ後ろに１千円って３文字がついてるんでね，非常に

疑問になったところです。 

 ちょっと，これをやり取りしててもしようがないんで。今現在わからないわけですよね，課

長のほうとしては。ですから，それはちょっと調べて，後で報告をしてください。お願いしま

すね。 

○議長（紙井和美君） ほかに質疑はございませんか。９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 今の問題ですけれども，議員もね，間違うことがあるんだよね。ただ，

執行部も間違うこともあると思うのね。あったときにどういう対応するかってとても大事なこ

となので，ぜひともね，今，全然気がつかなかったのかどうかもよくわからないんだけれども，

この関連でいえば，永井さんがね，前回一般質問してるわけだから，その辺はチェックしてい

ただきたいなと思います。 

 それを言っておいてですね，今回のね，5,000円ずつ引き上げるということで，今回は27万，

それから49万になったんだけれども，こっちは１万円ですね。改正によってですね，対象世帯

の異動というのは，どういう異動になるのか教えてください。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。保健福祉部長飯野利明君。 

○保健福祉部長（飯野利明君） お答えします。 

 今回の改正によりまして，５割軽減世帯が23世帯，それから２割軽減世帯が13世帯ほど増加

する見込みでございます。 

○議長（紙井和美君） ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第43号から議案第47号については，会議規則第39条第３

項の規定により，委員会への付託を省略することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認め，さよう決定いたします。 

 これより討論に入ります。 



－18－ 

 まず，原案に反対者の発言を許します。 

 討論ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第43号から議案第47号については，原案どおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認めます。よって，議案第43号から議案第47号について

は，原案どおり承認することに決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    議案第４８号 専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定めるこ

とについて） 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第５，議案第48号，専決処分の承認を求めることについて

（損害賠償の額を定めることについて）を議題といたします。 

 提案者の提案理由を求めます。 

 町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） それでは，議案第48号の損害賠償の額を定めることについてを申し

上げます。 

 本案は，平成29年４月11日午後５時20分ごろ，阿見町小池地内の町道第1568号線において，

荒川本郷方面から牛久方面に車両で移動中，同町道の表層が破損していた箇所に車両を乗り入

れたことにより，相手方車両の左前タイヤを破損させたので，地方自治法第96条第１項第13号

の規定に基づき損害賠償の額を定め，同法第179条第１項の規定により専決処分を行ったもの

で，同条第３項の規定に基づき報告するものであります。 

 以上，提案理由を申し上げました。 

○議長（紙井和美君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑を許します。 

 ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 細かいことを言うようでまことに申しわけないんですけども，今回ね，

龍ケ崎の方ですか，道路にタイヤを入れてしまってね，破損したということで，損害賠償が発
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生したわけですけれども，これ，場所は私も正確にわからないんですけども，小池の集落の東

側の道路ではないかなというふうに思うんですけれども，車が破損するほどの一定程度の大き

い穴があいてるというのは，事前にね，地区の区長であるとか地区住民からのですね，一定の

情報提供というのはなかったんですか。全然なくて道路にタイヤが落ちると破損するぐらいの

大きい穴があいってるということはちょっと考えられないんだけれども，どうなんでしょう。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。道路公園課長井上稔君。 

○道路公園課長（井上稔君） お答えいたします。 

 この事案につきましては，地元からの穴があいているという情報はなかったんですが，うち

のほうとしましては，見回りということで，シルバー人材センターのほうに委託をしてまして，

週に３回見回りをしてもらってます。そういうところで発見したものについては直すようにし

てるんですが，今回のこれにつきましては，そういうのが発見されなかったところでの事故と

いうことになります。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） どの程度のね，大きさの穴かよくわからないんだけれども，タイヤが破

損するほどだから結構大きい穴があいてたんじゃないかなと思うんですね。 

 この類のね，専決処分というのかな，損害賠償の専決処分は結構あって，台風の後とかね，

急に道路の状態が変わったと，こういうことは結構今までもあって，何となく理解できるんだ

けれども，生活道路というかな，その辺で，小池の人たちがめったに通らないね，道路なのか，

それとも結構ね，通っている道路なのか，これもよくわからないんだけど，私がそこだなって

思ってるところは，結構それなりに通ってるんじゃないかなと思うんですね。ひょっとしたら

散歩なんかでもね，あの辺行き来してるんじゃないかなと思うので，今後ね，シルバーもそう

なんですけども，住民あるいは区長，そういう方からですね，情報提供を積極的に受けると，

そういう形で，なるべくこういう事故が起きなければね，相手も，相手というか被害者も時間

と手続を省略できるし，町としてもね，損害賠償しなくても済むということですので，ぜひそ

ういう形でお願いしたいと思います。 

 これは要望でいいです。 

○議長（紙井和美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第48号については，会議規則第39条第３項の規定により，

委員会への付託を省略することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（紙井和美君） 御異議なしと認め，さよう決定いたします。 

 これより，討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第48号については，原案どおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認めます。よって，議案第48号については，原案どおり

承認することに決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    議案第４９号 阿見町附属機関の設置に関する条例の一部改正について 

    議案第５０号 阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について 

    議案第５１号 阿見町予科練平和記念館条例の一部改正について 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第６，議案第49号，阿見町附属機関の設置に関する条例の

一部改正について，議案第50号，阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について，議案第51号，阿見町予科練平和記念館条例の一部改正につい

て，以上３件を一括議題といたします。 

 提案者の提案理由を求めます。町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） それでは，議案第49号から議案第51号までの条例の一部改正につい

て提案理由を申し上げます。 

 議案第49号の阿見町附属機関の設置に関する条例の一部改正について申し上げます。 

 阿見町公共施設等総合管理計画検討委員会につきましては，公共施設等総合管理計画の策定

に関する審議を行ってまいりましたが，所掌事務の完了に伴い，廃止するものであります。 

 阿見町地域再生計画策定協議会につきましては，地域再生計画の策定に関する協議を行って

まいりましたが，所掌事務の完了に伴い，廃止するものであります。 

 阿見町荒川本郷地区町有地売却業務事業者審査委員会につきましては，荒川本郷地区町有地

売却業務に係るプロポーザルの参加表明者が提出する企画提案書等に対する審査及び参加者に

係る調査に関すること等を行うため設置するものであります。 

 阿見町スーパー食育スクール事業推進協議委員会につきましては，スーパー食育スクール事
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業の推進に関すること等を行ってまいりましたが，事業終了に伴い，廃止するものであります。 

 議案第50号の阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について申し上げます。 

 スーパー食育スクール事業推進協議委員会委員，地域再生計画策定協議会委員，公共施設等

総合管理計画検討委員会委員，荒川本郷地区町有地売却業務事業者審査委員会委員については，

議案第49号と同様の理由により，附属機関の廃止，設置に伴い，その委員を非常勤特別職とし

て廃止，追加するものであります。 

 議案第51号の阿見町予科練平和記念館条例の一部改正について申し上げます。 

 本案は，予科練平和記念館の観覧料について，主に何度も御来館いただく方の利便性を図る

ことを目的に，１年を単位として観覧料の区分を設けることで，いわゆる年間パスポートを発

行できるようにするため，所要の改正を行うものであります。 

 以上，提案理由を申し上げました。 

○議長（紙井和美君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 なお，本案３件については委員会への付託を予定しておりますので，質疑は簡潔にお願いい

たします。 

 質疑を許します。 

 ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 簡潔にということですので，簡潔に申し上げたいと思います。 

 予科練平和記念館のね，年間パスポート，これについては，かつてずっと要望しておりまし

たので，やっとね，実現になったということで，大変喜んでおります。これによってね，入館

者の数，有料入館者はどうかわかりませんけれども，入館者の数は伸びていくんじゃないかな

というふうに思うんですけれども。 

 そこで，改正後の８条，特別展の関係なんですけれども，1,000円以内だよと，こういう形

で書かれております。通常ですと500円，３回分1,500円で年間何度でも入れると。しかし，特

別展はちょっと別だよと。1,000円以内ということなんですけども，この1,000円以内というこ

とに込められたね，金額っていうのは，どの程度――1,000円以内だから1,000円以内って言わ

れれば，それまでなんだけれども，どの程度をね，予定しているのかなと思うんですけれども，

いかがでございましょうか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） お答えいたします。 

 予科練平和記念館の特別展の金額がですね，1,000円以内ということで，今，海野議員のほ
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うでお話ししていただきましたが，通常の観覧料につきましては，一般の方が500円，それと

子供が300円という設定にしております。特別展というのは，通常の観覧ではなくてですね，

その期間に特別なことを行って，それまでの観覧料とは別の金額をこれまでもいただいて行っ

ておりました。これまで，２回ほど特別展を行ったんですけれども，それが600円でした。特

別展のですね，上限が今は定められていないということで，高額になってしまうと，なかなか

特別展を開くこともできないし，観覧される方も難しいということで，一応上限を定めて，

1,000円以内で特別展を開くということで考えております。そういったことから上限を定めよ

うということで，今回，条例を改正させていただきました。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 県内のね，博物館施設については，無料のところから有料のところまで

いろいろとあるようですけれども，予科練平和記念館が，多分見本というかな，先例として，

鹿児島県南九州市かな，知覧の特攻博物館，それから太刀洗，福岡県筑前町かな，こちらの太

刀洗平和記念館だったかな，それと大和ミュージアム，広島県呉市ですよね。ここを見ると，

大体予科練平和記念館とね，ほぼ同じぐらいの値段かなというふうに思います。 

 ただ，それぞれね，年間パスポートがあったりなかったりと。もちろん，それぞれコンセプ

トは違うんだけれども，友の会という形にして，さまざまな情報発信をして，どこだったかな，

あれは，大和ミュージアムだったかな，2,000円で，特別展も含めてやっているということを

見ると，この1,500円，1,000円というね，料金の設定，もうちょっと丸めるというかね，丸め

て，例えば2,000円にするとか，1,500円で特別展も見せていくとか，ちょっとややこしいなと

いう感じを受けるんですけども。当然，運営協議会かなんかでしっかり議論してね，そういう

結論が出たんでしょうけれども，丸めなかった理由だけ，ちょっと聞かせてください。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） お答えいたします。 

 まず，年間パスポートはですね，先ほども説明がありましたが，何度もですね，この予科練

に御来館していただくための利便性を考慮しました。先ほども言いましたが，通常は500円で

す。この1,500円というのは３回分相当になりますので，３回以上来ていただければ，パスポ

ートの料金のもとがとれるという考えがございます。 

 それと，特別展につきましては，そういったことではなくて，ほかの予科練記念館で持って

いないものについてほかの施設からお借りする，それに対して費用もかかります。そういった

ことを展示するのに対して，やはり余り高額なものだと，その期間は，今度は逆に言えば来館

する方が減ってしまうことも懸念されますので，1,000円以内で展示できるような考え方のも
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とで，この金額を設定させていただきました。なるべく上限が1,000円に近づくことのないよ

うに考えていきたいと思います。 

 そういったことで，とりあえず，パスポートと特別展については，分けて今考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） この年間パスポートね，常設展なので，何回も何回もね，見ないんです

よね。大体どうやって利用するかというと，誰かを御案内するとかね，そういう例がすごく多

くて，私も案内をしてですね，案内する人には買ってもらって，私も買って見ると，そういう

形をとっているんじゃないかなと思うんですよね。それからすると，常設展というかな，年間

パスポートでね，特別展も見ることができたほうがいいんじゃないかなと。これは個人的な感

想ですけれども，そういう気持ち，そういう意見もあったということを，教育長，次長には受

けとめていただいて。 

 これは要望です。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号から議案第51号については，

会議規則第39条第１項の規定により，お手元に配付いたしました議案付託表のとおり，所管常

任委員会に付託することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認め，さよう決定いたします。 

 各常任委員会では，付託案件を審査の上，来る６月20日の本会議において審査の結果を報告

されるようお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    議案第５２号 平成２９年度阿見町一般会計補正予算（第１号） 

    議案第５３号 平成２９年度阿見町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    議案第５４号 平成２９年度阿見町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

    議案第５５号 平成２９年度阿見町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

    議案第５６号 平成２９年度阿見町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    議案第５７号 平成２９年度阿見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
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    議案第５８号 平成２９年度阿見町水道事業会計補正予算（第１号） 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第７，議案第52号，平成29年度阿見町一般会計補正予算

（第１号），議案第53号，平成29年度阿見町国民健康保険特別会計補正予算（第１号），議案

第54号，平成29年度阿見町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号），議案第55号，平成29

年度阿見町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号），議案第56号，平成29年度阿見町介

護保険特別会計補正予算（第１号），議案第57号，平成29年度阿見町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号），議案第58号，平成29年度阿見町水道事業会計補正予算（第１号），以上

７件を一括議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） それでは，議案第52号から議案第58号までの補正予算について提案

理由を申し上げます。 

 議案第52号，一般会計補正予算から申し上げます。 

 本案は，既定の予算額に２億5,265万6,000円を追加し，歳入歳出それぞれ174億8,165万

6,000円とするものであります。 

 ２ページの第１表，歳入歳出予算補正の歳入から申し上げます。 

 第14款使用料及び手数料では，阿見町職員駐車場利用規程に基づき，各施設における職員駐

車場利用料を新規計上。 

 第15款国庫支出金では，指定廃棄物の保管施設整備等に係る指定廃棄物保管委託業務費を新

規計上。 

 第19款繰入金では，財源調整のため財政調整基金繰入金を増額。 

 第21款諸収入では，学びの広場サポートプラン事業及びスクールライフサポーター配置事業

に係る県受託収入を新規計上。雑入で，助成決定を受けたコミュニティー事業助成金及びスポ

ーツ振興くじ助成金を新規計上。 

 次に，３ページからの歳出について，主なものを申し上げます。 

 第１款議会費から第９款教育費まで，人事異動等に伴う職員給与関係経費の補正があるほか，

第２款総務費では，一般管理費で，本年４月から短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保

険の適用が拡大されたことに伴い，臨時職員社会保険料を増額。町民活動推進費で，本郷区の

公会堂備品整備に係るコミュニティー事業補助金を新規計上。 

 第４款衛生費では，清掃費で，原子力発電所事故に伴う指定廃棄物の処理体制が国において

構築されるまでの間，霞クリーンセンター既存倉庫内に仮置きしている指定廃棄物をより安全
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に保管するため，環境省の指定廃棄物保管委託業務費を財源として，保管庫建設に係る工事費

を新規計上。 

 第８款消防費では，非常備消防費で，地権者の土地活用に伴い撤去が必要となった若栗地内

の防火水槽１カ所について，解体工事費を増額するものであります。なお，当該防火水槽につ

いては，既に消火栓により周辺の消防水利が確保されており，撤去による消防活動への影響は

ございません。 

 次に，第９款教育費では，学校管理費で，新設小学校の学級数の確定等に伴い，統廃合とな

る小学校における既存備品との調整を図った上で，新規購入が必要となる机，教材等の備品購

入費を新規計上。教育振興費で，本郷小学校のスクールライフサポーターの配置に係る講師謝

礼，及び朝日，竹来両中学校で実施する学びの広場サポートプラン事業に係る講師謝礼を新規

計上。体育施設費で，平成29年度スポーツ振興くじ助成金の交付内定を受け，総合運動公園テ

ニスコート全面の照明灯改修工事費を新規計上するものであります。 

 次に，議案第53号から第57号までにつきましては，それぞれの特別会計において，主に人事

異動等に伴う職員給与関係経費を補正するもので，議案第53号，国民健康保険特別会計補正予

算につきましては，既定の予算額から568万2,000円を減額，歳入歳出それぞれ61億7,831万

8,000円とするものであります。 

 その主な内容としましては，職員給与関係経費を補正するほか，高齢者医療運営円滑化等補

助金の負担調整措置に伴い前期高齢者納付金を増額するもので，その財源調整のため，前年度

繰越金を増額するものであります。 

 次に，議案第54号，公共下水道事業特別会計補正予算につきましては，既定の予算額から

154万3,000円を減額，歳入歳出それぞれ18億4,945万7,000円とし，その財源調整のため一般会

計繰入金を減額するものであります。 

 次に，議案第55号，農業集落排水事業特別会計補正予算につきましては，既定の予算額に12

万7,000円を減額，歳入歳出それぞれ１億4,187万3,000円とし，その財源調整のため一般会計

繰入金を減額するものであります。 

 次に，議案第56号，介護保険特別会計補正予算につきましては，既定の予算額から445万

1,000円を減額，歳入歳出それぞれ31億4,654万9,000円とし，その財源調整のため，事務費等

一般会計繰入金を減額するものであります。 

 次に，議案第57号，後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては，既定の予算額から

701万9,000円を減額，歳入歳出それぞれ８億3,098万1,000円とし，その財源調整のため，職員

給与費等繰入金を減額するものであります。 

 議案第58号の水道事業会計補正予算について，提案理由を申し上げます。 
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 本案は，水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出について，それぞれ475万

5,000円を減額するものであります。 

 その内容としましては，給料・職員手当・法定福利費の減額，並びに職員駐車場使用料の雑

収益を増額するものであります。 

 以上，提案理由を申し上げました。 

○議長（紙井和美君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。なお，本案７件については委員会への付託を予定しておりますの

で，質疑は簡潔にお願いいたします。 

 質疑を許します。 

 ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 52号ですね。一般会計のほうです。13ページのですね，この総務費の

中の1111交通安全対策事業なんですけども，金額はそんなに多くはないんですけども，この地

域安全対策費の中でのバス借り上げ料，これ，珍しいなと思って。これはどういった形で使わ

れるのかということをお願いします。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） お答えいたします。 

 このバス借り上げ料につきましては，茨城交通安全母の会の連合会の50周年記念というのが，

９月30日に水戸の県民文化センターのほうでございます。それに，当町から40名ほど参加する

予定でございます。 

 町の行政バスのほうがですね，同日に女性消防団の全国操法大会が秋田県のほうでございま

すので，そちらで使用するということなので，急遽バス借り上げということで補正をさせてい

ただいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） わかりました。バッティングしちゃったらしようがないですね。 

 もう１つ，よろしいですかね。 

 同じ一般会計の19ページ，この中で，塵芥処理費の中の1112の霞クリーンセンターの工事請

負費，これは全協の中でいろいろお伺いしたんですけど，今日は石神課長がいないからわかる

かな。 

 ちょっと，全協の中でいろいろ聞いて，話はある程度理解はしたんですけども，この中で，

今回，軽量鉄骨の平屋建てを国の予算でつくるということでなっているわけなんですけども，

この平屋建ての軽量鉄骨の建物なんですけども，言ってしまえば，このとき，全協で私が質問
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したときには，コンクリの形でできないのかって言うと，やっぱり8,000ベクレルを下回って

るからそれはできなくてってことで，この軽量鉄骨になったかと思うんですけども，まず町と

しては，これは何年ぐらいを考えているのか。軽量鉄骨にしてですね，貯蔵期間というのかな。

それが１つと，あと，これの強度というんですか，極端に言えば，台風が来てすっとんじゃい

ましたとか，そんなことはもちろんないとは思うんですけども，そういった強度に関して，コ

ンクリート等とは違うわけなんで，それがどのぐらいの強度まで許容ができるのか。その２点

をお願いします。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） お答えいたします。 

 建設するに当たっては，国の環境省と町の廃棄物対策課のほうで十分調整・協議をしてきた

中で，建物の構造，それから耐久年数につきましては，設計業務の仕様書の中で，国で出して

るんですけども，平成13年国土交通省告示第1641号薄板軽量形鋼造の建築物または建築物の構

造部分の構造方法に関する安全上，必要な技術的基準を定めるなどの件他に準拠した構造方法

ということになっております。 

 今回建設を予定している保管庫につきましては，先ほど議員がおっしゃったとおり，軽量鉄

骨づくりの平屋建てということで，耐用年数については，税務上では減価償却資産の耐用年数

うということでは19年ほどってなってますけども，実際にはそれ以上，耐久性というか，それ

はあるというふうに思っております。 

 構造的なもの，コンクリートと比べては，なかなか強度的にはコンクリートにはかなわない

と思うんですけれども，そういった国との何回かの協議の中で，十分そういったものに耐えら

れるというような構造になっていると聞いておりますので，大丈夫かなというふうには思って

おります。 

 以上です。 

○８番（永井義一君） 期間と台風と。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） 貯蔵期間は，特には今のところ想定はしてませんけど，最終

処分とかそういった形で，国とか県内はほかに阿見町を入れて14市町ありますけど，そういっ

たところともいろいろ連携を深めて，慎重に考えていくしかないと思いますので，特に貯蔵期

間というのは出しておりません。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） 強度。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） 強度について，風とかの対応については，建築基準法の建築

確認をとって建てる建物でありますので，通常の，どのぐらいの強風というのはちょっとわか
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りませんけど，通常の風であれば全然耐えられるものであるというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 先ほど，国のほうの，かなり長い，いろいろなところで19年以上耐久

性があると。実際のところ，国として一括にどこかということは聞いてないとは思うんで，貯

蔵期間としてはまだわからないけども，かなりな長さになるんじゃないかとは思うんですよね。

そういった中で私が心配したのは，老朽化，今，これから建てるのに老朽化って変な話ですけ

ども，査定の中で，通常，台風なんかとか，そういったね，大風が来たときどうなのかなとい

う不安があったんですけども。 

 要は，一般的な家屋の建て方で，大体40年，50年，そのときに，普通，一般的な台風が来て

も倒れないよとか，そういったぐらいの感覚で考えてよろしいんですか。そこだけちょっとお

願いします。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） それでよろしいかと思います。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第52号から議案第58号については，

会議規則第39条第１項の規定により，お手元に配付いたしました議案付託表のとおり，所管常

任委員会に付託することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認め，さよう決定いたします。 

 各常任委員会では付託案件を審査の上，来る６月20日の本会議において審査の結果を報告さ

れるようお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    議案第５９号 阿見町政治倫理審査会委員の委嘱につき同意を求めることについ

て 

    議案第６０号 阿見町政治倫理審査会委員の委嘱につき同意を求めることについ

て 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第８，議案第59号，阿見町政治倫理審査会委員の委嘱につ
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き同意を求めることについて，議案第60号，阿見町政治倫理審査会委員の委嘱につき同意を求

めることについて，以上２件を一括議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） それでは，議案第59号から議案第60号までの阿見町政治倫理審査会

委員の委嘱につき同意を求めることについて提案理由を申し上げます。 

 阿見町政治倫理審査会の委員は，阿見町政治倫理条例第６条第３項の規定により，地方自治

の本旨に理解があり，かつ，政治倫理等の審査に関し専門的知識を有する者，または地方自治

法第18条に定める選挙権を有する町民で公募に応じた者のうちから，議会の同意を得て町長が

委嘱することとなっており，委員の任期は２年となっております。現在，４名の専門的知識を

有する委員が在任しており，公募による委員２名が欠員となっております。 

 村木氏，太刀沢氏は，一般公募の応募者として選考した結果，人格・識見ともにすぐれてお

り，阿見町政治倫理審査会の委員として委嘱いたしたく提案するものであります。 

 以上，提案理由を申し上げました。 

○議長（紙井和美君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 本案２件については，質疑，委員会付託及び討論を省略し，直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認め，さよう決定いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案２件は，原案どおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認めます。よって，議案第59号から議案第60号について

は，原案どおり同意することに決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    議案第６１号 阿見町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

○議長（紙井和美君） 次に，日程第９，議案第61号，阿見町教育委員会委員の任命につき同

意を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 
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○町長（天田富司男君） 議案第61号の阿見町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について提案理由を申し上げます。 

 本案は，欠員となっております教育委員会の委員に，阿見町本郷在住の岡田治美氏を任命い

たしたく，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき議会の同意

を求めるものであります。 

 同氏は，人格・識見ともにすぐれ，また地域住民からの信頼も厚く，生徒の保護者でもある

ことから，委員として最適任であると考えております。 

 以上，提案理由を申し上げました。 

○議長（紙井和美君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 本案については，質疑，委員会付託及び討論を省略し，直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 御異議なしと認め，さよう決定いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案は，原案どおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（紙井和美君） 異議なしと認めます。よって，議案第61号については，原案どおり同

意することに決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    散会の宣告 

 

○議長（紙井和美君） それでは，以上で，本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は，これで散会いたします。御苦労さまでした。 

午前１１時０８分散会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  ２  号 

〔 ６ 月 ７ 日 〕 
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平成２９年第２回阿見町議会定例会 

 

議事日程第２号 

 平成２９年６月７日 午前１０時開議 

 

日程第１ 一般質問 
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一般質問通告事項一覧 

平成２９年第２回定例会 

一般質問１日目（平成２９年６月７日） 

発 言 者 質 問 の 趣 旨 答 弁 者 

１．樋口 達哉 
１．阿見町の，全国瞬時警報システム（以下，「Ｊアラ

ート」という。）への対応（準備）は万全か 

町   長 

 

２．高野 好央 
１．阿見町子ども会育成連合会への行政のサポートは充

分に行われているか 

教 育 長 

３．石引 大介 １．小中学校・普通教室への空調設備設置について 教 育 長 

４．海野  隆 

１．あみ大使の現状と課題について／ネットワークを駆

使した今後の展開を図るべきではないか 

２．広域連携の一層の推進について／体育及び文化施

設，図書館の相互利用を図るべきではないか 

３．生活道路整備基準の緩和ないしは特例を適用し舗装

整備を推進すべきではないか 

４．国民保護計画にもとづく武力攻撃事態等における町

民への情報提供，町民の避難，避難住民等の救援，

武力攻撃災害への対処等について 

町   長 

 

教 育 長 

 

町   長 

 

町   長 

 

 

５．永井 義一 

１．給食センターの外灯や追尾式太陽光発電システムに

おける税金の無駄遣いについて 

２．阿見町の平和行政について 

教育長・町長 

 

町   長 

６．井田 真一 
１．霞ヶ浦浄化について 

２．創業支援制度・企業育成について 

町   長 

町   長 
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午前１０時００分開議 

○議長（紙井和美君） おはようございます。定刻になりましたので，これから本日の会議を

開きます。 

 ただいまの出席議員は18名で，定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。 

 本日の議事については，お手元に配付いたしました日程表によって進めたいと思いますので，

御了承願います。 

 これより議事に入ります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    一般質問 

 

○議長（紙井和美君） 日程第１，一般質問を行います。 

 質問の順序を通告順とし，質問時間を40分といたしますので，御協力のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 なお，議会基本条例第５条第１項第３号の規定により，執行機関には反問権を付与しており

ますので，議員の質問等に対し反問する場合には，挙手の上，反問したい旨を述べた後，議長

の許可を得てから反問してください。 

 初めに，５番樋口達哉君の一般質問を行います。 

 ５番樋口達哉君の質問を許します。登壇願います。 

〔５番樋口達哉君登壇〕 

○５番（樋口達哉君） おはようございます。昨日，九州と山口県が梅雨入りいたしました。

梅雨前線は逐次北上する予報です。本日は，九州・東海・北陸は雨，関東・東北は夜になって

雨が降るでしょうという予報でした。 

 梅雨の時期になりますと，懸念されるのが集中豪雨による土砂災害です。こういった災害が

起きたときに発令されるのが全国瞬時警報システム，Ｊアラートです。Ｊアラートはこういっ

た自然災害だけでなく，国民保護情報等のミサイル攻撃，航空攻撃，ゲリラ攻撃，それからテ

ロ等の情報にも使われます。昨今北朝鮮の弾道ミサイル発射問題が顕在化し，にわかに注目を

集めているシステムでございます。 

 報道等によりますと，北朝鮮の弾道ミサイル発射基地がある東倉里から日本への弾道ミサイ

ルの到達時間はわずか10分程度だそうです。政府は緊急事態発生時Ｊアラートを使って国民に

避難を呼びかける方針ですが，課題も浮かび上がってきております。 

 北朝鮮が弾道ミサイルを発射した場合，米国の早期警戒衛星から防衛省に一報が入り，日本

に飛来するおそれがあれば総務省がＪアラートを発信します。人工衛星を経由し各自治体の受
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信機に送信され，自動起動装置で即座に防災行政無線が流れるようになっています。国民保護

関連の警報音は全国共通のサイレン音で，プルルルルという不気味に響く連続音です。プルル

ルルです。皆さんは聞いたことがございますでしょうか。これらの情報は，携帯電話会社にも

伝わり，該当地域にいるスマートフォンに緊急速報のチャイムがなります。 

 Ｊアラートは，約10年前平成19年２月に運用を開始し，平成26年に受信機が整備されました。

平成28年，昨年５月に自動起動装置が全市区町村に整備され，地震や津波などの自然災害のほ

か，平成24年12月と昨年の２月の北朝鮮による弾道ミサイル発射でも作動いたしました。昨年

２月には，北朝鮮の弾道ミサイル発射４分後にはＪアラートが作動し，到達予想地域である沖

縄県の各市町村に発射情報が伝達されました。この際，即時に防災無線が鳴り響き，その７分

後に弾道ミサイルが沖縄県上空を通過したそうです。 

 この２回のミサイル発射では，いずれもＪアラートは正常に作動しましたが，防災無線に対

する認識不足などから，弾道ミサイル発射に気がつかない住民の方もいたそうです。これらの

教訓は，いかに弾道ミサイル情報を周知し，かつ理解し行動するのかが課題だということです。

果たして弾道ミサイルの発射情報が流れたら，阿見町の町民の方々はどうすればいいのでしょ

うか。 

 危機管理に詳しい東京の防災システム研究所山村武彦所長は，Ｊアラートだけでなく国民が

どう行動すべきかという視点も必要で，国や自治体の役割は住民がパニックを起こさないよう

にすることであり，弾道ミサイルを想定した訓練や避難場所の周知を徹底しなければならない

と指摘しています。 

 以上のようなことを踏まえ，阿見町のＪアラートへの対応は万全かという観点で，次の５点

について質問いたします。 

 １，阿見町に影響を及ぼすおそれがある弾道ミサイルへの対応について，その認識は。 

 ２，阿見町におけるＪアラートの設置状況は。 

 ３，Ｊアラートの町民への周知状況は。 

 ４，Ｊアラートに対応する行動の基準は。 

 そして最後に５，阿見町の保有するその他の危機情報等伝達手段は，についてお願いいたし

ます。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君，登壇願

います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） 皆さん，おはようございます。 

 非常に唇の震えがすばらしいなと思いました。何かやってるのかなという。また，やはり樋
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口議員は自衛隊出身者ということで，非常に危機管理の問題に対しては造詣が深いという，そ

ういう思いをしております。私の答弁でどれだけの話ができるかっていうのは，そういう面で

もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは，阿見町の全国瞬時警報システム，Ｊアラートへの対応は万全かについて，お答え

いたします。 

 １点目の，阿見町に影響を及ぼすおそれがある弾道ミサイルへの対応について，その認識は，

についてであります。 

 北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性があると判断された場合，政府

は，Ｊアラートを使用し緊急放送を伝達します。Ｊアラートが使用されると，市町村の防災行

政無線は自動的に起動し，屋外スピーカー等から警報が流れるほか，携帯電話に緊急速報メー

ルが配信され，「ミサイル発射情報。先ほど北朝鮮からミサイルが発射された模様です。続報

が入り次第お知らせします」というような情報が消防庁から発表されます。弾道ミサイルが発

射され，日本に飛来する場合，極めて短時間で着弾する可能性があるため，速やかな避難行動

等正確かつ迅速な情報収集が必要であります。 

 ２点目の，阿見町におけるＪアラートの設置状況は，についてであります。 

 町では平成26年度防災行政無線の整備にあわせ，Ｊアラートの自動起動装置の運用を行い，

Ｊアラートで受信した情報を防災行政無線から瞬時に緊急情報として放送できるようになりま

した。 

 Ｊアラートで配信される情報は，消防庁の全国瞬時警報システム業務規程で定められた25の

情報がありますが，原則防災行政無線等を自動起動させなけれならない情報と，自治体の実情

に応じて自動起動させるかどうか判断してよい情報，自動起動させない情報に区分されており

ます。その中から町では，国民保護情報として，弾道ミサイル情報，航空攻撃情報，ゲリラ・

特殊部隊攻撃情報，大規模テロ情報について，また，緊急地震速報として震度５弱以上の情報

を，さらに気象情報として土砂災害警戒情報，竜巻注意情報，大雨特別警報を自動起動させて

伝達しております。 

 その運用状況については，国民保護情報はいまだ放送の実績はありませんが，気象情報につ

いては，平成27年９月の台風18号の際に，土砂災害警報情報及び大雨特別警報を，Ｊアラート

により放送いたしました。また，昨年度は，竜巻注意情報を計10回放送しております。先日も

また竜巻情報を皆さんにお知らせしたところであります。 

 また３点目の，Ｊアラートの町民への周知状況についてであります。 

 弾道ミサイルの落下時にとるべき避難行動については，政府からの情報を町のホームページ

に掲載するとともに，内閣官房の国民保護ポータルサイトを転載しております。また，平成27
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年10月に全世帯へ配布しております防災ハンドブックにおいて，町の防災情報の広報手段とし

て，防災行政無線から放送するＪアラートの緊急情報をお知らせしているほか，Ｊアラートに

関する消防庁からの情報を，町ホームページに掲載し，関係リーフレットを窓口配布する等，

町民への周知に努めているところであります。 

 ４点目の，Ｊアラートに対応する行動の基準は，についてであります。 

 対処方法につきましては，Ｊアラートから緊急情報が発信された場合，防災行政無線や緊急

速報メールから，サイレン音とともにメッセージが送信されます。その内容は，弾道ミサイル

が発射されたとの情報伝達があった場合，屋外にいるときは近くの頑丈な建物や地下街に避難

してください。その続報で，ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性があるとの情報伝

達があった場合は，屋外いるときは，直ちに頑丈な建物や地下街に避難してください。また，

近くに適当な建物がないときは，物陰に身を隠すか，地面に伏せて頭部を守ってください。屋

内にいるときは，できるだけ窓から離れ，できれば窓のない部屋へ移動してください。その後，

ミサイルが日本の領土・領海に落下したと推定された場合は，落下場所等についての情報が伝

達されます。 

 このように，状況に応じてＪアラートにより情報が伝達されますので，指示に従い落ちつい

て行動してください。 

 ５点目の，阿見町が保有する，その他の危機情報等伝達手段は，についてであります。 

 災害関連情報を，放送局等の多様なメディアに対して迅速かつ効率的に伝達するシステムで

あるＬアラート，総理大臣官邸において対処することになる緊急事態に対し，地方公共団体等

と緊急性を有する情報連絡を円滑に行うための一斉同報システムである緊急情報ネットワーク

システムのエムネット，そのほか町ホームページあみメール，防災行政無線等，さまざまに準

備をしておりますが，今後も，停電時でも対応できるように１つの伝達手段に頼ることなく，

あらゆる媒体において二重，三重にカバーできるよう体制を整えてまいります。 

 いずれにしましても，緊急時に情報が迅速かつ確実に伝達されることが大変重要となります

ので，町民の安心・安全を確保するために，いかなる事態にも瞬時に対応することができるよ

う，万全を期してまいりたいと考えております。 

○議長（紙井和美君） ５番樋口達哉君。 

○５番（樋口達哉君） １点目の答弁で，弾道ミサイルが発射され日本に飛来する場合，極め

て短時間で到達するという御認識を示されましたが，具体的には何分ぐらいで到達するのかと

考えておられますでしょうか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 
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 内閣官房の国民保護ポータルサイトに掲載されている，北朝鮮から発射された弾道ミサイル

が日本に飛来する可能性がある場合におけるＪアラートによる情報伝達に関するＱ＆Ａにより

ますと，弾道ミサイルの種類や発射の方法，発射場所等により，日本へ飛来するまでの時間は

異なりますが，例えば平成28年２月７日北朝鮮西岸の東倉里付近から発射された弾道ミサイル

は，約10分後に発射場所から約1,600メートル離れた沖縄県先島諸島上空を通過しております。

済いません，1,600キロメートルでございます。済みません，失礼しました。1,600キロメート

ル離れた沖縄県先島諸島上空を通過しております。先島諸島といいますと，宮古島とか石垣島，

西表島があるあたりでございます。 

 また，新聞報道によりますと，弾道ミサイル発射４分後にＪアラートが作動し，沖縄県の各

市町村に発射情報が伝達され，即時に防災無線が鳴り，その７分後にミサイルが沖縄県上空を

通過したとされております。 

 これらのことから，ミサイル発射から10分程度で着弾する可能性があり，Ｊアラートによる

情報伝達後，避難行動等の時間は５分程度しかないと捉えております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番樋口達哉君。 

○５番（樋口達哉君） はい。さて，このような状況で，我々は被害を極限する対応をとらな

ければなりません。そのためには，ミサイル発射情報を正確に伝達し，先ほど答弁にありまし

た数分間という限られた時間で避難し，強い衝撃や熱線等に備えることが重要と考えます。 

 ２点目の御答弁にありましたＪアラートの設置状況，特にその機能の維持と発給は町民の生

死にかかわる重要な役割を担っております。しかしながら，沖縄県の教訓に見られるように，

警報の聞き逃しや無関心があると町民の安全が確保できません。 

 そこで警報の周知方法として，どのようなことに着意されておりますでしょうか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 幸い，これまでに国民保護に関する警報等の受信や放送実績はございません。しかし，北朝

鮮情勢が緊迫している今般，緊急自体がいつどこでどのように発生するのかを事前に予測する

ことは極めて困難でございます。こうした事態が万が一発生した場合に備え，情報伝達の方法

や状況に応じた退避方法等について，町民へ周知徹底を図ってまいります。 

 町長の答弁にもありましたように，現在町ホームページへ弾道ミサイルが落下する可能性が

ある場合の情報伝達や行動等について掲載し，そこから内閣官房の国民保護ポータルサイトを

閲覧し，警報等の視聴もできるようにしておりますので，引き続き町民の理解を深めるよう努

めてまいります。 
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 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番樋口達哉君。 

○５番（樋口達哉君） ４点目の，Ｊアラートに対応する行動の基準の中で，１，警報が発令

された場合，屋外にいる場合は直ちに頑丈な建物や地下街に避難する。２，近くに適当な建物

がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る。３，屋内にいる場合はできるだけ窓

から離れ，できれば窓のない部屋に移動するとあります。 

 しかしながら，行動基準の中にある迅速な避難や地面に伏せて頭部を守るというような，非

日常的な行動をいかに確実に行うのかというのが大きな課題であると考えております。御承知

のとおり，阿見町及び隣接する土浦市には防衛省陸上自衛隊武器学校，関東補給処，航空学校

霞ヶ浦校など各駐屯部隊及び航空自衛隊の中部航空方面隊，第１高射隊，第３高射隊があり，

日夜激しい訓練に励み有事に備えております。 

 ちなみに，霞ヶ浦駐屯地に分屯とする航空自衛隊の第３高射隊は，入間基地に所在する第１

高射群というのは親部隊で，その隷下に所属し，そのほかに第１高射群の隷下部隊，子部隊と

して第１高射隊，これは千葉県の習志野，第２高射隊が神奈川県の武山，第４高射隊が埼玉県

の入間，に霞ヶ浦と同じように計４個，高射隊配属されております。これらの部隊には，弾道

ミサイルが迎撃可能なペトリオットＰＡＣ－３，これは射程20キロございますが，これを30数

基程度保有し，首都圏の防空を担当しております。 

 さて，話をもとに戻しますが，阿見町には自衛隊関係施設が多くあることから，退職自衛官

が多く前記の非日常的な特殊な訓練を積んだベテランが多数おります。その中で，公益社団法

人隊友会という組織は，各地区に存在し連携して地域のために活動しております。それらの

方々に地域のリーダーになっていただき，いざというとき，これに備えるのも一案であると考

えております。 

 そこで，防災はもとより国民保護活動などにおいて自衛隊や隊友会と協定を結ぶ計画はござ

いますでしょうか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 隊友会は元自衛官が会員であるんで，災害とか防災に関することを熟知されており，非常に

頼もしい存在だと認識してございます。実際隊友会における活動の１つとして，防災支援活動

や国民保護活動支援等を実施されているようですので，町といたしましても今後災害指導に支

援協力を得られるよう自衛隊及び隊友会との協働を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 
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○議長（紙井和美君） ５番樋口達哉君。 

○５番（樋口達哉君） せっかちなようで恐縮ですが，いつごろまでに協定を結ぶ予定でしょ

うか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 相手がいることですので，現時点で具体的に申し上げることはできませんけれども，今後調

整をさせていただきまして，できる限り早期にまとめていければというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番樋口達哉君。 

○５番（樋口達哉君） 本件につきましては，待ったなしの状況にあると考えております。ぜ

ひ１日も早い協定の締結に努めていただきたいと要望いたします。 

 ５点目の，阿見町が保有するその他の危機情報等伝達手段は，の答弁にございましたＬアラ

ート，Ｍネットについて，阿見町の使用実績と問題点等がありましたら御説明お願いいたしま

す。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 Ｌアラートは，自治体等がですね，発信する避難勧告等の災害関連情報をテレビ，ラジオ，

インターネット等の多様なメディアを通じて，住民へ迅速かつ効率的に情報伝達することを目

的とした共通基盤で，茨城県では平成26年８月より運用が開始されております。使用実績につ

きましては，平成26年10月に台風18号接近に伴う大雨による土砂災害警戒区域に居住する町民

への避難勧告の発令，及び避難所開設について。さらに，その１週間後に発生した台風19号接

近時にも，土砂災害警戒区域に居住する町民への避難準備情報の発令及び避難所開設について，

Ｌアラートにより報道機関へ情報提供を行っております。 

 また，平成27年９月の台風18号接近時には，阿見町にも大雨特別警報が発令され，Ｊアラー

トにより防災行政無線で放送されましたが，このときにも土砂災害警戒区域に居住する町民へ

の避難勧告の発令及び避難所開設について，Ｌアラートにより報道機関へ情報提供を行ってお

ります。 

 Ｍネットにつきましては，町長の答弁にもありましたように，官邸から関係機関に弾道ミサ

イル等の国民保護にかかわる緊急情報を迅速に伝達するための一斉放送システムであります。

幸いにもこれまで使用実績はありませんが，緊急時に備えて受信体制を確保するため，毎月導

通試験が実施されております。 

 両システムについて，今のところ特に問題等はございませんが，緊急時に迅速に対応できる



－42－ 

よう定期的に機器の点検を実施するとともに，担当者の操作取り扱い等の習熟向上に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番樋口達哉君。 

○５番（樋口達哉君） 有事には正確な情報の速達が極めて重要です。我々は現在未曽有の緊

急状態に直面してるとの認識から，阿見町の町民保護の準備状況について確認させていただき

ました。 

 皆さんも御存じのとおり，阿見町は予科練の町です。予科練平和記念館の設立趣旨にもある

とおり，予科練の町として歴史を歩んできた阿見町は，我が国の近代市の中でも特別な時代を

過ごし，日本が経験してきた戦争と平和を考える上で忘れることのできない多くの事柄をその

風土と歴史の中に刻み込まれています。このような歴史を持つ阿見町は先人たちの残してくれ

た教訓を道しるべに，沈着冷静に対応していく必要があると考えております。 

 今からでも遅くはありません。北朝鮮のミサイル問題に限らず災害等の有事に際し，恐れず

侮らず淡々と的確に準備し対応してこそ，予科練の町としての教訓が活きてくるものと信じて

おります。 

 なお一層の町民保護体制の充実を要望いたしまして，質問を終わらせていただきます。 

 なお最後に，先日ドローンで前篠原部長をお送りし，Ｊアラートで新部長の大塚部長をお迎

えできて非常に光栄であります。ありがとうございました。 

○議長（紙井和美君） これで，５番樋口達哉君の質問を終わります。 

 次に，４番高野好央君の一般質問を行います。 

 ４番高野好央君の質問を許します。登壇願います。 

〔４番高野好央君登壇〕 

○４番（高野好央君） おはようございます。 

 質問の前に，少し子ども会について説明をさせていただきたいと思います。 

 現代の子供たちからは失われた３つの間――あいだという字ですね，３つの間があると言わ

れています。時間・空間・仲間。まず時間。これは習い事，塾に費やす時間が増え，自分で自

由に使える時間が少なくなってます。次に空間。自由に遊べる空き地・広場が減りました。そ

して仲間。学校での横のつながりはありますが，異年齢でみんな一緒に遊ぶ姿を見なくなりま

した。この失われた３つの間を埋めるために子ども会育成会があります。 

 それでは，この子ども会とはどういったものかといいますと，住んでいる地域に１番密着し

ている組織であり，仲間・集団の形成と活動により家庭・学校では与えることができない社会

生活の基本を学び，子供の心身成長の発達に不可欠な経験・活動・促進・助長するのが子ども
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会です。 

 そして育成会とは，地域の育成者たちが力を合わせ，子ども会活動の円滑な運営を側面から

援助します。また，単に子供を育てる，育成するというだけの組織ではなく，地域と密接にか

かわり，現在のように人間関係が希薄になっている状況では，親にとっても大変貴重な経験と

意味を持つ活動の場となっております。 

 これら単位子ども会育成会が集まり，単体では解決できない問題，行政や他団体との連絡・

協力など，活動のより一層の充実・振興を図るために阿見町子ども会育成連合会が組織されて

います。 

 阿見町における子ども会育成連合会の現状は，少子化の進展により年々加入数が下がり，本

部役員の高齢化，人数減少による行事の縮小など，たくさんの課題・問題に直面し，組織とし

て変わらなければいけない時期に来ていると思います。面倒だからやめてしまうというのは簡

単ですが，活気ある子ども会，魅力ある阿見町にするためにも，行政のサポートは必要不可欠

だと私は思います。 

 それでは，通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 阿見町子ども会育成連合会への行政のサポートは十分に行われているのか。 

 １つ，阿見町子ども会育成連合会に対する町としての支援，行政の協力をどのようにしてい

こうと考えているのか。 

 ２つ，少子化が進んでいく中で，今後の阿見町子ども会育成連合会の進むべき方向を町とし

てはどのように考えているのか。 

 以上，２点よろしくお願いします。 

○議長（紙井和美君） ただいま質問に対する答弁を求めます。教育長菅谷道生君，登壇願い

ます。 

〔教育長菅谷道生君登壇〕 

○教育長（菅谷道生君） 高野議員の１点目，阿見町子ども会育成連合会に対する町としての

支援・行政の協力についてお答えします。 

 阿見町子ども会育成連合会――略称・町子連は，地域の育成者が力を合わせ，子ども会活動

を援助するための組織です。町では，活動の意義を認め，補助金を交付しております。 

 町子連が行う奉仕作業やレクリエーション活動あるいはスポーツ大会事業において，学校施

設や社会施設を利用する際には，社会貢献組織として認め，使用料を無料にするなど活動を支

援しております。 

 また，町子連の事務局は，生涯学習課となっており，事業の調整や運営のサポートを行って

おります。町子連の活動内容については，町のホームページに掲載をし，周知を図っておりま
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す。なお，今後も引き続き，現行の支援を継続していきたいと思います。 

 ２点目の，町として町子連の進むべき方向についてどう考えるかについてですが，少子化・

社会構造の変化・生活様式の多様化等により，子ども会事業が縮小傾向にあります。また，保

護者や役員の負担も大きく，事業継続には多くの課題があると認識しております。 

 子ども会活動は，子供の自主性を重んじ，異なる学年の子供や地域の大人と触れ合うことが

できる社会活動であることから，中学生や高校生に積極的に参加してもらうことや，さらに幅

広い年齢層のある活動支援が望まれます。 

 以上，お答えいたします。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） それでは，再質問のほうさせていただきます。 

 過去５年間の子ども会会員数はどうなっているんでしょうか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 子ども会の会員数についてですが，こちらについては全国子ども会共済会加入者数が同数と

見られますので，この数について説明させていただきます。あわせて全児童数に対する加入率

も，あわせて説明させていただきます。24年度が加入数が2,520人，加入率が97.8％，25年度

が2,509人，97.1％，26年度が2,489人で98.1％，27年度が2,455人で97.3％，28年度が2,503人

で97.8％と，このような状況になっております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） 町子連の事務局が生涯学習課にありますので，町子連役員の方と職員

とはスムーズな連携・協力はできているのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） それでは，事務のことになりますので，私の

ほうからお答えさしていただきます。 

 事務局の生涯学習課なんですけど，青少年係が１名おりまして，町子連の事務を兼務してお

ります。事務局としまして，また教育委員会としましても，子供たちのことを考え，地域社会

のかかわり方を踏まえながら，保護者が町子連に対して理解していただけるように考えながら

活動支援をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） 少子化，役員の負担など，さまざまな問題により，ここ何年かは子ど
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も会事業が縮小傾向にあります。町子連の方は，現在相当な危機感を持って頑張っています。

片方だけが頑張っても空回りしてしまいますので，先ほど役員の方とはいい関係だとおっしゃ

っていましたが，行政のほうもこのままでは先細りだという危機感は持っているのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） 状況としましては，保護者の多様化と，あと

役員のなり手がいなくて難しいということを聞いてございます。それから球技大会の参加も少

なくなってる現状がございます。町としましても町子連とともに危機感を認識しているとこで

ございます。詳しい内容については，子供が球技大会とか活動したいと言っても親が大変だか

らとか，あとは当番とか会議があるから忙しいとかいうことで，子供の意思に反してストップ

をかける傾向もちょっとあるということは実際の話を聞いてございます。 

 危機感っていう中ではそういった打開策になるのか，そういった対応になるのかということ

も考えまして，今年度，町子連の４月の総会時には，役員と行政側なんですけど，一体になり

まして講演を聞きました。その講演っていうのは，講師に小倉さんっていう方を呼びまして，

地域の課題とか子供の貧困問題について体験を交えまして，難しい問題を問題解決に向けてわ

かりやすく家庭教育っていう枠の中で交えた講演にしました。講演の中では，自分の子供のこ

との相談が多かったようですが，先ほど高野議員からありました地域社会の問題として大きく

捉えた方もいました。 

 このようなことから，直面してる危機管理の１つの策としまして，多くの役員の方に集まる

機会を設けて何かを感じたということも言えると思います。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） お互いに危機感を持って，情報の共有というのが非常に大事だと思い

ます。もっと密な関係になっていただいてですね，いい方向に進んでいただければと思います。 

 それでは次ですが，子ども会とＰＴＡ，子供も保護者もメンバーが全く一緒です。しかし，

今まで全く別の組織として活動してきました。今はなかなか単体で組織の強化というのは難し

いと思いますので，メンバーが一緒なのであれば，ＰＴＡとの横のつながりを強化してはどう

でしょうか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） はい，お答えします。 

 先ほど教育長のほうの答弁もありましたように，幅広い年齢層というところでは縦の話です

けど，横の話で言いますと，今高野議員のお話ありましたように，ＰＴＡ連絡協議会というこ

とで，組織同士が交流を深めて保護者のつながりを持つというのは非常に強化できる１つの策
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だと思いますんで，そういったことで進めていきたいということで，ＰＴＡの中の連絡協議会

とちょっと話し合っていきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） 阿見町の子ども会の対象年齢は，何歳から何歳まででしょうか。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 阿見町の子ども会育成連合会の会則におきましては，対象年齢の記載はございません。が，

全国子ども会育成連合会では子ども会の構成員につきまして，就学前３年の幼児から高校３年

生年齢相当までとすることについて定められております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） 子ども会の定義では，就学前３年なので年少から高校３年相当となっ

てるようですが，阿見町ではほとんどの子供たちが小学校卒業で終わりになっていて，卒業す

ると子ども会とは全くかかわらなくなってしまいます。答弁の中で，中学生や高校生に積極的

に参加してもらうとありましたが，これはほかの市町村で取り入れているジュニア・リーダー

のことでよろしいのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 現時点におきましては，ジュニア・リーダーとしての活動を期待するものではございません。

が，中学生などが町子連の行事に携わってもらうことで，町子連がどのような活動をしている

のかを知ってもらえるかと思っております。そういったことを通じて，行く行くはジュニア・

リーダーとしての役割を担ってもらいたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） ほとんどの方がですね，ジュニア・リーダーというものを知らないと

思いますので，どのような活動をするのか，詳しく説明のほうお願いしたいと思います。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 このジュニア・リーダーについてですが，先ほども説明しました全国子ども会では，ジュニ

ア・リーダーにつきまして次のように説明しております。 

 ジュニア・リーダーは，子供たちへの指導・助言の内容，子ども会活動の中で担う責任の範
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囲，状況を判断する力量などから見て，中学生・高校生・同年齢相当なものをいい，単位子ど

も会に所属して，最低でも班に１名いることが望まれているということでございます。ジュニ

ア・リーダーは，ほかの指導者や育成者の補助的機能を果たすものではなく，独自の指導的役

割を持って子ども会活動を導くものですと記されています。 

 その具体的なものにつきましては，１，仲間作りのよき理解者としてその推進に当たるとと

もに自らの成長を図ること。２として，班活動の具体的，実践的な指導に当たり，会員の積極

的参加を促進すること。３として，集団指導者の指導のもとに，会長・班長など役員の活動を

援助することとなっています。 

 なお，ジュニア・リーダーは，その役割を全うするため，子ども会とは，プログラム，ジュ

ニア・リーダーの役割などの理論，あと指導・援助のあり方，プログラムの立て方，会議のも

ち方などの方法，そしてスポーツ・レクリエーション，ハイキング，キャンプ，安全教育など

の実技を履修するとともに，実際活動を通じて常に自らを高めなければなりませんと定められ

ております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） このジュニア・リーダーをこの先育成していくに当たり，今現在中高

生――中学生高校生に対して勧誘や募集などは行っていますか。 

○議長（紙井和美君） 生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） お答えします。 

 現時点ではジュニア・リーダーとしての募集は行っておりませんが，今やってることなんで

すが，町子連の各地区の地区長さんに依頼しまして，安全共済会費を町子連で負担することに

しまして，各地区の中学生ボランティアとして募集を行ってるとこでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） 今のところ募集はしてないということなんですが，それでは今おっし

ゃった中学生ボランティアというのはですね，現在何名ほど在籍してるんでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） お答えします。 

 町子連の関係の中学生ボランティア，これ今までやってきたんですけど，例年11月なんです

けどバドミントン大会がございまして，準備から審判なんかを大会運営について各中学校のバ

ドミントン部の部員さんにお願いしまして，ボランティアとしてサポートいただいてるとこで

ございます。昨年なんですけど，実際のところそのボランティアの数が３中学校で62名となっ



－48－ 

てございます。 

 また，そのほかに中学生ボランティア，町子連とは別に，例えば行政区の祭り――太鼓をた

たくとかおみこしを動かすとかそういうとこを指導する，子供たちに教えるとか，そういった

行政区の中の安全共催会に加入してる中学生については，今の29年度なんですけど，現時点で

25名ということで数字は把握してございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） 阿見町の近隣市町村で，このジュニア・リーダーを育成しているとこ

ろというのはありますか。 

○議長（紙井和美君） 生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） お答えします。 

 ここ県南の近隣市町村ではありませんが，県内の取り組みとしましては日立市におきまして

中学生が主体となる中学生リーダー会として組織してございます。主な活動内容については，

３つほど何かホームページに出てたんですけど，スポーツ教室それとクリスマス会，それとキ

ャンプということでレクリエーション関係になりまして，講師及びそのリーダーは補助員を務

めることになります。ボランティアとして構成人数は15名ほどということになっているようで

ございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） 役員の高齢化，なり手の減少が進めば進むほどジュニア・リーダーの

役割・存在が非常に重要になってくるかと思います。募集するにも，やはりただボランティア

ではなかなか集まらないと思うのですが，中学生高校生も一緒に楽しめるような活動があれば

いいと思うんですが，この先何か具体的に考えてることというのはあるのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） お答えします。 

 中高生が楽しめるような活動につきましては，日立市の例でいきますと中学リーダー会の活

動内容を参考にしたいとは考えてございますが，町子連の役員さんともいろいろ話し合って決

めていきたいという考えはございます。ただ，一方的にこちら，行政側でもう大人が決めて，

本当に楽しめるかどうかという点もございますので，活動を実践する内容つきましては，中高

生からの意見を伺いながら，それで検討していけなくちゃなんないと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 
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○４番（高野好央君） 町子連のホームページを見ると活動報告しか載ってないんですけど，

ホームページのほう，もう少し中身を変えるつもりというのはあるのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 生涯学習課長松本道雄君。 

○生涯学習課長兼中央公民館長（松本道雄君） お答えします。 

 今の町子連のホームページにつきましては，事務局であります生涯学習課の職員が運営のほ

う，動かしてるとこなんでございますけど，ホームページの内容や情報についての変更，リア

ルに変更できるような形にしまして，これから町子連の役員さんと相談の上，順次進めていき

たいとは思ってございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） ホームページのほうはですね，ぜひとも中身を改善していただきたい

と思います。 

 それでは最後にですね，教育長に一言いただきたいのですが，阿見町生涯学習推進計画の重

点プロジェクトにも子ども会育成連合会の支援が入っています。これからの町子連に対する期

待だったりとか，町子連の今後に対する教育長のお考えをですね，少しお願いしたいと思いま

す。 

○議長（紙井和美君） 教育長菅谷道生君。 

○教育長（菅谷道生君） はい，お答えします。 

 先ほど議員のお話の中にもありましたが，異年齢集団で遊ぶ機会が減ってる，間というお話

ありましたが，それが昔は子供社会の中で自然に行われていた。それが失われてきたというこ

とで，学校教育活動の中でも異年齢集団を意図的・計画的に設置して，一緒に掃除をするとか，

業間に一緒に遊ぶとか，そういうことに取り組んでおります。学校教育の中では，御存じのよ

うに英語が入ってきたり，いろんな活動が入ってきて，時間的な制限があります。そういう部

分を補っていただく意味でも，その異年齢という観点からも，町子育連とそういう組織での子

供の育成というのは感謝しております。 

 ただ先ほどからありますように，各団体とも急激な社会の変化に伴うさまざまな課題を抱え

ているというのは理解できました。また，その解決策を単体の組織だけでは見い出せない。そ

のまま従来のスタンスで現在も活動されてる傾向にあるように感じました。そのような中にあ

っては，関連の各団体の交流ですね，交流を深めること，あるいは自主的な連携を図る機会を

持つことが，その課題解決の糸口を見い出すことにつながるんではないかと考えます。特に少

子化問題から発生する課題，それから先ほどありましたように，役員に関する課題等は喫緊の

課題かなと捉えております。 
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 今回，高野議員の一般質問を受けて，教育行政として教育委員会，特に担当部局となる生涯

学習課も各団体の役員と一緒に課題解決の方向性を見い出していきたいと考えております。 

 また，議員も御承知のとおり今回の学習指導要領では，よりよい学校教育を通じてよりよい

社会をつくるという目標を，学校と社会が共有し連携・協働しながら新しい時代に求められる

資質能力を子供たちに育む，社会に開かれた教育課程を実現するということを目指しておりま

す。子供や学校の抱える課題の解決，未来を担う子供たちの豊かな成長のためには，社会総が

かりでの教育の実現が不可欠かと考えます。 

 そういう意味で，本町では，昨年度から町内の11校の校長には，今年度の茨城教育月間――

11月中に保護者のみならず，地域の方々に向けた学校経営のグランドデザインをプレゼンする

よう指示をしました。学校の取り組みや成果を地域に発信すること，そしてその中で正直に学

校の困り感，こういう力をかりたい，こういう力添えをいただきたい，そういうことも発信し

て，そのような過程を通して，今文部科学省が進めているコミュニティ・スクール――学校運

営協議会制度を，阿見町にも導入していくという方向で考えております。 

 今努力義務なんですが，努力義務ってのはやってもやらなくてもいいっていうことではなく

て，やることを前提に努力していくということに捉えておりますので，学校と地域住民，保護

者が力を合わせて学校運営に取り組むことが可能となる。従来は地域に開かれた学校という表

現をしてましたが，今度は地域とともにある学校に転換していくための仕組みづくりの基盤を

つくっていきたいと考えております。 

 このような観点からも，今回高野議員の質問の内容については，今後の児童生徒の健全育成

に向けて，関係ある各団体との連携を深めていく，その仲立ちに教育委員会が深く大きくかか

わっていく必要性を強く感じました。 

 発言の機会をいただきましてありがとうございます。感謝申し上げます。 

○議長（紙井和美君） ５番高野好央君。 

○４番（高野好央君） はい，ありがとうございます。 

 町子連としてではですね，生涯学習推進計画の支援の中のいろいろ補助金とかですね，そう

いうのも大事なんですが，行政とのあと一歩踏み込んだ協力という形でですね，いい方向に進

んでいただいて，子供たちが元気な活気のある阿見町を目指していただきたいと思います。 

 以上で，私の一般質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（紙井和美君） これで４番高野好央君の質問を終わります。 

 それでは，ここで暫時休憩といたします。会議の再開は午前11時５分からといたします。 

午前１０時５５分休憩 

―――――――――――――― 
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午前１１時０５分再開 

○議長（紙井和美君） ここで議長から申し上げます。 

 先ほど高野議員の議席番号を５番と申し上げましたけれども，４番の間違いですのでお詫び

申し上げて訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 

 それでは，休憩前に引き続き，会議を再開いたします。 

 次に，２番石引大介君の一般質問を行います。 

 ２番石引大介君の質問を許します。登壇願います。 

〔２番石引大介君登壇〕 

○２番（石引大介君） 皆さん，改めましておはようございます。一般質問１日目，３番目に

質問に立たせていただきます。石引です。よろしくお願いいたします。 

 ６月に入り衣替えが行われ，学生さんたちの制服も夏服へとかわり，初夏を感じる今日この

ごろでございます。時折吹く風が心地よく，ついうとうとしてしまいがちな季節ではございま

すが，今回も一生懸命元気いっぱいに頑張りたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，早速通告に従い，質問に移らせていただきます。 

 今回は，小中学校普通教室への空調設備設置についてです。 

 昨今の大きな気候変化は，世界各地で大雨や大干ばつなどを引き起こしています。気象庁の

データによると，日本の平均気温は1898年以降では100年当たりおよそ1.1度の割合で上昇して

おり，特に1990年代以降は高温となる都市が頻繁になっているとのことです。また，1931年か

ら2010年に全国の15地点で調査した結果，最近30年間の最高気温35度以上，つまり猛暑日の年

間日数が最初の30年間の何と1.7倍に上っていることがわかったそうです。 

 このように，年々暑い日が増えている中，阿見町は子供たちの学習環境改善にどう取り組ん

でいるのでしょうか。文部科学省では，学校環境衛生基準において最も学習に望ましいのは夏

季で25度から28度としていることを考えれば，小中学校への空調設備設置は大変重要であると

考えます。 

 平成24年９月第３回定例会の一般質問で，私の恩師でもあります大先輩である浅野前議員が，

空調設備の重要性と生徒の立場から，また先生の立場から訴えられております。また，平成25

年６月第２回定例会の一般質問においては，同じく大先輩の難波議員から熱中症の危険性など

から空調設備の設置，ミストシャワーの設置など重要性を訴えられております。 

 そこで阿見町の小中学校普通教室への空調設備設置について，次の３点をお伺いします。 

 １，空調設備設置状況はどうなっているのか。 

 ２，今後の導入計画はどう考えているか。 

 ３，空調設備が導入されていない学校での対応はどうなっているのか。 
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 以上，よろしくお願いいたします。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育長菅谷道生君，登壇願

います。 

〔教育長菅谷道生君登壇〕 

○教育長（菅谷道生君） 小中学校・普通教室への空調設備設置についてお答えします。 

 １点目の空調設備設置状況ですが，町内の小中学校では，舟島小学校で平成10年度の校舎改

修時に整備したほか，平成27年度朝日中学，28年度に本郷小学校で整備を行っております。今

年度は阿見小学校と阿見中学校でそれぞれ整備を進めております。 

 ２点目の今後の導入計画ですが，昨今の地球温暖化の影響による気温上昇や家庭生活におい

てもふだんから使用している状況や，夏休み中の学びの広場などで登校するといった状況から

も，熱中症の危険性が考えられること，また，公平性の観点や空調設備の有用性から，整備を

できるだけ早期に実現したいと考えております。しかしながら現状では財政的に困難であるこ

とから，これまでと同様，計画的な整備を進めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の空調設備が導入されていない学校の対応ですが，各教室で扇風機を使用しておりま

す。熱中症対策としましては，学級担任や授業者は教室内の温度の確認をして，児童生徒の健

康状態について常に観察しており，異常が認められる場合には，危険等発生時対処マニュアル

等により，養護教諭と連携をしながら，速やかに対応できるようにしております。さらに，小

まめな水分補給の指導や，掲示板等により情報提供を行い，注意喚起をしております。今後も

このような対応をしてまいります。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） 御答弁ありがとうございました。 

 空調設備の設置状況，今後の導入計画，導入されていない学校での対応，お伺いしましたの

で，何点か再質問させていただきたいと思います。 

 まず御答弁の中に，今年度に整備を進めてる阿見小学校と阿見中学校があると思いますが，

こちら具体的にいつごろから利用可能，もしくは予定をされていらっしゃいますか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 阿見小学校につきましては，これから発注予定しております。そういった関係からですね，

年末12月ごろには暖房の使用は可能かと考えておるところでございます。で，阿見中学校につ

きましは既に工事を行っておりまして，早ければ来月７月からですね，冷房が使えるのではな

いかと今思っております。 
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 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） 阿見中学校が７月から冷房が使えるということで，今暑い中で勉強を

されてる生徒さんたちが，少しでも涼しい環境で勉強できるということは，本当に好ましいこ

とだと思いますので，ぜひ実施のほうを早めていただくというのは難しいとは思うんですけど

も，何とか間に合わせるように努力のほうをお願いしたいと思います。 

 今，阿見小学校と阿見中学校のほう，導入ですね，しているということなんですが，この２

校を導入したと仮定をすると，阿見町の小中学校における空調設備の設置率というのはどうい

うふうになりますか。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 先ほどの答弁にもございましたが，町内の小中学校は小学校８校，中学校３校の計11校ござ

います。で，設置済みがですね，先ほど言いましたが，舟島小学校・本郷小学校・朝日中の３

校で，今年，今年度阿見小学校と阿見中学校をやるっていうことで５校になります。それを単

純に割り返しますと，阿見町の設置率は約45％っていうことになります。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） 全校で11校，うち５校が空調設備が完了，もしくは完了予定というこ

とで，まあ大体45％。文部科学省ではですね，おおむね３年に１度，空調設備設置状況調査が

行われておりまして，直近ですと平成26年４月１日現在，全国で小中学校普通教室への設置率

は32.8％だそうです。本当に低くて悲しくなる思いはするんですけれども。全国で考えると

32.8％なんですが，逆に関東で見てみますと，東京都は何と99.9％，神奈川県が次いで71.3％，

群馬県が57.6％，埼玉県が48.9％，栃木県42.3％，こっからぐんと下がるんですが千葉県が

24.3％，そして最下位がここ茨城県23.5％となっております。 

 私が申し上げた，今数値を聞いてですね，阿見町は約45％なんですが，私が今申し上げた全

国もしくは関東の数値をお聞きになって，阿見町は設置進んでいると思いますか。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 こちらでもですね，文部科学省で行っております空調設備設置状況調査については認識して

おります。今議員から御紹介がございましたが，関東地方の東京都やほかの県の状況を見ます

と，どちらもですね，茨城県，あと阿見町の設置状況をオーバーしてる都や県が多いと思いま

す。 
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 こういったことから，阿見町におきましても設置について進んでいるとは認識しておりませ

ん。ですが，教育環境の整備を公平にしていくという観点から，当町におきましてもですね，

早期に整備をする必要であるとは認識しております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） 今，私が申し上げた数値をですね，聞いていただきまして，今次長の

ほうからは，阿見町は決して進捗のほうはよくないという認識で，逆にそういった数値よりも

ですね，公平性の観点から早期に導入のほうを進めていくというようなお話だったかと思うん

ですが，同じ質問を，恐縮ですが教育長，今の数値をお聞きになってどうお感じになりますか。 

○議長（紙井和美君） 教育長菅谷道生君。 

○教育長（菅谷道生君） 私も次長同様，進んでるという認識はありません。導入については，

空調設備もそうなんですが，トイレのほうも乾式に変えていくということで，順番があるんで

すが，公平性という観点からは何年間もスパンがあるわけですよね，後から入る学校はその時

代に合ったいいものを入れてると。これが実質的な公平かなと思います。空調についても，こ

れ日々そういうもの進化してますので，そういうところで公平性を保っていくっていう。やる

にはできるだけ早く。ただ財政の問題，これはどうしようもないことなんですが，各家庭でも

そうだと思うんです。冷蔵庫が欲しい，カラーテレビの大きいのが欲しい，洗濯機も壊れたと。

じゃあ購入できるかと。計画を立てて実施しているかと思います。町のほうもそうかと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） ありがとうございました。今ですね，私，次長と教育長の御答弁をお

聞きしまして，ちょっと内心ちょっとほっとしたというか，安心をした気持ちでおります。や

はりこういった場でですね，皆様に問題提起する場合って，やはり多くが数値的な問題で皆さ

んに問題提起って行われると思うんですね。でも，私はこの問題に関しては，数値的な問題よ

りも，やはり公平性の観点というものが１番重要だというふうに，私は考えております。 

 私にも小学校２年生になる娘がいます。残念ながら，まだ空調設備は設置されていない学校

に通ってるんです。阿見町では学区が指定されています。娘は私の子供として生まれてきてし

まったために，エアコンのついていない学校に今通っているんです。「パパ，何で私の学校に

はエアコンがないの，エアコンのある学校に行きたいよ」と言われたら，私は何て答えたらい

いでしょうか。今の阿見町では，こう考えてしまう親は私だけではないのが現状です。 

 教育長と今次長がおっしゃっていただいた今のお気持ちを忘れないで，公平性の観点から可
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能な限り早期に空調設備の設置を進めていただきたいと，強くお願いをしたいと思います。 

 次にですね，３点目の質問なんですが，空調設備が導入されていない学校での対応の中にで

すね，扇風機を使用しているとありましたが，具体的にもしわかればで結構なんですけれども，

各小中学校で１クラス当たり何台設置されていますか。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 扇風機の使用につきましては，各小中学校で学校によってまちまちですが，１台から２台な

いし使用しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） １教室で１台ないし２台。率直にお伺いしますが，足りてると思いま

すか。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 今１教室の児童数は最大40名います。そういう状況で扇風機が１台，２台というのは，率直

に私も足りてると思っておりません。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） 誰が考えても１教室に１台というのは厳しいと思います。例えばここ

に扇風機があったとしますよね。多分教室って，こっから執行部の皆さんがいらっしゃるぐら

いの広さあると思うんです。ここに扇風機があって，例えば後ろのほうの課長さんとか風届く

と思いますか。まあ，届くはずはありませんね。やはり教育長の御答弁の中にも，公平性の観

点や空調設備の有用性から整備をできるだけ早期に実現させたい。しかしながら，現状では財

政的に困難がある。財政的な問題は私も理解はしているつもりです。今すぐに全校に空調をつ

けてくれ。これは，現実的ではないと思います。ただ，今年の夏も暑い中で過ごさなければい

けない子供たちがいるのが現実なんです。 

 これ，ちょっと短いんですがもう最後の質問なんです。かつ，これ私は現実的に可能だと思

うんでお聞きします。空調設備が導入された学校で使用していた扇風機，これを導入されてい

ない学校へ回して，各教室１台ではなく２台もしくは３台など増設する取り組みはできません

か。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 
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 平成28年度に本郷小学校はエアコンを設置しました。で，本郷小学校でですね，使っていま

した扇風機が40台ほどございます。これは現在未使用の状況になっておりますので，これをエ

アコンの設置されていない学校で使用するようにしたいと今考えてるところです。議員からの

御提案もございましたので，早速ですね，手配をさしていただきたいと思ってるところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） 次長，ありがとうございます。本当にすばらしい御答弁いただいたこ

とに感謝を申し上げたいと思います。 

 念のため確認なんですが，空調設備が設置されていない学校に扇風機は増設してもらえるん

ですよね。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えします。 

 今の昨年度工事を行いました本郷小学校の話をしましたが，今年度も阿見小学校・阿見中学

校で工事をさしていただいてるところでございます。そういった小学校にも扇風機が配置され

てますので，そちらについてもこのエアコンの整備が終わった後にですね，ほかの学校にそち

らのものをまた回して増設していくという考えでございます。よろしくお願いします。 

○議長（紙井和美君） ２番石引大介君。 

○２番（石引大介君） ありがとうございます。 

 ぜひともですね，早急に御対応いただければと思いますので，重ねてお願いを申し上げます。 

 気温25度以上は夏日，30度以上は真夏日，35度以上は猛暑日です。今年は５月にもかかわら

ず夏日が12日間，真夏日が３日間もありました。気象庁の見込みでは，今年の夏は例年よりも

全国的に気温は高目だそうです。阿見町の未来を担う子供たちが，健康で快適に学校生活を送

れる環境づくり，各学校への空調設備の設置を１日でも早く，早期に実現をしていただけます

よう心よりお願いを申し上げて，私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（紙井和美君） これで，２番石引大介君の質問を終わります。 

 次に，９番海野隆君の一般質問を行います。 

 ９番海野隆君の質問を許します。登壇願います。 

〔９番海野隆君登壇〕 

○９番（海野隆君） 海野隆でございます。 

 昨日から少し風邪を引きましてですね，ちょっと声の調子が悪くて聞きづらいかもしれませ

んけども，よろしくお願いします。 
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 フレッシュなね，新人議員が３名，いろんな観点から町政の課題について質問されていたと。

私たち……。まあ私はベテランでは余りありませんけれども，何回かね，議員を経験してる者

にとってはちょっとフレッシュな新しい視点かなというふうに思いました。 

 引き続いて，一般質問を行っていきたいと思います。 

 この阿見町にとってですね，６月という月はですね，特別な月になります。特にですね，平

和への思いを強くする月ということになります。敗戦の年，1945年６月の10日にですね，阿見

町は大空襲を受けまして300名の死者を出すということで，６月は祈りと鎮魂，そして平和へ

の思いをですね，新たにする月だというふうに思います。この記憶というのはですね，いまだ

皆さんの心に残っております。予科練平和記念館，これの映像を見ていますとですね，そのと

きの様子をまるで昨日あったかのようにありありと証言をしております。 

 先ほどね，同僚議員から，私も同じ質問をしますけれども，北朝鮮をめぐってですね，日本

周辺のですね，状況が非常に厳しいと。こういうお話がありました。私もそう思いますけれど

も，やっぱりこれはですね，国連を中心に外交交渉，これをしっかりとですね，進めることに

よって平和的に解決していくと。こういうことですね，やっていただきたいと。これは国民の

１人としてね，強く思います。 

 さて，一般質問に入りたいと思います。 

 この３カ月の間ですね，３月の議会が終わってちょうど３カ月になりますけれども，この町

内をですね，議会報告を持ってあちこちと歩いておりました。そういってあちこちと歩いてい

る中で，町民の要望とか御意見，こういうものを伺ってきておりますので，そのことをもとに

ですね，今回４点ほど執行部に対して質問をさせていただきたいと思います。 

 まず，第１番目のですね，あみ大使の現状と課題について，ネットワークを駆使した今後の

展開を図るべきではないか，について質問をしたいと思います。 

 町の魅力を全国にＰＲするこのあみ大使，平成22年に物まねコンビのノブ＆フッキー，それ

からライブ活動やゲーム音楽を制作するシンガーソングライターの薬師るりさん，茨城放送の

ラジオ番組パーソナリティーとして活躍した藤田加奈子さんの３組に委嘱して始まりました。

あみ大使設置要綱によりますとですね，その趣旨は，阿見町の魅力を全国に紹介するとともに，

町への有益な情報の提供・提言及び助言を受けるためとしており，どのような人物にあみ大使

を委嘱するかは，町にゆかりがあり町に対する理解，関心及び愛着を持ち，それぞれの専門分

野において活躍する著名な者のうちから町長が委嘱するということになっております。任期は

５年ということでございますけれども，具体的な質問項目を申し上げます。 

 １，これまでにどのような分野の，どのような方が委嘱されているのか。 

 ２，あみ大使の活動及びあみ大使との懇談や提言・助言などの，これまでの実績。 
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 ３，制度創設の趣旨にふさわしい今後の展開について。 

 以上，３点をお伺いしたいと思います。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君，登壇願

います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） それでは，あみ大使の現状と課題について，１点目の，これまでど

のような分野のどのような方が委嘱されているのか，についてであります。 

 先ほど平成22年度に委嘱したということで，海野議員のほうからもお話がありましたけど，

重複しますけど，町で平成22年に委嘱し，27年に再任した物まね芸人のノブ＆フッキー，シン

ガーソングライターの薬師るり氏，元ＩＢＳ茨城放送局社員で現うしくコミュニティ放送ＦＭ

－ＵＵパーソナリティーの藤田加奈子氏，平成24年に委嘱したボーイズバンドのＭａｒｙ ｄ

ａｙｓ ｓｔｏｒｙ，平成27年に委嘱したイラストレーターの諏訪原寛幸氏，平成28年に委嘱

したガールズバンドのみならいモンスターの６組12名の方々をあみ大使に委嘱しております。 

 ２点目の，あみ大使の活動及びあみ大使との懇談や提言等の実績についてであります。 

 これまでの主な活動実績としましては，おのおのの大使がメディアやライブ活動を通して自

主的に町のＰＲ活動に努めていただいているほか，まい・あみ・まつりや町の文化事業に数多

く出演協力をいただいております。昨年委嘱しました，みならいモンスターには，茨城国体セ

ーリング事業イメージソングの作曲協力や，カシマフレンドリータウンでのミニライブなど，

町のＰＲに努めていただいております。 

 懇談や提言等の実績では，藤田加奈子氏に町の主要な会議や観光協会の場において，委員や

役員として参画をしていただき，事業に対する助言等をいただいております。 

 ３点目の，制度創設の趣旨にふさわしい今後の展開についてであります。 

 今後の展開につきましては，町の魅力を全国に紹介していただけるよう，あみ大使設置要綱

の趣旨に基づき，幅広い分野で活躍されている方を選任していきたいと考えております。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 御答弁ありがとうございました。 

 あみ大使ですね，これまで６組12名ということで選任をされて，それぞれ御活躍されている

ということのようですけれども，まずね，人選についてね，再質問をさせていただきます。 

 あみ大使設置要綱によるとね，それぞれの専門分野において活躍するというふうになってお

ります。私がこの６組12名，それぞれね，町内出身の方々を中心にね，活動されてるわけです

けれども，少しその分野に偏りがあるのではないかなと，こういう感じを持ちます。 

 大丈夫ですか。大丈夫ですか。 
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○議長（紙井和美君） どうぞ。 

○９番（海野隆君） 大丈夫ですか，うん。何だ，忘れちゃった……。偏りがあるんじゃない

かなっていうふうに思いますね。阿見以外の市町村でも，同じようなね，ふるさと大使である

とか，そういった制度があって，それで人選をしているようですけれども，専門分野というこ

とで選んでいるようですけれども，分野の……。分野ごとって，まあ通常分野ごとっていって

もね，職業ってたくさんありますので，どんな分野だっていうふうに分けるのは非常に難しい

かもしれないけれども，ざっと頭に浮かぶものとしては，例えば学問とか研究とかね，それか

ら，これは多いようですけども芸能やエンターテインメントね，それから文学とか芸術，ある

いはね，実業家ですね，企業家・実業家，全国的物規模の企業の役員・代表，あるいは専門職

ですね，あるいは政治家というのもイメージできると思いますけれども，いろんな分野がある

中で，この分野についてね，その配慮とかそういうものはされているのかどうかということを

お伺いしたいと思います。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） はい，お答えします。 

 海野議員が言われるように，あみ大使の部分については今現状商工観光課が主管で取り扱っ

でございます。もちろん，何ですか，その目的の中では町の有益な情報の提供・提言・助言と

いった１つの目的があるんですけれども，そういう商工観光的な意味合いの中でどうしても町

内の，阿見町の魅力を外に発信できるような，その方を中心に委嘱してきたっていうのが今ま

での考え方なんじゃないかなというふうに思っております。 

 で，今海野議員が言われたような学問ですとか文学・芸術・政治家，そういった方たちの，

その方をふるさと大使として委嘱している自治体もございます。那珂市においては16名の方で，

大学の先生ですとか，芸術家ですとか，そういったいろんなさまざまな分野の中でいろいろ選

任をして提言等についていただいてるんじゃないかなというふうに思います。 

 実は，阿見町でもかつて行政懇談会っていうものをしていたときがございます。これは特に

要項とかそういったものはないんですけれども，茨城大学の農学部長，その事務長さん，ある

いは医療大学長，事務長，あるいは附属病院長，それと東京医科大学の茨城医療センター長と

事務長さん等含めて町の執行部の人と一緒に，行政の，町の課題についていろいろと話し合い

をしながら課題解決，あるいは提言等をいただいてた年に１回開催してたそういう事業もして

おりました。 

 むしろそういった……。ただ，なかなか日程がですね，皆さん合うことがなかなか難しいと

いうことで，私の記憶では24年までやったのか，23年か24年ぐらいまではやってたんですけれ

ども，それが立ち消えてしったということなんですね。そういった意味合いにおいて，なかな
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かそういう，いろんなそういう分野の方の意見を聞くという場になると，やっぱり広報広聴的

な捉え方も必要になってくるんじゃないかなというふうには思っております。 

 ですので，今後の取り組み，考え方としましてはですね，町長の答弁にもありましたように，

今後幅広い分野の中でそういったものについては検討していきたいというふうには思っており

ますけれども，そういう広聴関係の分野の中での取り組み，そういった方向性についても他の

部署とも調整しながら進めていく必要性はあるんじゃないかなというふうに思います。商工観

光課の中では，なかなかそういう部分の視点では捉えられない部分がありますので，御理解を

いただきたいというふうに思います。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） ありがとうございます。 

 今ね，他自治体の例が出ておりましたけれども，基本的には阿見町御出身の方，あるいは阿

見町に在勤していた方，あるいは何かの縁のある方々，こういう方々にですね，あみ大使にな

っていただいて，さまざまな情報をいただく，あるいは宣伝してもらうと。こういうことなの

で，私はもうちょっとね，分野を広げてやられたほうがいいかなというふうに常々思っており

まして，改めてね，今回あみ大使のね，ことについて質問をさせていただきました。 

 先ほどの例で言いますと，大学の先生にお願いしてですね，その先生が所属する大学と連携

協定を結んだと，こういうこともあるようです。それともう１つ。町長のね，同級生にもキャ

リア官僚がおりましてね，私もちょくちょくこの方とお会いするんですよ。で，この方はいつ

もいつも阿見町のこと，そして町長のことね，御心配されて「今，阿見どうなってるかな」と

かって言ってお話になります。何でこの人にあみ大使委嘱しないのかなと常々思ってるんです

ね。ですから，灯台下暗しでね，余り近しい人はね，頭の片隅に少しね，忘れてしまうのかな

というふうに思いますけれども，彼なんか本当にあみ大使にふさわしいキャリアと人脈と，そ

れをお持ちになってる方ですので，もう一度ね，庁内観光商工課所管なんだけれども，もうち

ょっと分野の幅を広げてですね，やっていただきたいと思います。 

 ほかの自治体を見ると，集めてですね，年に一度ぐらい集めて自治体の現状をお話したり，

意見をもらったりすることもありますし，また，あとは広報紙にそのふるさと大使を掲載して

ね，それでふるさとへの思い，それから自分の今後の活動，それからふるさとの思いというも

のをね，述べている広報誌を見させていただきましたけども，この広報誌を読んだね――余り

広報紙はね，小中学生読まないかもしれないけれども，読むとね，すごくこのふるさとからね，

こんな人物がね，巣立っているんだと，非常に大きなね，自信になるんじゃないかなと私は思

います。 

 ですからぜひね，分野を広げて，さっき言ったような学問や研究分野，文学や芸術分野，企
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業・実業や専門職，政治はなかなか難しいかもしれませんけれども，そういう分野にですね，

広げて取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 以上で第１の質問は終わりにしたいと思います。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） それでは，２番目の質問に入らしていただきます。 

 ２番目の質問はですね，広域連携の一層の推進について。体育及び文化施設，図書館の相互

利用を図るべきではないかに移ります。 

 これもですね，町内，この３カ月というわけではないんだけれども，この３カ月を歩いてい

てですね，さまざまな御意見・御要望をいただきます。大体ね，その場で説明すると終わるよ

うな話も多いんですけれども，その中でね，とりわけて図書館ということなんですけれども，

近隣の公共公益施設，相互に利活用できるようにしたらどうかと。こういう御提案がありまし

た。 

 私もね，少し調べ物をしたり，松本課長にね，いろいろお願いをして，近隣の公共公益施設

の連携の状況についてね，調べましたけれども，どうも阿見町と牛久市ではですね，図書館の

利活用について少し壁があるというかな，そういうことがあるようで，牛久市の資料――この

方は専門的な資料をおとりになるってことだったので，阿見町にはない資料，そして牛久市の

図書館にはあった資料なんでしょうね，この資料をですね，手に入れるっていっても買うわけ

じゃないんですけども，入手するまでに相当手続時間がかかったと。１カ月とは言わなかった

けれども，何か二，三週間ぐらいかかったようなことを言っておりました。 

 まあね，現在の住民の生活や通学・通勤等，活動範囲ってのは広域化しているわけですね。

当該自治体の公共公益施設の整備は，どうしても中心市街地に整備の重点が置かれる傾向があ

ります。阿見町でも図書館としては１つですので，若栗にある図書館と。それぞれふれあいセ

ンターにも図書室的なものはありますけれども，これは十分なものとは言えないと思います。

そういうことからすると，近隣で利用できる，そういうことができるようになれば非常に便利

だというふうに思われるのは当然だと思うんですね。 

 自治体も限られた財源の中でさまざまなその住民の要望に応えるわけですから，隣接する自

治体がですね，それぞれ持っている資源，これを共有して相互に利活用すると。この推進を一

層ね，図るべきだなというふうに私は思います。 

 ということで，具体的にですね，３点ほどお聞きしたいと思います。 

 １点は，公共公益施設の広域連携の現状について伺います。 

 ２点目は，今後の広域連携の取り組みについて伺います。 

 ３点目，今度新しく土浦市立図書館が駅前に整備をするわけですけども，県南では１番だと
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いうような話で，相当大きな施設になるようですけれども，特に土浦の新図書館の整備を踏ま

えた隣接図書館の相互利活用の方向性について伺いたいと思います。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育長菅谷道生君，登壇願

います。 

〔教育長菅谷道生君登壇〕 

○教育長（菅谷道生君） １点目の広域連携の現状についてですが，過去の経緯から，町では，

平成13年度に当時の稲敷郡町村会を中心に広域連携の中で，公の施設の相互利用の協定書を締

結しています。この協定により，構成市町村の住民は，協定で定めた施設を相互に利用するこ

とができ，有料施設の使用料については，それぞれの市町村の住民と同額で利用できることに

なりました。なお，平成18年度の市町村合併に伴い，協定市町村は稲敷市・河内町・美浦村・

阿見町の４市町村になりました。 

 現在の相互利用の対象施設数は，阿見町では，中央公民館・総合運動公園・町民体育館・図

書館など５カ所，稲敷市では17カ所，河内町では７カ所，美浦村では４カ所となっています。 

 ２点目の，今後の広域連携の取り組みについてですが，新たに協定を締結するには，協定市

町村間の合意形成が必要と考えられるため，相互利用に関する利用者の要望や相互利用につい

てのおのおのの市町村の意向を踏まえた上で，検討していきたいと考えております。 

 ３点目の，特に土浦新図書館の整備を踏まえた隣接図書館の相互利活用の方向性について，

お答えします。 

 まず，図書館の現在の状況としては，茨城県図書館協会規約により県内の市町村の図書館で

相互貸借制度を実施しており，利用者が居住する図書館で求める図書がない場合には，県立図

書館を初め，他の市町村の図書館の本を取り寄せすることで借りることができるようになって

おります。また，図書等を借りるための図書カード作成の在住条件について，例えば，土浦市

立図書館では設けていないこと，阿見町立図書館でも18歳以上の場合は設けていないことによ

り，多くの住民が相互に利用できる状況となっており，今後，土浦市立図書館が新しく移転し

た後でも，相互利用についてはこれまでどおりと考えております。 

 なお今後も，他の公共図書館等との連携協力体制の強化を推進することにより，利用者サー

ビスの向上に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 御答弁ありがとうございました。 

 私もね，これ教えていただいてありがとうございます。土浦市の図書館がですね，自由に…

…。ま，自由にっていうのかな，これは。年齢，居住，一切の条件設けていないということだ
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ったで，知りませんでした。これについては，ありがとうございました。 

 ただ，先ほど例に挙げたね，牛久については比較的近いんですね。牛久というのはね。それ

で牛久は龍ケ崎市とだけ相互利用協定を結ばれているようなんですけれども，土浦も近いんだ

けれども牛久も近いということを考えると，牛久の図書館でもですね，同じような条件で利活

用できるということは十分に考えられると思いますね。ですから，ぜひね，町……。向こうか

らね，言ってこないでしょうから，こちらからですね，「どうか」と，こういう話をですね，

していただきたいと思います。 

 阿見町のことについてもね，私これ知らなくてですね，18歳以上，責任を持ったっていうこ

とかな，責任を持てる人についてはどこの在住であろうが差別しないというかね，利活用でき

ると。このことも知りませんでした。このことについては，本当に今回質問してですね，わか

ってよかったと思います。 

 それで，もう一度戻りますけれども，牛久，龍ケ崎もね，近いといえば近いので，隣接では

ありませんけれども，比較的その生活圏が一緒だということを考えてですね，ぜひ声をかけて

いただければありがたいなと思うんですけれども，いかがでございましょうか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 今，海野議員がおっしゃるとおりですね，市町村ごとに相互広域協定を結んでまして，牛久

市につきましては，龍ケ崎市と結んでると。で，お互いの市民の方が同じ条件で借りられるこ

とになっております。阿見町については，残念ながら牛久市とはこれまでもその協定を結んで

おりませんので，今のところ使えません。 

 で，教育長の答弁にもございましたが，新たにこの協定を結ぶということ，図書館利用につ

いては，この協定という枠組みにもとらわれないと思いますけれども，そういったことについ

ては，まずですね，相互利用に対する阿見町のほうで牛久市の図書館が利用したいという要望

がですね，寄せられること。そういったことを踏まえて，それを持って今度相手の市にですね，

その意向を伝えて，向こうの意向を確認しながら進めるという手順になるとか思います。そう

いったことで，まず利用者の方からですね，要望をまず承るということで進めていきたいと思

っております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） はい，ありがとうございます。 

 牛久市のね，公共公益施設で多分一番使ってるのはプールじゃないかなと思いますね。ひた

ち野うしく小学校，このプールはつくば市，それから土浦，阿見から相当の人数ですね，１桁
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２桁，３桁ぐらいで行っているような話は聞いております。 

 それから例えばね，阿見の小中学生が歴史を学ぶのにですね，龍ケ崎の博物館に……。ここ

は残念ながらね，予科練平和記念館はあるんだけれども，まとまったね，歴史民俗資料館はな

いわけですね。これも整備を要望はしておりますけれども。そうしますと，どうしても小中学

生がですね，まとまった歴史民俗を学ぶのためにはですね，龍ケ崎の歴史民俗資料館を利用す

るとか，土浦の高津の貝塚の博物館を利用するとか，市立博物館を利用するとか。多分授業の

一環でも行かれているのではないかなというふうには思います。 

 ですから，お互いにね，足らざるところ補うと，こういうことが非常に大事だと思いますの

で。なかなかね，多分ね，博物館についても，町民の人からね，あそこをぜひ同じように……。

もっともあそこは無料だからね，自由に誰でも入れちゃうんだけれども……。というような声

はなかなか起きてはこないんじゃないかと思いますので，先取りしてね，やっていただければ

ありがたいということでお願いしたいと思います。 

 以上で，この問題について終わりにしたいと思います。 

 どうしますか。やりますか。いいですか。やっちゃいましょうか。 

○議長（紙井和美君） 質問だけお願いします。 

○９番（海野隆君） 質問だけ，はい。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 次の質問に移りたいと思います。 

 次の質問は，これもね，何度も同僚議員がですね，この問題については過去質問をし，執行

部の答弁もどうやらこの辺まで来た。こんな思いはするんですが，改めて。これもね，数カ月

間町内を歩きながら受けた要望の１つですので，改めて質問をさせていただきたいと思います。 

 次の質問ね。生活道路整備基準の緩和，ないしは特例を適用し舗装整備を推進すべきではな

いかに移ります。 

 生活道路の整備というのはですね，住民が日常生活を送るにおいて必要不可欠のものです。

特に住民がですね，納税の実感，それから納税意識を喚起する最も重要な施策であると思いま

す。しかし町内を歩いていますとですね，いまだ舗装整備されていない生活道路が散見をされ

ます。長い間ね，地区住民から切望されている道路もあって，しかしこの実現の道筋を示すこ

とはできずにいると。そのことによってですね，一般住民が町に不信感を持っているような路

線もあります。 

 生活道路の整備というのは，先ほど言ったようにですね，納税の実感や納税意識を喚起する

だけではなくて，特に障害を持つ方々や高齢者にとっても不可欠な政策だと思います。整備基

準を満たさないという理由で，整備困難な道路については現状をね，率直に受けとめて，その
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整備を推進するべきであると，こういうふうに考えるわけですけれども，具体的に４項目お伺

いしたいと思います。 

 １，市街化・市街化調整区域別の生活道路整備要望箇所と整備箇所。 

 ２番，年度別予算配分。 

 ３番，阿見町生活道路整備に関する基準について。 

 ４番，これは極めて具体的な道路の箇所ですけれども，自衛隊朝日燃料支処西側の生活道路，

及びサンクレイドル荒川沖北側，それから西郷地内やすらぎの霞台南側，それと県立医療大の

北側にある中央１丁目の生活道路の整備の見込みについてお伺いしたいと思います。 

○議長（紙井和美君） それでは，ここで暫時休憩といたします。会議の再開は午後１時とい

たします。 

午前１１時５９分休憩 

―――――――――――――― 

午後 １時００分再開 

○議長（紙井和美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま，17番倉持松雄君が退席いたしました。したがいまして，ただいまの出席議員は17

名です。 

 それでは，先ほどの質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君。 

○町長（天田富司男君） それでは，先ほど４点ほど質問がございました。 

 １点目の，地区別及び市街化・市街化調整区域別の生活道路整備要望箇所，それと整備箇所

についてですが，平成29年５月末時点で舗装要望件数は83件であり，うち市街化区域内が９件，

市街化調整区域内が74件であります。 

 ２点目の，年度別予算配分及び整備箇所についてですが，生活道路整備の工事費決算額及び

路線数として，平成25年度が約5,900万で７路線，平成26年度が6,900万で４路線，平成27年度

が約6,500万で３路線，平成28年度が約5,500万で３路線を実施しております。平成29年度につ

いては，予算額が約4,100万円で４路線を予定しております。 

 ３点目の，阿見町生活道路整備に関する基準についてですが，平成27年12月議会の一般質問

でも答弁したとおり，市街化区域の舗装整備におおむね見通しがついた時点で，整備基準の見

直しを検討していきたいと考えております。 

 ４点目の，以下の路線の整備見込みについてですが，自衛隊朝日燃料支処西側につきまして

は，今年度に用地を買収を行い，平成30年度以降に着手する計画をしております。サンクレイ

ドル荒川沖北側につきましては，平成30年度に測量・設計及び用地買収に着手する予定であり

ます。残りの２路線については，道路幅員が４メートル確保されていないため，現段階では整
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備の予定はございません。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） それでは再質問をさせていただきます。まず確認ですけれども，平成27

年12月，これは久保谷充議員かな，久保谷充議員の質問に対して，町長がね，御答弁された中

で……。平成27年12月の議会ですね。そのときに市街化区域内の未着手箇所は18カ所，約２キ

ロメートルだと。こういう答弁をされていて，それで現在の財政状況とか整備の進み具合から

すると，４年から５年ぐらいで市街化区域内については完了というかな，見通しがつくという

ふうに答弁されております。 

 それで，これ確認なんですけれども，御答弁ではね，29年度５月末，29年度に入ってすぐで

すから，28年度の整備の状況だというふうに思いますけれども，９件残っていると。それで，

今年度予算額はね，例年と比べると1,000万以上，２年前と比べると2,000万減少しましたけれ

ども，４路線を予定しているということだとすると，９件残っていて４件整備をしますので，

残りは５路線だというふうに考えていいですか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） はい，お答えします。 

 ５月時点でまだ未着手の道路工事ということですので，市街化区域は９件ということになり

ます。で，今年度４件あるというふうな話なんですが，それも含めて９件ということでござい

ます。ですから，今の段階では，まだ９件が残ってるということでございますけれども，３か

年実施計画等では，あと２路線が整備スケジュールに入っていますので，以後３か年以内には

７件になる予定ではございます。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 年度末でね，４路線になるんだけれども，その３か年のローリングの中

であと２線入るので６路線になっちゃうよということだと思うんですね。大分ね，平成27年12

月の御答弁からするとね，結構，相当急ピッチでね，進んでいるんじゃないかなというふうに

思います。ただ今年度ね，いろいろね，財政事情はあるので，生活道路だけ重点的にというの

はできないかもしれないけれども，1,500万から2,000万ぐらい減少したというのは，なかなか

その他の整備予定箇所で，例えば買収がうまくいかないとか，そういった要因があって，今年

度ね，その4,100万，４路線しか……。しかっていうのかな，しか予算を計上することができ

なかったというふうに理解していいんですか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） 予算の計上についてはですね，基本的には中長期財政計画に
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基づいて予算を計上しているわけですけれども，どうしても全体的な財政フレームの中で，道

の駅ですとか，国体の関連の業務も入ってきてますので，この道路行政ばかりではなくて，全

体的にいろんな事業の中である程度抑えられてる部分は確かにあります。 

 ただし，町としましてもやっぱり生活道路については，できるだけ地域の要望を吸い上げな

がら進めていくというふうな考え方に基づいてやってるんですけれども，町としては阿見町道

路整備審査委員会の中で，ある程度その年度計画の中で，どのような整備をしていくかという

の絞っております。ある程度その中で，路線数によっては大体３路線，４路線，５路線ぐらい

程度しか年間できてないというのが実情なわけで，平成29年度についても４路線を今予定して

いるというふうなことでございます。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 天田町長が誕生してね，生活道路の舗装整備を重点的にやるんだと。こ

ういうね，公約というかな，それに基づいて予算もつくりですね，自ら現地も見てですね，め

り張りをつけてやられたという経緯があったのではないかなと思いますけれども，この間ね，

平成25年，26年，27年，28年。まあ，28年，29年とだんだん下がっていってしまっているんで

すね。財政規模は大きくなっていますので，財政規模からするとね，生活道路に費やすという

かな，その予算が総体的に減少していると。こういうふうな感じを受けるんですけども，これ

については，少しその重点的なものがですね，少し低下したというふうに考えられるですか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） はい。担当部署としては低下してるというような考え方を持

ってございません。25年度が７路線ありましたけれども，26年度が４路線，27年３路線，28年

が３路線，29年度は４路線を今計画しておりますので，必ずしも縮小してやってるというふう

な意味合いではないんだろうと思います。 

 それとあわせて，その用地買収ですとか，その道路の形態ですね，そういった部分について，

やっぱり予算のかかる部分もあるでしょうし，かからないところもあるでしょうし，それでや

っぱり年度の中では予算の浮き沈みはあると思いますので，必ずしもそういう縮小した中で進

めているというふうな認識は持ってございません。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 安心をいたしました。冒頭述べましたけれども，やっぱりその生活道路

の整備はね，納税実感が１番感じられる政策ですので，ぜひそういう方向で進めていただきた

いと思います。 

 それで，27年12月の町長答弁でですね，あと四，五年でほぼ見込みがつくと。こういう話か

らすると，今年度のね，今年度っていうかな，今年度からだから29年，30，31年，この３か年
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計画の中では，少なくともほぼその次の検討に移ることができるというふうに，大体考えてよ

ろしいんですか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） はい。27年の12月に答弁をさせていただきまして，生活道路

の整備の見直し，基準の見直しについては四，五年ぐらいたてばというふうな話は確かに答弁

をさせていただいてるところでございます。先ほど言いましたように，９路線の中あと２路線

は整備計画のスケジュールに入ってますので，７路線。 

 ただし，町の基準の見直しについても阿見町道路整備審査会にやっぱり伺いを立てる必要性

はあるだろうというふうに考えておりますので，その辺の時期が来年……。２年に１回から開

かれるんですけれども，来年がその時期になりますけれども，来年にそういうふうな考え方で

いくかどうかについては，今後，今年度の実施計画の中でどういうふうな整備スケジュールが

当てはめられるかも含めて考えてはいきたいというふうに思います。 

 ただし，見直しについては４メートルを未満にするというふうな考え方，緩和するというふ

うなことばかりではございませんので，あらゆる選択肢の中で，その見直しの基準については

捉えていく必要性があるんだろうというふうに思ってます。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） ありがとうございます。そろそろね，２年に一遍だとすると，町として，

長としてっていうかな，整備水準の見直しをどういう方向で考えていったらいいのかという，

その考え方をね，整理していく時期に当たるのではないかなと思います。今部長が言われたよ

うに，４メートルというね，基準は原則として持っておりながら，今通学路は特例って形でや

っていますけれども，その特例を幾つか用意するのか。それとも４メートルというのを取り外

すのか。あるいは，ある一定の年限ですね，交渉したけれども，どうしても用買に応じてもら

えないとか，相続でもうこの土地が誰が持っているかわからなくなってしまったとか，いろん

なケースがあると思いますけども，そのときにどうしていくのかという，その方向性を出すべ

きだというふうに私は思っております。 

 それで私はね，なかなかね，今までのね，執行部の議論，組み立てからすると原則４メート

ルという原則をね，外して，生活道路の舗装をするというふうには，なかなかならないのかも

しれないなという予想をしています。そうでなかったらば，ぜひそういう考えもあるというこ

とを教えていただきたいですけども。そうすると，現実的には特例をたくさん設けるとか，あ

る一定の時限を設けて，こういう状況，ああいう状況の場合にはというね，ことを入れてです

ね，見直しをすべきだなというふうに思うんですけども，その辺の，先ほども少し述べられま

したけれども，町長が手挙げるようですから，町長のほうからね，考えをお伺いしたいと思い
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ます。 

○議長（紙井和美君） 町長天田富司男君。 

○町長（天田富司男君） もろもろ議員の中でもいろいろな意見があるということであります

から，よく意見を集約してですね，やっぱり基本的には４メートルっていうのはやっぱり外せ

ないんだろうと思います。そういう中で，どういうことができるのか，やはり委員の皆さんに

いろいろな意見等を持ち寄っていただいて，そこで決めていくという，それが１番大事かなと。

そう思ってます。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 今御答弁いただきましたけれども，それは何も言ってないのと同じなん

ですよ。何も言ってないのと同じ。やっぱりね，基本的には町としてね，どういう考えである

ということをね，つくっていかないと，それを審議するとか，受けとめるね，委員の方々もい

ろいろお話が出て，それ全部受けるっていうことではないでしょうから。 

 ですから町として，どういう原理原則を立てるとか，組み立てをするとか，そういう中でそ

れを提示していくと。１つのことを提示するという場合もあるかもしれませんね。しかし，幾

つかの選択肢を示して提示をしていく，その中で議論をいただくと。こういう話ならわかるん

だけども，さっきの話だっていうとね，ちょっとね，何も言ってないと同じではないかなと思

いますんで，もう１度御答弁ください。 

○議長（紙井和美君） 町長天田富司男君。 

○町長（天田富司男君） やはり基本的に４メートルというものを堅持しながら，どうするか

ということを今後考えていくということであります。机上にまだのってないものを今こうだこ

うだという，そういう状況ではない，そう思いますので，机上にのって，のせるのは全て行政

のほうがのせるんじゃなくて，やっぱりいろんな提案があれば，そういう中でやはり取捨選択

していくことが大事かなと，そう思ってます。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） はっきり言うと，これは町長の一存で決められないこともないわけです

ね。町長が変わったら，すぐね，この道路基準緩和してですね，なる可能性も高いです。少な

くても今のね，町長の考えでは，少なくともここ３年，４年ではですね，町としては何の方針

も出さないと。こういう中で，この問題を解決しなくちゃいけないなというふうに思っていま

すので，大変かなと思います。 

 では，次の質問に移りたいと思います。これは具体的なね，路線の整備について伺いたいで

すけれども，１，２，３，４のね，１，２についてはね，本当に担当者のね，御努力の中で，

農林水産省なのか国からなのかな，県なのかな，用水路をね，移管していただいて，そこに暗
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渠して，その生活道路を整備すると。こういうこともしていただいたり，それからサンクレイ

ドルのあのところについては，相続の関係があったんだと思いますけども，そういうことも含

めて間抜けてる道路，待望久しい道路じゃないかなと。それが少なくても30年度には動き出す

と。こういうことがありますので，非常に期待をしておりますけれども，あとの２つの路線で

すけれども，もうちょっとね，説明をいただければありがたいと。 

 なぜ４メートルの道路幅員が確保できないのか。そして，これは確保したほうがいいのかど

うなのか。そういうことも含めてですね，もうちょっと詳しくこの整備……。ごめんなさい，

何て書いてあったんだっけ。できませんて書いてあったんだっけ。こっちか。現段階では整備

の予定はありませんということについて，もうちょっと詳しくね，状況を教えてください。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。道路公園課長井上稔君。 

○道路公園課長（井上稔君） はい，お答えいたします。 

 まず，今議員から言われました２カ所。まず西郷地内やすらぎの霞台南側，こちらにつきま

しては，当事の中郷の土地区画整理事業，その区域との境の道路でありまして，当時区画整理

の中でも舗装行為というのは行いたいということで動いていたとは聞いております。その中で

区域外の方なんですが，今回の砂利道に対しては裏側になってしまうんです。そちらの方から

の同意が得られなかったということで，４メートル確保の同意が得られなかったということで

話が流れてしまったというか，同意が上がってきてない状況になっております。 

 もう１点，県立医療大学の北側中央１丁目地内，こちらにつきましては平成17年度の審査会

に１回かけております。このときには，今舗装されてないところとほかの部分も含めて一括し

て出てきておりまして，４メートルの拡幅ができたところにつきましては舗装工事をやってお

ります。今砕石で残ってるところにつきましては４メートルの確保ができないということで未

舗装の状態になってるということです。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） ありがとうございます。特にね，中央１丁目の件については同僚議員が

ね，一体どうすればいいんだと，どうしたらこれなるんですかと。あの道路をですね，４メー

トルに拡幅して大きな投資をしてやるというのは本当に町の道路整備にとっていいことなのか，

あるいは住民がですね，お金を出し合ってやりたいと申し入れてもですね，町としては，これ

は町道だから勝手に舗装することはできませんと。じゃあ一体どうしたらいいんだと。こうい

うことで，私も先日ね，あの辺歩いてお話しましたけれども，取り残されてるような感じだと，

そんな話をされておりました。 

 ですから，これはもうどこかでね，それが２年後３年後になるのか，とにかく整備基準をね，



－71－ 

どこかで見直すこということをしないとできないということですから，ぜひね，整備基準の見

直しを早急に考えていただければありがたいなと。大体30年ではね……。40年になるのかな，

10年先ではだめだね。５年先でもね，もう整備されるんだと。こういう見通しが立てばね，待

つことはできるかもしれないけれども，見通しが立たないままね，できないんだと言われてる

状況というのは，なかなか厳しい状況があるんじゃないかと思いますので，ぜひね，今後とも

取り組んでいただきたいということを申し上げて，この項は終わりにしたいと思います。 

 あと５分なので次の質問に移りたいと思います。いいですか。 

 次の質問に移ります。これは先ほどね，樋口議員もね，質問されておりましたけども，私は

少し，ちょっと異なる視点から申し上げたいと思います。 

 国民保護計画に基づく武力攻撃事態等における町民への情報提供，町民の避難，避難住民等

の救援，武力攻撃災害への対処等について，に移ります。 

 阿見町はですね，平成19年２月――28年３月に一部改定をしておりますけれども，国民保護

計画を策定して，武力攻撃事態等において町民の避難，避難住民等の救援，武力攻撃災害への

対処等の国民保護措置について定めております。町は武力攻撃事態等において，町民の協力を

得つつ関係機関と連携協力し，自ら国民保護措置を的確かつ迅速に実施することとなっており

ますが，先ほども述べましたけども，述べられましたし述べましたが，近年のね，東シナ海，

日本周辺の政治状況ってのは，領土問題あるいは北朝鮮による核兵器開発・弾道ミサイルの発

射など緊迫した状況にあると私も認識しております。 

 そうした中で，政府は本年４月ですね，これも先ほど述べられましたけども，弾道ミサイル

落下時の行動等についてという対応方針を，国民に向けてホームページに掲載して，国民の注

意喚起，意識喚起かな，注意喚起を行いました。阿見町も同様方針を転載しております。 

 阿見町周辺にはですね，自衛隊基地及び施設が数多く立地し，特に航空自衛隊霞ケ浦分屯基

地高射隊には，広域防空用地対空誘導ミサイル――ペトリオットＰＡＣ－３が装備されていま

す。私もこの前見てきましたけども，北を向いてしっかりと整備されておりますね。しばらく

あのままになってますね。 

 そうした情勢の中で，自衛隊基地所在の阿見町としてですね，武力攻撃等の事態に備えてど

のような対応を考えてるのか，３点ほど質問したいと思います。 

 １，国民保護協議会での議論について。 

 ２，弾道ミサイル等発射時の情報提供及び対応について。 

 ３，ミサイル着弾及びペトリオットＰＡＣ－３迎撃時の対応について，伺いたいと思います。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君。 

○町長（天田富司男君） それでは，１点目の国民保護協議会での議論について，であります。 
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 町では武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律第39条の規定に基づき，

町域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め，町民の保護のための措置に

関する施策を総合的に推進するため，阿見町国民保護協議会を設置しております。 

 この協議会は，武力攻撃災害への対処に関し，平素からの備えや体制を整備するための計画

を作成する場合，または国の基本指針や茨城県国民保護計画の変更等に伴い，町の国民保護計

画を見直す必要が生じた場合に開催しておりますが，今般の北朝鮮情勢の緊迫化に伴っての開

催はしておりません。直近では，平成28年３月の国民保護協議会において，武力攻撃事態等に

おける国からの情報伝達手段に，エムネット及びＪアラートを追加すること，またはＮＢＣ攻

撃への対応について，避難住民等のスクリーニング及び除染等の措置内容を追加する等，町の

国民保護計画の変更事項について審議した経緯があります。 

 ２点目の，弾道ミサイル等発射時の情報提供及び対応については，最初に樋口議員の一般質

問にお答えしたとおりであります。 

 ３点目の，ミサイル着弾及びぺトリオットＰＡＣ－３迎撃時の対応についてであります。 

 ぺトリオットＰＡＣ－３が，航空自衛隊霞ヶ浦分屯基地に配備されていることは認識してお

りますが，弾道ミサイル防衛につきましては，国の対処にかかわることでありますので，答弁

は控えさせていただきます。 

 なお，樋口議員の一般質問でもお答えしましたが，弾道ミサイルは発射後短時間で着弾する

ことが予想されるため，迅速な情報伝達体制と適切な対応によって，被害を最小限に抑えるこ

とが重要であり，対応策としては，屋内への避難や消火活動が中心となります。今後も，警報

等の伝達方法や退避方法について，町民に十分な理解が行き渡るよう，内閣官房の国民保護ポ

ータルサイトの周知を深めるとともに，国，県，その他関係機関との連携体制を整え，有事の

際の備えに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） わかりました。ありがとうございます。ちょっとね，二，三点確認をし

ておきたいんですけれども，国民保護計画の中でね，武力攻撃等の兆候に関する連絡があった

場合の対応というのがあります。町は云々から全庁的な体制を構築すると書いてあるんですけ

れども，その武力攻撃等の兆候に関する連絡というのは，今までにあったことはあるんですか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 そのような状況での，何ですか，連絡っていうか，それはございません。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 先ほどね，情報提供の話が出てました。Ｊアラートも含めてね。それで
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今までの……。あれは大雨でしたっけ，の状況からすると，避難勧告を出してもですね，住民

は避難をしないと。誰一人としてしなかったんですから。そういうことがあります。ですから，

あんまりね，危険とか，それをあおることはね，危険かもしれないけど，避難勧告だとかＪア

ラートのことについてとか，そのことについてもうちょっと町としてね，積極的に広報しても

いいのかなというふうに思います。 

 それでね，私がここでね，問題だと思うのは，つまり以前ね，地下鉄でニュースを受信して

ね，汽車をとめたことがあるんですよ。それはニュースを見てとめたんですね。Ｊアラートは

あくまでも政府が発しなければ出ませんから。そうすると，そのニュースで住民の人も相当そ

こでいろんな対応をしちゃうんじゃないかなというふうに思いますけども，その辺の対応につ

いてお伺いしたいと思います。 

○議長（紙井和美君） 交通防災課長白石幸也君。 

○交通防災課長（白石幸也君） はい，お答えします。 

 ちょっと苦しいんですけども。当町付近には地下鉄等はないんですけども，ＪＲ鉄道は通っ

ております。で，こういった国民保護の情報が流れたときに……。この地下鉄の場合はニュー

スの情報だけで運行をとめたという経緯が確かにございました。で，先ほど部長のほうからも

答弁ありましたとおり，今まで町のほうにはその国民保護関連で国からの情報が入ってどうの

こうの放送した経緯はございません。 

 ただ昨今の状況を見ますと，やはり北朝鮮の状況はかなり緊迫しているのは皆様御承知のと

おりだと思います。そういった中で，こういった事態が起きないように国が態勢をとっていた

だければ１番のことなんですけども，ＥＥＺ流域にミサイルが飛ばされたという経緯もありま

すので，緊迫した状況には変わらない。そんな中で阿見町としては，とにかく万が一のことを

考えたときに，やっぱり住民に避難を促すこと，これが大前提だと思います。 

 海野議員から御質問をいただいた大きな設問で，国民保護計画に基づく武力攻撃事態におけ

る情報の提供，それから町民の避難，その避難住民等への救援。本当にこれが国民保護の最も

最たる３つの柱だと思っております。ですので，こういった避難の呼びかけ，これを迅速かつ

丁寧に，イの一に住民の方に知らしていくこと。こういったことが重要かと思っております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君。 

○９番（海野隆君） 町民の命を守るというのも１つの大きな仕事ですので，町長先頭にね，

各部課でしっかりと役目を果たしていただきたいと思います。 

 最後にね，しかしそうは言ってもやっぱりね，今北朝鮮の緊迫した状況と言ってるんだけれ

ども，やっぱり外交的交渉でね，解決して，そういうことを私としては望みたいと思います。
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一旦ね，ミサイルが打たれたらね，このとおりにならないってのは明らかですので，それを…

…。これは町に要望するんじゃなくて私の感想として述べてですね，国に要望として述べて終

わりにしたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（紙井和美君） これで，９番海野隆君の質問を終わります。 

 次に，８番永井義一君の一般質問を行います。 

 ８番永井義一君の質問を許します。登壇願います。 

〔８番永井義一君登壇〕 

○８番（永井義一君） どうも皆さん，こんにちは。日本共産党の永井義一でございます。 

 ７月２日に投開票が行われる東京都議会議員選挙があります。今回の選挙は豊洲新市場の移

転問題が大きな争点になっています。豊洲新市場にあるはずの盛り土がなく，地下空間になっ

ていたことに端を発したこの問題，土壌汚染対策に莫大な予算がつぎ込まれることになります。

生鮮食料品を扱う市場にとっては大きな問題です。豊洲移転ではなく築地の再整備で行うこと

が必要ではないかと私は思っています。今回のこの問題でも都民，国民の税金が無駄に使われ

ております。 

 本題に入りますが，今回私は給食センターの外灯や水道事務所の追尾型太陽光パネルなどに

見られる，ここ二，三年にわたる設備品の不具合による町の税金の無駄遣いに関して質問をい

たします。 

 まず，給食センターの外灯ですが，この間私は平成26年の６月議会と平成28年の12月議会で

この問題を取り上げました。最初のときは，この外灯の名前から聞き出しましたが，単価は答

えずじまいでした。やりとりの中で，当時の次長ですね，が，議事録に書いてあるんですけど

も「予算がありまして契約差金が出ます。その差金で何基つけられるちゅうのか部分で」とい

う，そういう答えだったんですけども，そういったことで答えております。 

 その契約差金で何らかの設備を行うことは，水道事務所の追尾型太陽光パネルでも同じこと

です。このときは840万の追加で７基ということで，単純計算で１基120万と思っていたわけで

すが，いろいろ調べていると１基150万ぐらいじゃないかっていう話もあります。給食センタ

ーのシンボルという回答がこの間ずっとありましたが，シンボルとして1,000万円以上かけて

外灯をつくることに何の意味があるのでしょうか。 

 給食センターの整備工事事業で決算額で6,505万8,000円となっています。そうすると７本の

外灯だけで1,000万以上ですから，総工費の約６分の１がこの外灯の金額に当たるという計算

になります。通常，外灯ですと１基20万前後，高くても50万です。それをシンボルを重視して

1,000万円以上をかけることは，これ税金の無駄遣いと言わずして何と言うんでしょうか。 
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 まず，この点についてお伺いします。 

 また，平成28年の12月議会で，エコルーナに決定するために，平成25年５月に神栖市の給食

センターに視察に行ったことがわかりました。旅行命令簿によりますと整備予定と同型の一体

型ソーラー外灯と書かれています。ということは，入札が行われる５カ月前には，既にこのエ

コルーナに決まっていたことになります。外灯をこの緑洲のエコルーナに決めたのはいつごろ

で，他社の同等品と比較はしたのですか。 

 このエコルーナですが，竣工検査が平成26年３月31日，最初に不点灯になったのが同じ年の

６月２日です。たった３カ月で不具合が出ています。その後，９月，10月と不点灯が続きまし

た。普通の家庭で考えますと，取りつけた電灯がたったの３カ月で不点灯になれば，これは返

品するものです。特に，それが高価な商品であればなおさらです。給食センターのこの外灯整

備工事における無駄遣いについてお答えください。 

 次に，水道事務所の追尾型太陽光パネルの問題ですが，これもエコルーナと同様に竣工検査

の約１カ月後に不具合が生じています。建設工事成績表によりますと100点中50点，これで合

格ラインぎりぎりです。特に検査員である担当課長は採点区分が全てＤランク――ＡＢＣＤの

４番目ですね，Ｄランクです。町として，このラッサムからも見積もりをとっていますが，緑

洲の製品を使うことに決めたのはいつごろですか。 

 調査特別委員会でのナカジマの浅野社長の話では，今まで取引はなかったがラッサムと緑洲

での熱心な説明があったので使ったという話がありました。町としては緑洲の製品であるエコ

ルーナの不具合を知っていたわけですから，緑洲に対する不安があったと思います。なぜ，そ

こまでして緑洲の商品を使ったのですか。まして外灯では初めから緑洲の商品ありきではなか

ったのでしょうか。なぜ太陽光パネルにこの緑洲の商品を使ったのかが大きな疑問です。 

 今回のパネルの落下事故で，町は固定式のパネルに変更し売電を開始しましたが，当初の計

画では予算ベースで，20年で計算すると3,600万円の売電収入が見込まれていました。工事等

の費用の約2,500万ですから，差し引き1,100万円の利益となります。しかし落下事故で，パネ

ルが固定式に変更されたことにより，売電収入は同様の20年で計算すると2,276万円となって

しまいます。 

 細かく言いますと，収入は平成26年度が決算で68万，27年度が決算で141万2,000円，28年度

が稼働日数――これまだ決算出てませんので，稼働日数から同様に計算すると26万8,000円，

29年度は予算ベースで120万，それ以降16年間で29年度と同様に考えた場合1,920万，合計で

2,276万になります。よって224万円のマイナスとなり，設置費用のほうが高くなってしまいま

す。パネルが固定式にされたことで，計算上ですが1,100万の利益が出るところ，224万円の損

失になってしまいます。 
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 このような状況から，町の対応としては追尾式のパネルに原状回復をさせるか，または今の

パネルの後ろ部分が，水道事務所ですね，パネルの後ろ部分があいているスペースがあるので，

そこにパネルを追加させ，もとの発電量に合わせるか，または元請・下請等に損害を賠償させ

るか，いずれかをやらない限り町の損失は埋まりません。何も問題がなければ1,100万円の利

益が出るところ，緑洲という倒産した会社の製品を使ったため224万円の損失が出てしまいま

した。このお金もまた税金です。 

 町長にお尋ねしますが，この損失を埋めるためにどのような政策を考えているのかお聞かせ

ください。 

 今回の，この２件でともに緑洲の製品が使われています。外灯では平成26年３月31日の竣工

検査で３カ月足らずで不点灯になったエコルーナ，追尾式太陽光パネルは平成26年11月17日の

竣工検査後１カ月で不具合が生じました。ナカジマの社長は，先ほど言いましたが，今まで取

引がなかったラッサムと緑洲の熱心な説明があったので使ったと話していますが，今回改めて

調査特別委員会での調査不足が悔やまれます。 

 国会では，今質問をするたびに問題点が浮かび上がる共謀罪が衆議院で自民・公明・維新に

よる賛成多数で強行採決されました。そのテレビを見ていますと，阿見町での調査特別委員会

での多数決による強行採決を思い出します。多くの議員がまだ解明できてない点を上げ，ラッ

サムの参考人招致を求めたにもかかわらず閉幕してしまったのです。 

 私は，この問題が氷山の一角でなければいいと思います。町は税金を使っていろいろな仕事

をしています。それをチェックするのが議会，議員の役目ではないでしょうか。これからは，

あのような調査特別委員会での強引な幕引きがないことを祈って，１問目の質問を終わります。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。初めに，教育長菅谷道生君，

登壇願います。 

〔教育長菅谷道生君登壇〕 

○教育長（菅谷道生君） 給食センターの外灯や，追尾式太陽光発電システムにおける税金の

無駄遣いについて，お答えします。 

 １点目の税金の無駄遣いと言わずして何というのでしょうか，についてですが，外灯の設置

につきましては，今までにも一般質問においてお答えしてまいりましたとおり，給食センター

のシンボルとして親しんでもらえるよう，みんなの心に残るようなデザインを重視したという

ことです。 

 ２点目の，外灯を緑洲のエコルーナに決めたのはいつごろで，他社の同等品と比較はしたの

ですか，についてですが，外灯を決めた時期としては，神栖市へ外灯視察した平成25年５月ご

ろであります。また，エコルーナのデザインを重視したため比較はしておりません。 
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 追尾式太陽光発電システムにつきましては，町長からお答えします。 

○議長（紙井和美君） 次に，町長天田富司男君，登壇願います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） それでは，水道事務所の追尾式太陽光発電システムにつきまして，

これまで議会調査特別委員会や住民監査請求において十分に調査され，既に調査報告書の議会

承認並びに監査結果の報告もなされております。 

 太陽光設備の使用製品の決定についてですが，工事設計書にはシステムのメーカーや機種は

指定をしておらず，平成26年５月末に元請業者より株式会社緑洲の製品使用についての承諾願

いがあり，その製品が設計の仕様内容を満たしていることから，６月上旬に株式会社緑洲の製

品使用についての承諾をし，決定をしております。その当時，給食センターの外灯の不点灯に

ついては確認中の時期であり，まだ軽微な出来事として庁内での情報の共有はされておりませ

んでした。 

 次に，追尾式太陽光発電から固定式太陽光発電に変更されたことによる売電額の差額につい

ての考え方ですが，水道事務所において太陽光発電を導入した当初の目的は，公営企業として

地球環境に配慮した企業の社会的責任を果たすため，再生可能エネルギー利用を推進する環境

事業として取り組んだものであります。しかし，追尾式太陽光発電というすぐれた性能を持つ

設備の導入により，環境面のみならず収益の面においても大変有利であると試算しておりまし

た。結果的には，試算どおりの収益を見込めなくなりましたが，本来の目的である地球環境へ

の配慮は達成できると考えております。 

 また，追尾式での売電額と固定式での売電額の差を比較するのではなく，太陽光発電に要し

た額と売電額の差の比較となりますが，その額は20年間で約400万から600万と試算しておりま

す。当初より固定式で実施したと仮定した場合とほぼ同額であり，本来の目的を達成するため

の費用としては妥当なものと判断しております。さらに，20年間以降につきましても設備の耐

用年数が残っておりますので，売電の継続や自己使用の可能も残っておると考えております。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 私，今回３回目の質問をするわけなんですけども，残念ながら３回と

も同じこのエコルーナに関してデザイン，シンボル，そういった形で答弁されてます。給食セ

ンターのシンボルとして親しんでもらえるよう，みんなの心に残るようなデザインを重視した。

これ１番大きな問題で，デザインを重視して，じゃあデザイン料は幾らなんだろう，極端に言

えばね，そんなことも考えざるを得ないと思うんですよ。 

 それで前回の質問のときに，このエコルーナに関して前前の次長ですか，神栖市に見に行っ

たと言うことなんですけども，実際神栖市のほうでね，私も確認したところ，教育委員会のほ
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うからファクスが届きまして175万8,000円，１基が，だったという報告が来ております。 

 では，この阿見町の給食センターに設置した，この１基，正確な金額を教えください。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 これまでもですね，設計額等々は情報開示できないんで，お知らせすることができませんで

した。今回，昨年度にですね，情報開示によってこのエコルーナのですね，金額を契約ベース

でもいいから知りたいというお話がございました。そのため，こちらでも開示するためには改

めて資料を作成しました。その資料の中で，契約ベースで今回のこの変更契約の中では，この

エコルーナを設置するのとあわせてですね，整地のすきとり及び発生土の運搬処分の減額変更

の契約が生まれてました。 

 そういったことを勘案して，この契約金額から実際エコルーナが設計上何割だったかという

ものを出してですね，この契約金額からエコルーナの金額を算出しましたところ，今永井議員

のほうの質問にもございましたが，１基当たり約149万2,000円というのが概算で出ているとこ

ろでございます。あくまでも設計額は開示できませんので，契約上はこういう金額になるとい

うことで御理解していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 前回の中では，そこまでなかなか行かずに。これはあくまでも計算上

ですね。１基149万2,000円。約150万と思ってもいいかと思います。ですから，そう考えると，

あの当時私は120万ということでずっとお話しさしていただきましたが，150万ということが改

めて今回の回答で出てきたいうことで。そう考えると，やはり1,050万という金額がこの外灯

だけにかかってるということになるかと思います。 

 それでですね，まずこのエコルーナに決めたというところなんですけども，回答の中で５月

の27日ですか，神栖市に行ったときに当時の次長と課長と担当職員が行って，一応エコルーナ

を確認しております。その中で，神栖市のほうで私のほうにファクス来た中なんですけども，

この当時を知る職員の話では，設置当初から照度が低く周辺が暗く感じられたとのことです，

ということが一文に載っています。 

 で，前回の質問したときに，神栖市の担当の人と話をしたのか，話をしてないのか，会った

のか，会わないのかってことが，非常に当時の次長の答弁でははっきりしてなかった。で，こ

れは私のほうで，神栖市のほうで確認した文書なんですけども，実際のところ当時の行ったと

きに担当者と話をしたのか，しないのか。そこだけちょっとはっきりさせましょう，今回。ど

うです。 



－79－ 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 当時のですね，旅行命令簿等を見ますと，その日にはですね，向こうの担当の方とお話をし

ないで，そのエコルーナっていう物を，製品をですね，外から確認したということだったと思

います。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） となると前回のね，前回――今の前の次長とのやりとりが非常に無駄

な時間になってしまいましたね。最初からそう言えば済むことなわけなんですけども。 

 それで，これも給食センターのほうもね，所長がかわってちょっとわからないかもしれませ

んけども，その神栖市のほうでそういった形で設置当初から照度が暗かったということを言わ

れてるわけなんですけども，給食センターのほうでは設置当時，もしわかればどうだったのか，

照度のほうですね。ちょっと確認お願いしたいんですけども。 

○議長（紙井和美君） 学校給食センター所長吉田恭久君。 

○学校給食センター所長（吉田恭久君） はい，お答えいたします。 

 設置した当時は，当然私いませんので，ちょっと全然わからないんですが，あの当時，今の

現在と同じだったんではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 現在と同じということは，非常に薄暗い。私も何回かあそこの前通っ

てますけども，ちょうど町でＬＥＤのやつが電柱にこう，ついてます。それと比較すると非常

に薄暗いぼやんとした関係があると思うんですよ。一応そういった意味合いでよろしいんです

か，今の。 

○議長（紙井和美君） 学校給食センター所長吉田恭久君。 

○学校給食センター所長（吉田恭久君） はい，お答えします。 

 ちょっとこの辺，表現についてはちょっと難しいところなんですが，私としては何か優しい

明るさと言ったほうがよろしいんでしょうか。そういう感じを受けます。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） そうですね，優しい明るさ。いい言葉がありました，はい。 

 それで，このエコルーナに決めた時期なんですけども，先ほどの回答の中では，この神栖に

行ったとき。で，神栖に行ったときの報告書で，この外灯エコルーナの確認って当時の次長な

んですけど，と書いてあるんですけども，入札から大分前のタイミングだと思うんですよ。で
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すから，実際私はこういう，実際入札とかそういった作業をやったことないんでわからないん

ですけども，こういったときに外灯何にしようかとかいうのは，入札のそのぐらい前にもう決

めるわけなんですか。どうなんですか。その辺ちょっと教えてください。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 当然入札する前にはですね，設計というものを組みます。今の話は設計段階でどういう品物

を使うかということの調査という。それは先ほども言いましたけども，実際に現地に行ってそ

の品物を見るっていうことでそれを確認したということで，この時期にそれを確認してこの製

品を取り入れるっていうことを判断したものと認識しております。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） ということは，入札の前に阿見町としてこのエコルーナを入れようと

いうことを，もう事前に決めていたわけですね。で，その中で，まずエコルーナに関して，途

中の回答でも出てくるんですけども，他社商品と見比べたかっていうか，比べたかというとこ

ろが質問で出てくるんですけども，その辺はもうどうなんですか。エコルーナありきで話した

のか。それとも幾つかこうある中で，これにしようっていう形で決めたんですか。それはどう

です。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 当然，神栖市の給食センターにあるのはエコルーナって商品でした。それを見に行ったわけ

ですから，それを主として考えたということでございます。で，ほかの製品について比較した

のかってことですけど，今現在残ってる資料等見ますと，そういったものはございませんので，

比較はしてないと思っております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） じゃ，最初にエコルーナありきっていうところからスタートしたって

いう感覚でいいかと思います。 

 それでですね，この入札に関して１回目不調になってますね。それで，この外灯，この工事

の中で，その前々回の，前前任者の次長のちょっと議事録あるんですけども，ちょっとこれね，

非常にわかりずらいんでちょっと読みますけども，「今回１回目で不調になりまして，１回目

これは外灯は入っていません。で，変更契約で外灯を追加した形になっております」と答弁し

てます。ですから，１回目，これは外灯は入っていませんって書いてあるんですけども，その

後のくだりの中でですね，「はい，お答えします。１回目のときは外灯は入っていました。２
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回目以降は当然車庫と外構で，その中には外灯は入っていませんでした」という。これ，時間

的には多分５分も待たない間のやつなんですけども，実際のところ外灯のやつが１回目なのか，

２回目なのか，ちょっとどっちだか教えてください。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 その当時の経緯を御説明しますと，まずその当時平成25年９月にですね，まず外構工事とい

うことで，そこでは先ほど言いましたエコルーナの外灯を設置する内容の工事を出しておりま

した。そこが先ほども議員のほうからも話がありましたが，入札不調になったということで，

それを受けまして，今度外構工事を外構整備工事と車庫整備工事に分けて発注しました。その

中で外構整備の工事発注するに際してそのエコルーナについても，これはそこに入れないで発

注したものを，今度は変更契約で外構工事のほうに後から変更契約でやったというふうな経緯

になっております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） それでは，ここで暫時休憩といたします。会議の再開は２時10分とい

たします。 

午後 １時５７分休憩 

―――――――――――――― 

午後 ２時１０分再開 

○議長（紙井和美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 休憩前のね，次長のほうの話で，エコルーナの話し合い，入札の話は

わかりました。で，先ほど次長のほうが変更契約の話ちらっとして，照明器具ね，７台の増額

と，あと減額の話もありましたよね。すきとりとかいろいろ。で，これとあと交通員の誘導が

30人が20人減ってのがありましたよね。これ，あそこの地域でそんなにね，交通量が激しいで

すか。一般道路とは違う場所ですよね。ですから，この減っていうのはどういう意味合いなん

ですか。ちょっとそれを教えてください。 

○議長（紙井和美君） 教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えします。 

 申しわけございません。ちょっと手元にその当時の資料が，契約変更の資料がございません

ので，そこまでの具体的なことはわかりません。ただ一般的にですね，どういう工事であって

もやはり交通員さんは必要かと思います。安全確保のために。それが何らかの事情によって必

要なくなったということだと思っております。 
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 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） ちょっと手元にないということなんですけど，変更前が30人で変更後

が10人ということでね，これ何なんだろうと単純に思うわけです。それで，この変更契約，先

ほど次長のおっしゃった変更契約書の中で840万の増額という形になりましたけども，先ほど

のエコルーナが150万というふうに考えると，足りないわけですよね。ですから，このマイナ

ス部分ってのは幾らぐらいだったんですか。減額，今のその誘導員の減とか，あといろいろ細

かい外構工事の減ですね。それの減額はどのぐらいだったんですか。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育次長朝日良一君。 

○教育次長（朝日良一君） はい，お答えいたします。 

 やはり資料がないんで，正確なここでマイナスの金額っていうのは出せないんですけれども，

逆に言うと，先ほど初めにですね，840万円の変更契約で７基をつけたというお話があったん

で，120万だという話だったと思うんですけども……。ですよね，それが今回私ども説明で実

際は契約上は150万，１基あたりですね。1,050万近くかかってるってことで，それを逆算して

いただければ1,050万から840万ですか，を引いたものがマイナスの額というふうに考えていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 一般質問ね，出して，その後に普通ヒアリングが行われると思うんで

すよ。ですから，ぜひともね，それはやっていただきたい。ですから，そうすれば資料がない

とか，わからないとかいうことはなくなるわけですよね。これはひとつこれからのこともあり

ますので，ぜひともよろしくお願いいたします。 

 時間もなくなるんで，それで改めてお伺いするんですけども，この１基にね，今150万って

判明したエコルーナ，これが７基。で，なおかつあそこのところは敷地内にあって，電気がつ

くころにはもう今の状態だと誰もいなくなっている。で，通行人もいない。街路灯・防犯灯と

いうのにもほとんど役に立っていない。なおかつ３時間から４時間ぐらいの点灯時間って，前

聞いております。ですから，仮に８時，９時に暗くなって点灯しても，12時ぐらいには消えて

しまうというようなものが，あそこに７つ，１基150万あります。 

 改めてお伺いしますが，これ立てて本当に町としてよかったと思いますか。教育長，お願い

します。 

○議長（紙井和美君） 教育長菅谷道生君。 

○教育長（菅谷道生君） はい。その辺のいきさつ，十分理解してないですが，導入した当時

の状況でデザイン性優先ということで入れたということで，今その部分を，今の時点でそれは
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どうであったかっていうのは，ちょっとわかり兼ねるとこがあります。 

 それから，これは全く個人的なんですが，これ推測なんですが，商品名エコルーナ――エコ

でルーナ，優しい明かりとありましたけど，月明かり。ですから，もうがんがん照らして，今

のＬＥＤと比較してがんがん照らして明るい外灯ってものを求めたのか，それともシンボルと

して本当に，さっきの優しい明かりじゃないですけど，エコルーナ，商品名からしてそういう

ものを求めたのか，私はそこはちょっとわかりませんが，その辺も加味していくことが必要で

あるかと思います。 

 ただ，大切なね，税金を使っていくということですから，それは議員御指摘のように，そこ

は慎重に今後もやっていかなくちゃいけないかと。そこは反省すべきところと思います。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 教育長も当時からはおられたわけじゃないんで，なかなか当時のこと

を理解できないということで，今おっしゃられたかと思うんですけども。エコルーナね，ちな

みに当時の次長がね，「水星や金星のように光っていた」と。まさしくエコルーナという形に

なるかと思うんですけども，ただ笑いごとじゃ済まされない問題です。 

 はっきり言うと，これはもう過去にお金が出てしまっている。ですから，今いみじくも教育

長おっしゃいましたけども，これからのことを考えたら，やはりこのお金，この金額でこうい

うものをつくっていいのかどうなのかっていうことを，やっぱりしっかり考えるべきだと思う

んですよ，私は。先ほど冒頭の私の話の中で，高くても50万ですよ，はっきり言って。外灯を

つけるとなると。ですから，それが３倍の150万。ですから，先ほど言ったように，工事費の

中でね，６分の１を占めてしまうというような外灯を，これはつけること自体が，私は阿見町

として間違っていたと思うんですよ。 

 ですからこの間，私はその３回の一般質問，今回３回目ですけども，この問題やらさしてい

ただいて，やはり阿見町での税金の使い方，これは本当に大きな問題があると思います。です

から，無駄をなくす，ね，ということで，ぜひともね，税金を使ってしまったら，結果的にこ

れはもう使ってしまったのはしょうがないちゃしょうがないのかもしれませんけども，じゃ，

それをどう取り戻すか，町として。極端に言えば，仮に50万のところに150万つけてしまった。

１基に対して100万多く支出してしまった。それが７基だから700万。じゃあ700万をどう取り

戻す，町として。行政のその手腕ですよね。ぜひとも，そこを考えていただかないと。 

 これ町民の人は，ここのところは怒りますよ。「150万の外灯，ばか言ってんじゃねえよ」

っていう話になるかもしれません。ですから，それを取り戻すということをね，ぜひともこれ

から考えていただきたいと思うんですよ。ですから，エコルーナに関してはもう終わってしま

ったっていう関係もあるんで，取り戻すってことをね，ぜひともやっていただきたい。それは
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ひとつ要望いたします。 

 で，もう１つの太陽光のほうなんですけども，こちらの太陽光のほうが，まずですね，この

水道事務所の件なんですけども，今回工事でラッサムから見積もりをもらっているかと思うん

ですね。そのラッサムの見積もりでは，どのような製品を使用するような形になってたかちょ

っと教えてください。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。上下水道課長坪田博君。 

○上下水道課長（坪田博君） はい，お答えいたします。 

 私どもの仕様は，あくまでも２軸の追尾式で28.8キロワットの発電量を満たすものというこ

とで資料をつくっております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） じゃ，その段階ではラッサムの見積もり……。ラッサムから見積もり

とったのはとりましたよね。で，その段階では，じゃあこの製品，極端に言えば緑洲の，今回

使った緑洲の製品を使いましょうとかいうことにはなっていなかったんですか。 

○議長（紙井和美君） 上下水道課長坪田博君。 

○上下水道課長（坪田博君） はい。うちのほうは，再三お話してると思うんですが，製品の

指定はしておりません。で，見積もりをとった中で１番ラッサムのものが安かったので，その

単価というか，価格は仕様しております。ただラッサムの物を使え，緑洲の物を使えというこ

とは一切指定はしておりません。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） ということは，回答書でもあったのかな，そのＡっていう会社の物を

使えとかいう，そういうことはないわけですね。なおかつ，今回ナカジマが，この前の調査特

別委員会の中で，やりとりの中でラッサムと緑洲，それが熱心に営業をかけたんで使ったって

いうことで，ナカジマがそれを町のほうに，これを使いますよと申請したと。その段階で，も

ちろん緑洲っていうのは聞いたかと思うんですけども，ここにも書いてありますので，軽微な

出来事として庁内での情報の共有はしてなかったって書いてあるんですけども，実際この間の

ことを考えれば，緑洲のことを使うっていうことに対して，やはり町として，何ていうんだろ

うな，不安感っていうのかな，要は給食センターのほうでこういう状態になってるということ

で，そういった不安感ってのはなかったんですか。 

○議長（紙井和美君） 上下水道課長坪田博君。 

○上下水道課長（坪田博君） 当時の部分について，時系列で申し上げますと，26年の５月の
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30日にナカジマより緑洲の製品使用の承認願い，これが上がってきました。で，一方エコルー

ナのほうは，26年の６月２日，６号機が途中不点灯であることを確認。で，この情報は，町長

答弁でもあったとおり私どものほうには入っておりませんでした。そういう中で，私どもは26

年の６月の４日，製品の使用について承諾をしております。一方エコルーナなんですが，原因

追及をしておりまして，26年の９月に設定の不備，ですから機械本体がどうのこうのというこ

とじゃなくて，設定の不備だということでその設定を直して不具合を解消したということにな

ります。で，26年９月の２日には，私どももう売電を開始しておりますので，給食センターで

追求して原因がわかったときには，もう我々のところには設備が設置されて売電が開始されて

いたということになります。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 結果的には，まだ給食センターのほうで原因がわかんないまま，こっ

ちとしてはこっちとして動いててという形になったんですかね。 

 はい。それでですね，回答書の中で言われてるんですけども，再生可能エネルギー利用を推

進する環境事業として取り組んだ。そう書かれております。確かに，この問題が起きたときに

水道課からいただいたこの資料あります。この資料の中で，冒頭の，この平成24年のやつで，

平成24年の再生可能エネルギー導入基本計画業務報告書というのがね，ありまして，そこに冒

頭にはっきり言って書かれてはいます。しかしこの中で，この平成25年の見直しが行われた中

で，全量売電ができるということで投資回収年かな，これ最も早い追尾型全量売電が最も有効

な候補になると。経済的にすぐれた全量売電方式で，発電効率のよい追尾式方式が望ましい。

そういうふうにこの文章の中で書かれています。 

 そういった中で，冒頭，先ほどの24年の最初の段階で環境の問題とか，それは十分わかりま

す。で，環境の問題をずっとこの今回の回答書の中では前面に出して回答してるわけなんです

けども，実際この間のやりとりの中で，環境の問題よりも金額の問題がほとんど話に出ている

と。それでですね，これは決算特別委員会の中での議事録なんですけども，坪田課長のほうで

おっしゃってるとこなんでね，「最終的にじゃあ幾らだったんだ，もと取れるのかという話に

なると追尾式で再開するのは非常に厳しい」という。要するに，これ壊れた後の問題ですけど

ね。で，「今あるパネルを利用して設置型，これで再開できればいいということで考えており

ます」と。で，「ざっとした試算なんですが，今までの売電収入が先ほどお話したように300

万円弱。前2,100万円かかっていますので，後1,800万強ということになるんです。大体これか

ら23年度やればツーペイになる。今ここでやめてしまえば1,800万の損失ということになるの

で，この損失を少しでも少なくしたいということで現場サイドは考えている」というようなこ
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とが議事録の中に載っております。 

 そうなると，やはり回答でのこの環境問題，これももちろん必要なことだと私は十分思いま

すが，この追尾式の中で動いていく中で，設計段階でも25年の変更ということも先ほど言いま

したが，その中でやはりこのかかったお金，やはりこれをもとに取るっていうことがやはりこ

れは町でももちろん考えていたわけだと思います。ただ，この回答書の中で見ますと，「当初

より固定式で実施したと仮定した場合とほぼ同額であり，本来の目的を達成するための費用と

しては妥当なものと判断する」と。 

 ですから，環境問題としてやった場合はもしかしたら妥当だったかもしれない。しかしその

25年の変更の中で，この間追尾式ということになって，お金を，やはりその売電価格をやろう

と。で，冒頭私のほうで約1,100万円の利益が何もなかったら出るだろうというところが，結

果的に落下事故が起きてできなくなってしまったということで，私の最初の質問でも言ってる

とおりですね，この問題に関しまして，私のほうで考えたところでは，その３つの方法がある

んじゃないかと。 

 １つは，もう１回追尾式にする。ただ，これはもう今現在あそこに固定式になって置いてあ

りますから，ちょっとそれは現実的じゃないかもしれません。ただ，それも１つの方法として

ある。２つ目が，後ろのスペース，前，課長にもね，お話しましたけど，後ろのスペースがあ

いている。あそこにパネルを並べることによって同じ売電ができる物をつくると。それが２つ

目。３つ目としては，これはストレートに損害賠償ってことになるかと思うんですよ。 

 ですから，私は今回のこの一般質問の中で，税金の無駄遣いっていうことで質問さしていた

だいてます。ですから，先ほど給食センターの話もしましたけども，給食センターの場合には

もう使ってしまった。ですから，どうにかその700万円を取り戻すことを考えてくれって話は

しました。で，こちらのほうとしては，使ってしまったとはいえ，これからまだ先が20年とい

うスパンがある問題です。ですから，今言ったように３つの方法。もし別個に水道課のほうで，

いや，こういうこともあるよという場合そうなんですけども，まずはその224万。これはあく

までもこれ，予算ベースの計算ですんであれですけども，この224万円をどう取り戻すか。だ

から，それこそそれ分のＣＯ２，環境の問題で考えれば，私はあの後ろにその分の発電できる

太陽光パネルを設置する。これが１番現実的かなと思うんですよね。 

 ですから，その辺今回の質問の中で，それをどう町としてやっていくのかってことをお伺い

してるわけなんで，その辺当該のほうとしてはどうお考えなのかお願いします。 

○議長（紙井和美君） 上下水道課長坪田博君。 

○上下水道課長（坪田博君） はい，お答えいたします。 

 先ほど町長の答弁でもあったように，あくまでも売電期間20年という期間でどういうふうに
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なるだろうというシミュレーションをしております。で，実際パネルについては25年の保証が

出ておりますので，20年たってからでも５年間は当然使えていくと。そういう中で，東電と新

たに売電契約を結べるものであれば売電契約を結んで売っていく。売電契約ができないという

ことであれば自己使用ということで，あそこの事務所の中で発電した電気を使って少しでも電

気代を少なくしていく。そういうことで，最終的にかかる費用を最少限にしたいというような

ことで考えております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 20年以降の話をね，今課長おっしゃいましたけども，実際追尾式のや

つだって20年でぱたっと終わるわけじゃないわけですよね。ですから21年，22年があれば，そ

の分だけ発電しますよ，ね。ですから，今の話ですと，ね，今の固定式で20年じゃはっきり言

ってペイできない。これはこっちの計算，最初の東洋設計のほうで計算した金額でも固定式だ

と20年でペイできないって，これは屋根の中で書いてありましたけど。ですから，20年でペイ

できないのは，今，現状じゃしょうがないんですよ。 

 ですから私は，はっきり言って21年，22年になると，その追尾式のほうだって動いてるから

もっともっと発電するでしょう。ですから，どんどんどんどん差が大きくなるわけですよ。で

すから20年以降の話じゃなくて，今20年というラインを切った中で，その224万円，これをど

うするのかというところを答えくださいよ。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） 私のほうからお答えさしていただきます。 

 減価償却が一応20年というふうなことでございます。で，今回そういう，今までいろいろと

説明をさせていただきましたけれども，その追尾式の太陽光が落下してしまったというような

原因が前提にあるわけです。そういった中で永井議員……。我々としましては，当初はその環

境対策に環境事業として取り組むというふうなものがあったもんですから，当初の予定に，考

え方としては変わらないだろうというふうなことで答弁をさせていただいております。これは

永井議員と，これは意見の違いですから，なかなかそれはそういうふうになってしまいますん

で，埋まらないと思いますけれども。 

 そういった中で，永井議員が追尾式ならもっと20年以降も出るだろうというふうなことは，

あくまでもそれは結果であって，今前提の中では，もう既に固定式で，ある程度町としてもど

うしたらその今までの費用を回収できるかというふうなことで考えていかなければならないん

だろうというふうに思っております。そういう意味で，20年以降も使用した中で，なるべく投

資した額に近づけるような対応をしながら使っていきたいというふうには思ってるということ
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でございます。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 今私が20年以降と言ったのは，課長のほうからそういう話があったか

ら私は言ったわけであって，ね。町のほうが最初から20年以降の話をしてんですから，私はそ

れで合わしたわけなんですよね。 

 で，今追尾式のやつがね，落下したことが大きな原因だってありますよね。ですから，私は

じゃあ落下した原因はどうなのっていうと，これ28年の12月議会でのね，同僚の海野議員の質

問でのね，湯原部長の答弁なんですけどね，「今私が答弁したとおり，海野議員が言われるよ

うに機械の欠陥が，大もとはそれが原因がなるんだろうというふうには認識しております」と。

「ただ自然災害が，その風速が強かったため，それが機器の欠陥に基づいて落ちてしまったと

いうことでございます」。ですから，大もとには機械の欠陥，不具合っていうんですか，それ

があると。それはまあ部長も認識しておられると思います。ですから，機械が壊れたというこ

とによって，その売電ができなくなったっていうのは，これは紛れもない事実であって。です

から，機械が壊れなければ，こんな話はないんですよ，言ってしまえば。 

 で，こちらもそうだったけど，こちらも契約差金でやられてますよね。ですから契約差金で

やられてるから，こちらのほうとしてもなかなかわかんなかったって関係もあって，何もなか

ったらそのまま「いつできたんだろうな，あの太陽光発電」というとこでずっと，変な話終わ

っちゃってるかもしれません。こういった問題が起きたからこそ，今のような問題があると。

ですから，落下した原因が機械の問題があるわけですから，私としては落下しなかったときの

売電収入から計算して，その損失した部分はどうなのかってことを聞いてるわけですよ。 

 ね，ですから環境の問題はもう，十分私もこれしっかり読まさしてもらいましたし，この前

いただいたこの報告書ね，上下水道課から出た報告書を読まさしてもらいました。で，環境問

題は非常にわかるんですけども。そういった中で，やはりこの落下が原因で。で，メーカーが

もう倒産しちゃって直すことができない。倒産したメーカーがね，緑洲ということで，こっち

も緑洲がかかわってることなんでね。 

 ですから，私はそのことを再度お伺いしたいんですけども，その落下した原因は，今言った

ような原因がありますんで，どう224万円を埋めるのか。それをちょっともう１回お尋ねしま

す。時間もないしと。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） はい。再度お答えしますけれども，穴埋めをするというふう

な認識というふうなことではなくて，なるべくその……。住民監査請求の中でもあったように，

20年以降もそのパネルを使って，その投資額に対する回収というものも図れるというふうなこ
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とですので，そういった中で，なるべく回収していきたいというふうには考えております。 

○議長（紙井和美君） ９番海野隆君に申し上げます。不規則発言は控えてください。 

 ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） もう時間がないんでね，同じようなやりとりをしてもしょうがないん

で，やはりこの先ほどの給食センターの問題，太陽光パネルの問題，あります。これは今日の

午前中に小中学校のエアコンの話ありました。で，やはりお金がないから順番にやっていくし

かないんだよというような話が次長のほうからあったと思うんですけども，その設置に関して

もですね，こういった今までやってる町の税金の無駄遣い。それがなくなれば，子供たちはも

っと早く涼しい教室で勉強ができるわけですよ。 

 ですから，先ほど教育委員会のほうにも申しましたけれども，やはり穴埋めの問題だとかそ

ういったとこをね，町として，やはり私たちの税金，皆様方もそうだと思いますけども，税金

が使われていろんな施策やる。施策やることはいいことです。ただ，それがどっかしらおかし

い，間違ってんじゃないかな，そういった，こんな無駄遣いがあるんじゃないかなということ

がね，大きな問題だと思うんで，ぜひともそれを再度お願いして，１問目を終わります。 

 じゃあ，２問目いいですか。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） じゃあ，改めて２問目に移ります。 

 この阿見町の平和行政についてです。この間，阿見町では町内の中学生を対象として平和記

念式典派遣事業を実施しています。この事業で平和のとうとさや戦争・原爆の恐ろしさなどを

学んでいます。昨年の11月７日・８日に佐倉市において第６回に平和首長会議国内加盟都市会

議総会が開かれ，加盟都市総数は111自治体185人で，うち首長は47名の参加でした。この平和

首長会議は，世界の都市が連携を築き，核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に寄与することを

目的としております。平成28年12月１日現在，世界162カ国の地域の7,196の都市が加盟してお

り，国内においては全国で1,741自治体，そのうち茨城県内では全ての市町村を初め，全体で

95.1％となる1,655の自治体が加盟しています。 

 また，この会議では各市町村の平和行政に関する取り組み等が報告されています。今回の議

事において，広島・長崎の被爆者が訴える核兵器廃絶署名に対し，平和首長会議として賛同・

協力することについて，また核兵器禁止条約の早期実現に向けた取り組みの推進についての要

請文を日本政府に提出することについて了承・可決いたしました。 

 また，３月27日から31日にニューヨークで行われた，核兵器全面廃絶につながる核兵器を禁

止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議，ここでも広島で被爆したカナダ在住

の方の演説が世界を動かしました。国連会議のエレン・ホワイト議長も被爆者国際署名の日本
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での取り組みについて強い関心を示したと言われております。阿見町でも，この平和首長会議

の加盟都市の一員として，この被爆者署名に主体的に取り組むことを強く要請します。 

 そこでお伺いしますが，阿見町としてこの被爆者署名に取り組むとともに，広く町民呼びか

ける考えはありますか。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君。 

○町長（天田富司男君） それでは，阿見町の平和行政についての質問にお答えいたします。 

 町では，昭和61年に「平和憲法の精神にのっとり，非核三原則を将来ともに遵守し，あらゆ

る核兵器の廃絶を全世界に強く訴え，核兵器の全面撤廃と軍縮を推進し，もって世界の恒久平

和達成を目指し，非核平和都市の宣言を行う」とした非核平和都市宣言を制定し，世界平和の

実現に向けて，平和行政を推進しているところであります。 

 そして町は，平和行政の一環として核兵器廃絶及び世界恒久平和の実現を目的とした世界各

国の都市が加盟している団体である平和首長会議に，平成22年から加盟しております。平和首

長会議では，核兵器禁止条約の早期実現を目指した署名活動を平成22年から実施しており，イ

ンターネット上でのオンライン署名が可能となっていることから，町ではこのオンライン署名

サイトのリンクを町ホームページに掲載することで，町民に対して広く周知を図っているとこ

ろです。 

 平和首長会議で実施している署名は，議員御提案の署名と核兵器廃絶という点で同趣旨のも

のであることから，引き続き平和首長会議が行っている核兵器禁止条約の早期実現を目指し，

署名活動を町民に対して周知していきたいと考えております。 

○議長（紙井和美君） ８番永井義一君。 

○８番（永井義一君） 町でもね，この平和の取り組み。非常に私もよいことかと思います。

それで今，回答の中でね，このホームページのやつで，こういった形で私もちょっと打ち出し

てきましたけども，こういった形で町のほうとしてやられるということでね，ぜひともお願い

したいんですけども。 

 その中で，１点だけお伺いしたいんですけども，今年の３月に土浦の市議会で，これは代表

質問――代表制とってるんでね，代表質問をやったんですけども，その中で平和行政について

ということで，日本共産党の久松議員がやったんですけども，同じように平和首長会議のね，

第６回の中でこの被爆者国際署名の話が出て，その中で肩書署名っていうのがありまして，普

通の一般の署名はこういった形で，５名連記みたいな感じでなってるわけなんですけども，役

職のある方に関してですね，この肩書署名ってのがありまして，名前と肩書を書くような。こ

れも同じように国連のほうに出すというような署名がありまして，で，この中で……。 
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○議長（紙井和美君） 永井議員に申し上げます。残存時間が無くなりました。 

○８番（永井義一君） はい，まとめます。じゃあ短時間にまとめます。済みません。 

 県内で20の市町村長がやれています。じゃあ１つだけ質問よろしいですか。最後の。 

○議長（紙井和美君） 簡潔にお願いします。 

○８番（永井義一君） はい，簡潔にいきます。ぜひとも町長のほうにですね，この20やられ

てる質問の肩書署名ですね，やっていただきたいと思って，それが最後の質問になります。済

みません。 

○議長（紙井和美君） 町長天田富司男君。 

○町長（天田富司男君） はい。じゃあ考えておきます。 

○８番（永井義一君） はい。 

○議長（紙井和美君） これで，８番永井義一君の質問を終わります。 

 次に，３番井田真一君の一般質問を行います。 

 ３番井田真一君の質問を許します。登壇願います。 

〔３番井田真一君登壇〕 

○３番（井田真一君） では，本日最後の質問となりますが，最後まで皆さんおつき合いよろ

しくお願いいたします。 

 前回３月の一般質問では，霞ヶ浦二橋推進について質問いたしましたが，橋をつくって経済

効果や観光誘客につなげることも重要である一方，霞ヶ浦がきれいでなくては魅力はありませ

ん。幾らハード面が強化されても，望む効果は得られないと思います。そういう中で，霞ヶ浦

は湖水浴場がにぎわっていた昭和40年ごろ，ＣＯＤ――湖沼の水質汚濁状況をはかる代表的数

値になりますけれども，このＣＯＤが４ミリグラムパーリットル程度でした。それが昭和54年

には11.3ミリグラムパーリットルまで上昇してしまい，その後いろいろな方の努力もあって平

成４年には6.8ミリグラムパーリットルまで改善されました。しかし，それ以降は７から８ミ

リグラムパーリットル台で横ばいに推移しており，大幅な改善には至っておりません。 

 毎年，海の日の時期に泳げる霞ヶ浦市民フェスティバルが開催されています。私も青年会議

運動でカヌー乗船体験等お手伝いさせていただいております。そのときは，子供たちはみんな

楽しそうに霞ヶ浦で泳いでおりますが，親は心配そうに水の汚いこの霞ヶ浦で泳いでるのが心

配だなという声が多く聞かれております。 

 そういう中で，私はかねがね霞ヶ浦を昭和40年ごろの環境に近づけて，親子安心して湖水浴

が楽しめる環境をつくっていきたいと強く感じておりました。折しも，来年の平成30年10月に

は，本県霞ヶ浦を中心として第17回世界湖沼会議が「人と湖沼の共生―持続可能な生態系サー

ビスを目指して―」というテーマで開催されます。阿見町でも清掃活動や家庭用使用済みてん
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ぷら油の回収を行い霞ヶ浦の浄化に努めておりますが，湖沼会議があることをきっかけに，さ

らに霞ヶ浦の浄化を進めていただきたく，幾つか質問させてください。 

 １点目，現在町として行われている霞ヶ浦やその河川，周辺河川への環境対策はどのように

行われていますか。 

 ２点目，湖岸周辺・親水拠点の整備状況はどうなっていますか。また，整備に伴って環境へ

の影響はどのように考えられますか。 

 ３番目，世界湖沼会議に向けて，新たに何か取り組まれる考えはありますか。 

 以上，３点について御質問させていただきます。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君，登壇願

います。 

〔町長天田富司男君登壇〕 

○町長（天田富司男君） それでは，霞ヶ浦浄化についての１点目の，現在町として行われて

いる霞ヶ浦やその周辺河川への環境対策はどのようなことが行われていますか，についてお答

えいたします。 

 霞ヶ浦の水質が改善されない主な原因は，河川など通じて霞ヶ浦に流れ込む汚れによるもの

です。その発生源は，流域の生活排水や家畜の排せつ物，また農地や市街地等の面源となりま

す。町としては，その中でも負荷割合の多い生活排水への対策を主に取り組んでおり，下水道

の整備・接続の推進や，合併浄化槽の設置指導を進めております。また，霞ヶ浦に流れ込む町

内の身近な河川について，定期的に水質調査を実施し，霞ヶ浦流域の水質把握に役立てており

ます。 

 水質浄化の啓発や活動の取り組みとしては，霞ヶ浦や身近な河川に親しみ，目を向けてもら

うことを目的として，主に小学生を対象とした湖上体験スクールや小野川探検隊，霞ヶ浦での

地びき網体験などのイベントを開催しているほか，９月１日の「霞ヶ浦の日」に合わせた水質

浄化キャンペーン，家庭用使用済みてんぷら油の回収などを行っており，さらに霞ヶ浦の水質

浄化意識の高揚を目的として，毎年霞ヶ浦清掃大作戦を行っております。 

 そのほか，町では茨城県や霞ヶ浦流域21市町村で構成する霞ヶ浦問題協議会や各種団体及び

個人で組織する阿見町家庭排水浄化推進協議会と連携をし，霞ヶ浦の水質浄化へのさらなる意

識高揚を図りながら，泳げる霞ヶ浦を目指し活動を進めているところでございます。 

 ２点目の，湖岸周辺，親水拠点の整備状況及び，整備に伴う環境への影響について，お答え

いたします。 

 霞ヶ浦周辺及び親水拠点の整備については，かわまちづくり事業の中で平成25年度から27年

度にかけて，桜堤整備や，島津小公園整備，それに伴う桜の植樹を行うとともに，平成26年度
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から28年度にかけてサイクリングロードの整備を行っております。今年度は，国土交通省霞ヶ

浦河川事務所により緩傾斜堤防の工事が予定されていることから，河川空間と町空間の融合が

進み親水性が高まることとなります。 

 そのほか，平成31年度開催予定の茨城国体競技であるセーリング会場の準備を進めており，

平成30年の工事完了を目指し設計作業に着手しております。湖岸周辺の環境への影響について

は，自然公園法等の関係法令を準拠するとともに，管理者である霞ヶ浦河川事務所と協議をし，

実施しているところであります。 

 ３点目の，来年行われる世界湖沼会議に向けた新たな何か取り組まれる考えはありますか，

についてお答えいたします。 

 平成30年10月に第17回世界湖沼会議が茨城県で開催されますが，本県で世界湖沼会議が開催

されるのは，平成７年に第６回会議を開催して以来，23年ぶり２回目となります。この世界湖

沼会議は，一般市民や学術研究者，ＮＧＯや行政等が一堂に会し，世界の湖沼やその流域で起

こっている多種多様な環境問題について，情報の共有や意見の交換を行う極めて重要な会議で

あり，町としては霞ヶ浦問題協議会と連携して，平成29年度世界湖沼会議気運醸成事業に取り

組んでまいります。 

 しかしながら，同じ時期に町内で国体セーリング競技のリハーサル大会が開催され，相当の

人員配置が必要とされることから，世界湖沼会議に関して，当町を会場としたイベントは行い

ませんが，１人でも多くの人に会議への参加を促すため，積極的な広報や情報提供等に取り組

んでまいりたいと考えております。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい，答弁ありがとうございました。 

 では，１点目の再質問をさせていただきたいと思うんですけれども，答弁の中にありました

けれど，生活排水ですね，そういうようなものについて，現在の下水道整備状況及び集落排水

整備状況はどうなっておりますか。 

○議長（紙井和美君） 上下水道課長坪田博君。 

○上下水道課長（坪田博君） はい，お答えいたします。 

 平成27年度なんですが，下水道整備率が68.7％，農業集落整備率が4.9％，平成28年度下水

道整備率が69.1％，農業集落排水整備率が4.9％。で，農業集落配水地区につきましては，人

口減少がちょっと大きい地区ですので，28年度に人口減少等を考慮した今の，正しい数字とい

うか，現況を把握した数字を用いたところ，前年度より若干下がったということになります。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 
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○３番（井田真一君） はい。そういう意味では，下水道整備に関しては全国平均が77.8％に

対して，ちょっと先ほど言っていただいたのが69.1％でしたかね。そういう中で，ぜひ阿見町

としても全国平均に近づけてほしいと思っていますが，今後の普及予定等はどう考えているで

しょうか。 

○議長（紙井和美君） 上下水道課長坪田博君。 

○上下水道課長（坪田博君） はい。今後の公共下水道の計画なんですが，荒川本郷地区，あ

と吉原地区，あと２つ工業団地があるんですが――筑波南第一工業団地と福田工業団地，あと

筑見地区，市街地が形成されておりますので，そのあたりを中心に整備をしていこうというこ

とで考えております。 

 で，町内全体が市街地ということであれば，どんどんどんどん下水道を整備すれば整備率も

上がるし，当然水質もきれいになるんですが，阿見町のように市街地があって，あとは集落が

点在してるという地区になりますと，どうしても配管だけをやってくということになると無駄

が出ます。で，阿見町としては，公共下水道事業，農業集落排水事業，あと合併浄化槽設置事

業，これを３つをうまく組み合わせて排水を処理していこうと。で，その３つを組み合わせた

ものなんですが，平成27年度で汚水処理人口の普及率が90.6％，平成28年度で91.8％。これは

全国平均で――全国平均は27年度のものしかないんですが，89.9％ですので，全国平均は上回

ってる状況です。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい，ありがとうございます。 

 確かに阿見町は荒川本郷のように人口が多いところと，やはり農地が多くて人口が密集して

ないところがあると思うんで，そういう中で予算をどううまく軽減して普及していくかという

ことで活動されてるということがわかったので，そういう意味で全国平均よりも普及率が上回

ってるということなんで，引き続き100％を目指して進めていただければと思います。 

 それではですね，次の，答弁に町内の身近な河川の水質調査とありましたが，どの河川を調

査していますか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 一級河川の清明川と乙戸川，それから準用河川の桂川の水質調査をですね，毎年この３河川

を行ってるというところでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 
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○３番（井田真一君） はい。その調査において水質の状況はどうなっていますでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 １河川においてですね，５カ所程度の調査を行っておりまして，昨年度秋に行った水質調査

によりますと，ＣＯＤの１リットル当たりの平均値が清明川は７ミリグラム，乙戸川は６ミリ

グラム，桂川は５グラムとなっております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） それでは，ここで暫時休憩といたします。会議の再開は午後３時10分

といたします。 

午後 ３時００分休憩 

―――――――――――――― 

午後 ３時１０分再開 

○議長（紙井和美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） 休憩前，先ほどですね，各地点での数値を言っていただいたと思うん

ですけれども，その数値はここ数年の傾向としてはよくなってるんでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 平成24年から平成28年，昨年までのですね，霞ヶ浦流域河川の３河川の平均でですね，水質

をＣＯＤで指標いたしますと，１リットル当たり平成24年が６ミリグラム，平成25年が５ミリ

グラム，平成26年が４ミリグラム，平成27年が５ミリグラム，平成28年が６ミリグラムとなっ

ております。大きな数値の変化はございませんが，５年間で平均いたしますと約5.2ミリグラ

ムというふうになっております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） 大きな変化がないということだったんですけれども，霞ヶ浦問題協議

会で発行している「清らかな水のために」によると，霞ヶ浦の平均値ですが，平成25年6.8ミ

リグラムパーリットル，平成26年に7.0ミリグラムパーリットル，平成27年には8.2ミリグラム

パーリットルと，27年は大きく上昇していますが，どのような原因か考えられることはありま

すか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 
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 平成26年度から比較いたしますと，１リットル当たり1.2ミリグラム上昇いたしました。い

ろいろな理由が考えられますが，その１つとして平成27年10月はですね，日照時間が長かった

ことから，10月以降植物プランクトンが多くなってＣＯＤが高い要因になったのではないかと

いうふうに言われております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） 今，日照時間ということだったんですけども，なかなか明確な原因は

特定しにくいのかなと思います。そういう中で，いずれにしても数値を下げていくように努力

が必要だと思います。町としても清掃大作戦や水質浄化キャンペーンを行って力を入れてるこ

とはよくわかりますが，町が行う事業以外に霞ヶ浦浄化につながるような団体に支援してると

ころは，霞ヶ浦問題協議会以外にどこかありますか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 町外の団体としては，先ほど町長のほうが答弁あった，今，井田議員が言われた霞ヶ浦問題

協議会や，そのほか小野川流域の６市町村と市民団体・企業・霞ヶ浦を管轄する行政機関など

で構成されます小野川探検隊連絡会議という団体がございます。この団体は小野川流域市町村

である，つくば市・稲敷市・牛久市・龍ケ崎市・美浦村・阿見町が輪番制で実施主体となり，

環境教育などの事業を行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） 小野川探検隊ということで，それも霞ヶ浦問題協議会に附属している

ような団体だと思いますんで，実際には１団体。なかなか自治体として特定のほかの団体を支

援するっていうことは難しいのかもしれませんけれども，先ほど言われた小野川探検隊のよう

に，小学生を対象にして霞ヶ浦に触れて体験イベントをするということは，すごくいいなって

感じております。 

 そういう中で，ちょっと小野川探検隊で検索して内閣のホームページを見たところ，交流事

業のイベント参加者資格が牛久市内の小学校４年生から６年生と表記されていたんですけれど

も，町内からの参加者の資格はないのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 流域の各市町村からの参加資格はございます。先ほど申し上げたとおり６市町村により組織

されております。阿見町からも毎年参加してございます。事業内容については広報等に掲載い
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たしまして，募集をかけているところでございます。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） じゃあ，ホームページちょっと見ていただければわかると思うんです

けど，じゃあ誤りだったということだと思いますんで，ちょっと確認いただければと思います。 

 それで，済いません，先ほど参加者ということでしたけど，何組っておっしゃったんでしょ

うか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 昨年の参加者でよろしいでしょうか。 

○３番（井田真一君） はい。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） 昨年，平成28年ですけども，阿見町からは一般参加者は４組

８名の申し込みがありました。６市町村での合同事業となるため，例年の参加人数を目安とし

た募集上限枠が各市町村ごとにございまして，全体で100名前後の募集をかけるため，阿見町

においては10から15名の枠というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） ちょっと枠があったのは知らなかったんですけれども，一般質問に当

たりちょっといろいろ調べてた中で，海野議員のブログがありちょっと参考にさせていただい

たんですけど，平成26年は１組しか参加されていなかったということで，昨年は４組８名です

か，増えているということでよかったなと思います。ぜひ，いい事業なので，枠があるのかも

しれないですけれども，町内の多くの方が参加できるように推進していただければと思います

ので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，２問目の再質問になりますけれども，霞ヶ浦の水質が改善されないほかの要因と

して，湖底に累積してる泥から窒素・リン酸などが溶け出し，それが栄養源にしている植物プ

ランクトンが増殖することによってＣＯＤが上昇したり，水の透明度が低くなるとも言われて

おります。今回湖岸を整備するに当たって，湖底を多少掘るとも聞いてますんで，せっかくそ

ういうことをやられるんであれば，そういう海底にたまっている累積した泥をとるようなこと

も一緒に，その環境浄化につながるように進めてもらえること期待しております。 

 また湖岸を整備するに当たり，町民が気楽に霞ヶ浦に接したり湖水浴ができるような場所を

つくるような計画等はあるんでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 
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○産業建設部長（湯原幸徳君） お答えします。 

 湖水浴場をつくるという計画は今ございません。先ほど町長の答弁の中で，町は平成23年度

から国土交通省のかわまちづくり事業に認定を受けまして，国交省霞ヶ浦河川事務所と一緒に

なって霞ヶ浦の湖岸の水辺環境の整備をしてまいりました。で，今年度，大室下に緩傾斜地を

整備するということで，まだ具体的にどのくらいの長さで，どういうふうにっていうのはあれ

なんですけれども，大体80メートルから100メートルぐらいの間で，霞ヶ浦になだらかなスロ

ープをつくるというふうな……。スロープになるか段差になるかはちょっとあれなんですけれ

ども，そういった整備をしておりますので，そういった中で霞ヶ浦と一体となった整備がされ

てくるということで，非常に期待をしているところでございます。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） まずは浄化のほうを進めなきゃいけないんだと思うんですけれども。

先ほど話しした子供が湖水浴をしてる，ちょっと今日は写真を持ってこなかったんですけども，

汚いんですけれども，すごく楽しそうに泳いでいたんで，次回ちょっとそういう機会があった

ら持ってくるんですけども，ぜひ，そういう短い夏の期間になってしまうかもしれないんです

けれども，積極的にそういうことも推進していただければなと思います。 

 それで，最後に３点目の再質問なんですけれども，今回国体のリハーサル大会が同じ時期に

行われる関係で，イベント会場が参加できないということはとても残念なんですけれども，逆

に，実際にもしイベントをやっていれば，それにお金がかかったんだと思いますね。そういう

中で，実際にそのお金が費やされることが今回なかったということで，阿見町やいろんな団体

があると思うんですけれども，そういうところに推進するようなだったりとか，新しく団体を

つくっていくような，そういうような補助金だったり，そういう考えはありますでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 町民生活部長大塚芳夫君。 

○町民生活部長（大塚芳夫君） はい，お答えいたします。 

 町では，今年度世界湖沼会議関係の予算を計上してはおりませんが，県において世界湖沼会

議のテーマに関する事業，または世界湖沼会議への参加促進に関する事業を実施する県内の団

体を対象として，補助金が交付されることとなっております。そういった部分について，町に

おいてもですね，県で実施するこういった補助制度について広報等で周知していきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい，ありがとうございます。ぜひ，日ごろから地道に頑張ってる方

たちもいますんで，そういう方にもスポットライトを当てて，そういう補助なり積極的に進め
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ていただきたいことをお願いして，最初の質問を終わります。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい。じゃあ，続きまして最後となりますけれども，創業支援制度，

企業育成について伺います。 

 この１年間，私も去年当選させていただいて，先輩議員や同僚議員から子育て支援や福祉を

充実させるための提案が幾つも出されました。私も，ぜひやってほしいなと思うものばかりで

した。町長も，もちろん町として全部かなえてあげたい，取り組んでいきたいという思いはあ

ると思いますが，限られた財源で全てをかなえることは不可能です。財源を賢く使っていくこ

とも大切ですが，財源をどう増やしていくかということも重要です。幸いにも阿見町は交通イ

ンフラ等の充実により，３つの工業団地があり多数の優良企業が入っていただいております。 

 町も県と連帯により，昨年末にはアイリスオーヤマが東部工業団地に入ることが決まり，吉

原地区の開発も順調に進んでいます。今後も県と最大限努力して企業誘致を進めていただき，

雇用の創出・税収増につなげていただきたいなと思っております。 

 今回質問させていただきたいのは，新たに始まった創業補助金制度についてです。創業が活

発になれば町に活気が出て，その業界のみならず飲食業界や町の経済好循環につながると思い

ます。祭り等の地域活動にも大きくプラスになると思います。大手企業のように，すぐに町の

税収につながるということは難しいかもしれませんが，最初に夫婦や１人だけで始めた事業も

５年，10年とたつうちに大きく成長していく可能性もあります。そういう意味で，今回の創業

支援制度は大きな一歩だったんではないかなと思っております。 

 また，美浦村では地域交流館ふれあいプラザが３月にオープンしました。これに伴い，美浦

村の特産品商品開発を行う会社まちづくり美浦が美浦村商工会青年部メンバー主体で設立され

ました。阿見町でも道の駅が平成32年に開業予定で，指定管理者予定者は株式会社ファーマー

ズ・フォレストに決定しました。道の駅の成功はもちろんですが，ファーマーズ・フォレスト

と連携して，阿見町の企業がどのように特産品や新しいビジネスをつくっていくかどうかも大

切だと思います。そのような観点から，阿見町の創業支援と企業育成に関して質問させていた

だきます。 

 １，創業支援制度の活用相談は何件来ていますか。 

 ２，創業補助制度を活用した企業への継続した支援策は検討していますか。 

 ３，道の駅開業と連動した行政としての町内企業育成をどのように考えていますか。 

 以上，よろしくお願いいたします。 

○議長（紙井和美君） ただいま御質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君。 

○町長（天田富司男君） それでは，創業支援制度，企業育成についてということで。先ほど
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井田議員のほうからも話があったとおり，美浦の商工会の青年部５人でね，立ち上げたってい

うこと。非常にすばらしいことだなと新聞紙上でも読まさせていただきました。やっぱり阿見

町でも，やはり若い人たちがひとつ団結して何かやっていけたら。また農業関係も同じなんで

すよね。やっぱり若い人が，やっぱりこう新しいものに挑戦するっていうことを非常に期待し

ておりますんで，よろしくお願いしたい。 

 それでは，１点目の創業支援制度の相談件数についてであります。 

 町内での創業を促進するため，昨年度，産業競争力強化法に基づく創業支援計画を策定し，

今年度から町及び町商工会，日本政策金融公庫，県信用保証協会，町金融団が連携して特定創

業支援事業を開始するとともに，創業支援補助金制度を新設したところであります。相談件数

につきましては，今年４月から２カ月間で12件あります。 

 ２点目の，創業補助制度を活用した企業への継続的な支援策についてであります。 

 創業支援補助金を活用して町内で創業した事業者は，創業から５年間，売り上げや雇用状況

等を町へ報告することになっております。経営の状況に応じ，小規模事業者持続化補助金やＩ

Ｔ導入補助金等，国や県の支援制度や自治金融を紹介する等，業務改善に向けた支援をしてま

いりたいと思います。 

 ３点目の，道の駅開業と連動した町内の企業育成についてであります。 

 道の駅につきましては，平成29年２月に指定管理予定者として宇都宮市にある株式会社ファ

ーマーズ・フォレストに決定したところであります。ファーマーズ・フォレストの提案は，

「地域商社」という発想のもと，道の駅の管理運営のみならず，阿見町の道の駅に携わる産業

全体の向上，経済好循環を目指している点が特徴的でありました。このようなことから，地元

企業としてもさまざまな可能性，ビジネスチャンスが生まれるものと考えられます。 

 町といたしましては，ファーマーズ・フォレストと町内企業の連携を積極的に推進し，現行

の新商品開発補助金制度等を活用して，継続的な企業支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい，御答弁ありがとうございます。 

 答弁にありましたが，２カ月で12件の相談ということで，私の感覚ではたくさんの方に興味

を持っていただいてるんじゃないかなって感じました。 

 その中でね，阿見町ではこれまで年間で平均すると何社ぐらい起業をしてるのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） お答えします。 

 町の創業機関である町商工会，それと日本政策金融公庫，県の信用保証協会の平成27年度の
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実績ですけれども，10件というふうになっております。内容としましては，収納整理サービス

業とか空揚げ製造販売業，美容サロン・エステ業等のさまざまな業種が新規に創業したという

ことでございます。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい。私自身も農業や福祉の事業に興味があり，先日は農業事業につ

いて相談に伺いました。まず商工観光課と面接をした上で，金融機関と事業計画をブラッシュ

アップすることができ，いろいろな期間で指摘やアドバイスを受けられることで，計画がより

成功に近づけているなということが個人的に実際にそれをやって体験できました。そういう中

で，ぜひ多くの人に相談に訪れていただき，起業につなげていただきたいと思っておりますが，

今年度の達成目標の数字等はあるのでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） はい。先ほど町長の答弁の中で，産業競争強化法に基づく創

業支援計画っていうのも昨年度策定いたしました。その中では，目標については，創業支援対

象者，相談人数，これを25件として，創業者数を15件というふうなことで設定をさせていただ

いております。その根拠ですけれども，27年度の10件に対して1.5倍というふうな形で，その

計画の中で目標設定してるところでございます。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい。15件ということで，1.5倍というのかなり，なかなか達成には

難しい数字かもしれないですけども，新しい試みでチャレンジしていく。そういう中でやっぱ

り企業も数字というのをすごく求められる中で，今回商工観光課としてそういう数字を達成し

て，阿見町の本当にいい起業の循環をつくっていただければなと願っております。 

 それでは２点目の再質問なんですけども，ちょっと質問というよりも要望になってしまうと

思うんですけれども，新規創業企業というのは，５年後の会社生存率が40％，10年後は25％と

も言われております。これが個人企業になると，さらに少なくなるデータがあるとも言われて

おります。私は先ほど，まず最初に小さく始めても５年，10年とたつうちに大きく成長してい

く可能性が大きいと言いましたが，現実には数字が示すように５年，10年継続していくという

ことは難しいことでもあります。 

 答弁にもあったように，制度による持続支援とともに，商工会等にも頑張ってもらうよう協

力関係をさらに深めていただき，新規創業企業が活躍できる阿見を他市町村にアピールしてい

ただけるようお願いいたします。これは質問ではなく要望なんで，ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 最後の３点目なんですけれども，今回，道の駅指定管理予定者が町内の企業でなく決まって
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しまったということは，町民の１人としては残念なことなんですけれども，町として事業の成

功，すなわち採算ベースに乗ることを最優先させた選考だと私は強く感じてます。私も全協で

ファーマーズ・フォレストの松本社長から説明を受け，既に宇都宮で道の駅運営に成功してい

たり，中小企業の診断士の資格持っていたりと，すばらしい企業に来ていただけたんだと強く

思っております。このような状況活かしていくためにも，答弁にもあったように，地元企業と

してもさまざまな可能性やビジネスチャンスが生まれる流れをつくっていかなくてはなりませ

ん。 

 そういう中で幾つか質問をしていきたいんですけど，その前にちょっと確認したいことが。

前回予算の内示会のときだったと思うんですけど，指定管理公募に町内の企業・団体というの

が１社あったと聞いた気がしますけれども，それがちょっと正しかったっていうことを確認し

たいことが１点と，また公募が発表された後に，その他町内の企業・団体から問い合わせ等は

ありましたでしょうか。 

 以上，確認させてください。 

○議長（紙井和美君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長公室長篠﨑慎一君。 

○町長公室長（篠﨑慎一君） お答えいたします。 

 過日全員協議会で御説明しましたとおり，指定管理予定者で応募された町内の企業は１団体

がございました。 

 それと公募が発表された後のですね，問い合わせ等につきましては，ございません。 

 以上でございます。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） ちょっと問い合わせがなかったっていうことで。実は私の周りでも何

人かから道の駅運営に興味があるという話を聞いたこともありました。確かに大きな事業なん

で，応募や問い合わせまでには至らなかったんだと考えられるんですけれども，今回公募があ

った企業やそういう興味を持っていた企業・個人に対して，ビジネスチャンスを生み出してほ

しいと思っております。 

 町としては，これから町内企業の連携を積極的に推進するということですが，具体的なイメ

ージとしては，やはりまず商工会やＪＡ等の大きな団体との連携を進めることになりますでし

ょうか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） 道の駅の整備に当たっては，もちろん阿見町の地域振興，産

業の育成，振興というのが大きな大前提の中で整備されるものだというふうにも認識しており

ます。その中で，やはり商工業者，それから農業者にかかわっている商工会，あるいはＪＡと
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いったところとの連携をしながら進めていくことは，非常に大切なことであるというふうに考

えておりますので，道の駅整備に当たっては，ＪＡ・商工会とも含めてですね，いろいろ話し

合いをしながら今後の運営，そういった部分について進めていかなければならないんじゃない

かなというふうには思っております。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） 今答弁あったように，やはり大きい事業なんで，どうしてもそういう

大きい団体に，やはり最初にアプローチしていくということになるとは思うんですけれども，

やはり私は，事業はやはりやる気が１番大事だと思っております。そういう中で，阿見町は先

ほど町長も言ったんですけれども，若い人や実際に行動してる人を積極的に支援してると感じ

ております。その１つに，私は商工会……。私は立ち上げたわけじゃないんですけれども，商

工会青年部が立ち上げたさくらまつりの運営に私も携わっております。そういう中で，メンバ

ーたちは本当に何か金銭を対価に，別に金銭を得てるわけでもなく，逆に時間やお金を提供し

て，そういう祭りをつくっております。 

 町はそういうような努力しているところに対して，今年度予算をつけてくれました。その結

果，さくらまつりでは特産品のタケノコを活用したＢ１グランプリが開催され，大いに盛り上

がることができました。町の特産品に関しては，商工会青年部でもいろいろ話をしてますし，

商工会に属してないところからも，そういう若い青年部と話をしたい。そういうやる気のある

企業さんも結構います。ただ，やはりみんな自分たちの事業を持ってますし，そういう具体的

にもう一歩進めるっていうところまでになかなか至っていない状況です。仲間からもさくらま

つりを立ち上げることには，すごいエネルギーがかかったと聞いています。ゼロから何かをつ

くり上げるということは，とても大変なことだと思います。 

 そういう状況の中で，町がもう一歩踏み込んで，ゼロを１にするような後押しをするような

働きかけは何か考えることはできないでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） まず，町としても今回さくらまつり，これは商工会の青年部

の方が中心になって取り組んでる事業でして，町としてもそのさくらまつりを町の３大イベン

トの１つに捉えて盛り上げていただきたいなというふうなことから，ゼロから１にするために，

いろいろと商工会の青年部さんのほうに支援をしていきましょうよというふうなことの観点で，

今回特別な補助というふうなことで，支援をしてきたというような経緯がございます。 

 そういうふうな部分については，やはり若い人たちの商工業者さんたちが，やっぱり団結を

して盛り上げていくということがやっぱり大切だというふうに思っておりますので，町として

もですね，そういった人たちの提言ですとか，そういったものがあるんであれば，できるかで
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きないかはわかりませんけれども，真摯に向き合いながらですね，町の商業の活性化につなが

るものであれば，一緒になってですね，支援それと事業を取り組んでいくということは進めて

いく必要性があるじゃないかなというふうに思っております。 

 ですので，今回はゼロから１に行ったというふうな認識で御理解いただければというふうに

思います。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 

○３番（井田真一君） はい，ありがとうございます。 

 今回のケースは，まず多分商工会青年部が動いたということだとは思うんですけれども，先

ほど町長言われたように，１つ例として，隣の美浦村なんですけれども，株式会社まちづくり

美浦が設立メンバーからの出資金を募り，設立されました。ただ，最初は行政から商工会青年

部有志に一般公募で出資金を集めてまちづくり会社を設立しないかと，そういうような相談が

あったと聞いております。最終的には，人のお金で商売するのではなく，自分たちで責任をと

ってやろうとメンバー自ら出資して会社が設立されました。実際にメンバーから話も伺ったん

ですけれども，やはりゼロからスタートなので最初はうまくいかない部分のほうが多いという

ことでしたけれども，本当にメンバーの熱意が伝わってきて，やはりそういう中では，すぐに

成功しなくとも，いずれ近いうちに成功するんではないかなという期待感を持ちました。 

 このように，行政からのアプローチがきっかけで有志が集まって，企業が設立された例もあ

ります。阿見町でも，やはり何度何度にもなってしまうんですけども，連帯連携に対して熱意

ある企業・団体があらわれなかった場合は，行政がそういう熱意ある人たちに働きかけて，美

浦ではないんですけれども，今回の創業支援制度のような一歩踏み込んだ政策を考えていただ

けないでしょうか。 

○議長（紙井和美君） 産業建設部長湯原幸徳君。 

○産業建設部長（湯原幸徳君） はい。先ほど私から説明したとおり，やっぱり若い人たちの

意見っていうのは非常に大切なところがあって，そういう人たちが盛り上がってやっていただ

くということも重要なことだというふうに思っております。そういった意味では，町でも年２

回に商工業に関する懇談会っていうのを開いてございます。その中にはもちろん商工会の青年

部の部長さんも入っておられるわけなんですけれども，そういった中でもいろんな課題ですと

か，今置かれてる状況なんかも話し合いをしながらですね，町のほうにいろいろ提言等もして

いただければというふうな働きかけはしておりますし，また創業支援事業ではないですけれど

も，そういった１つの支援ができるような，施策的なものがあるんであれば，積極的に商工会

の青年部あるいは商工会への働きかけをしていきたいなというふうには思っております。 

○議長（紙井和美君） ３番井田真一君。 
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○３番（井田真一君） 前向きな考えありがとうございました。まちづくり美浦のケースなん

ですけれども，実は設立して地域交流館のオープンの３カ月前に，行政から急な話でそういう

のどうだっていうのがあったみたいなんですね。そういう意味ではね，短期間でいろいろな決

断をして準備しなきゃいけなかったということで，なかなか難しさがあったと思うんですけれ

ども，幸運なことにもまだ阿見町の道の駅まではオープンまで数年あります。町長も本当に時

間が多少延びることが逆にいいことでもあることにもつながるということを言われてますけれ

ども，私もそういう機が熟すっていうときがあると思いますんで，なかなか議論がまだ深まっ

てないところもあると思いますが，やはり町内全域のみんなでやっぱ盛り上げていくためにも，

そういう若い力や商工会の力，ＪＡさんの力，いろいろな力をおかりして，町の企業育成に努

めていただければなと考えております。 

 今後は，まだまだ時間がありますんで継続的にこの議題に対して質問させていただきたいと

考えてますんで，今回はこの辺で一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（紙井和美君） これで３番井田真一君の質問を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    散会の宣告 

 

○議長（紙井和美君） 以上で，本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。大変に御苦労さまでした。 

午後 ３時４０分散会 
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